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【
要
約
】

本
稿
は
︑
江
戸
時
代
後
期
の
京
都
	
園
に
︑
一
生
不
通
養
子
と
い
う
契
約
を
結
ん
で
や
っ
て
き
た
少
女
た
ち
に
焦
点
を
あ
て
︑
女
性
た
ち
の
人

生
の
一
端
と
︑
彼
女
た
ち
が
生
き
た
	
園
の
政
治
的
︑
社
会
的
側
面
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
︒
ま
ず
歴
史
史
料
を
用
い
た
	
園
研
究
が
不
十
分
な

実
態
を
指
摘
し
た
上
で
︑
第
一
章
で
︑
遊
所
	
園
の
歴
史
的
展
開
を
押
さ
え
︑
こ
れ
ま
で
風
俗
統
制
の
側
面
ば
か
り
が
重
視
さ
れ
て
き
た
行
政
対
応
に
関

し
て
︑
入
念
な
調
査
の
上
︑
経
済
政
策
を
重
視
し
た
施
策
が
と
ら
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
︒
第
二
章
に
お
い
て
︑
京
都
大
学
総
合
博
物
館
所
蔵
	
園

町
文
書
を
中
心
に
︑
各
地
に
残
る
証
文
類
︑
出
版
さ
れ
た
細
見
類
︑
町
奉
行
の
史
料
︑
	
園
関
係
の
文
書
群
な
ど
か
ら
︑
一
生
不
通
養
子
契
約
の
実
態
を

明
ら
か
に
し
た
︒
さ
ら
に
第
三
章
に
お
い
て
︑
	
園
に
や
っ
て
き
た
少
女
た
ち
の
そ
の
後
を
探
る
た
め
︑
芸
者
奉
公
証
文
︑
遊
女
奉
公
証
文
を
紹
介
し
た

上
で
︑
	
園
で
生
き
る
女
性
︑
外
に
で
て
い
く
女
性
の
事
例
を
明
ら
か
に
し
て
︑
多
様
に
存
在
し
た
女
性
た
ち
の
人
生
の
ル
ー
ト
を
描
き
出
し
た
︒

史
林

一
〇
四
巻
一
号

二
〇
二
一
年
一
月

は

じ

め

に

本
稿
は
︑
江
戸
時
代
後
期
の
観
光
都
市
京
都
を
代
表
す
る
遊
所
	
園
に
︑
一
生
不
通
養
子
と
い
う
︑
親
子
の
縁
を
切
り
一
生
連
絡
を
取
ら
な

い
こ
と
を
誓
っ
た
契
約
で
や
っ
て
き
た
少
女
た
ち
に
焦
点
を
あ
て
︑
彼
女
た
ち
が
過
ご
し
た
遊
所
	
園
の
変
遷
と
︑
	
園
に
生
き
た
女
性
た
ち

の
人
生
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
主
眼
と
す
る
︒

江
戸
時
代
の
遊
廓
に
つ
い
て
は
︑
都
市
史
や
身
分
論
の
観
点
か
ら
︑
塚
田
孝
氏
︑
吉
田
伸
之
氏
に
よ
り
︑
江
戸
の
新
吉
原
や
大
坂
の
各
茶
屋
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町
な
ど
を
題
材
に
︑
遊
廓
社
会
の
構
造
分
析
が
進
め
ら
れ
て
い
る①
︒
両
氏
は
︑
遊
女
屋
や
茶
屋
に
注
目
し
な
が
ら
︑
遊
廓
社
会
の
存
立
の
あ
り

よ
う
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
︑
同
様
の
視
点
か
ら
︑
全
国
の
遊
廓
の
研
究
も
進
ん
で
い
る②
︒

一
方
で
︑
当
時
の
遊
廓
が
浮
世
草
子
や
洒
落
本
な
ど
の
文
芸
作
品
の
舞
台
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
︑
文
学
研
究
に
お
い
て
も
遊
女
研
究
が
進
ん

で
お
り③
︑
男
性
客
に
と
っ
て
遊
女
・
遊
廓
が
﹁
自
由
円
満
﹂
な
社
会
で
あ
っ
た
と
い
う
指
摘
や④
︑
遊
廓
で
働
く
女
性
た
ち
に
﹁
性
を
売
る
プ
ロ

と
し
て
の
職
業
意
識
が
存
在
し
た⑤
﹂
と
い
っ
た
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
︒
塚
田
氏
ら
の
研
究
が
︑
遊
女
屋
を
中
核
と
し
て
遊
廓
社
会
を
描
く
経

営
者
目
線
の
遊
廓
研
究
と
し
た
ら
︑
文
学
作
品
を
用
い
た
研
究
は
︑
お
も
に
︑
客
と
し
て
遊
廓
を
利
用
し
た
文
芸
作
者
た
ち
に
よ
っ
て
書
か
れ

た
史
料
を
用
い
た
客
目
線
の
遊
廓
研
究
と
い
え
よ
う
︒

そ
の
よ
う
な
な
か
︑
近
年
︑
遊
廓
で
働
く
女
性
た
ち
に
視
座
を
置
き
︑
精
力
的
に
研
究
を
進
め
て
い
る
の
が
横
山
百
合
子
氏
で
あ
る
︒
横
山

氏
は
︑
塚
田
氏
ら
の
成
果
を
評
価
し
な
が
ら
も
︑
こ
れ
ら
の
研
究
で
は
︑
遊
女
た
ち
が
﹁
商
品
と
し
て
客
体
化
さ
れ
事
実
上
意
思
を
持
た
ぬ
存

在
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る⑥
﹂
点
を
鋭
く
批
判
し
︑
裁
判
記
録
か
ら
遊
女
﹁
か
し
く
﹂
の
解
放
へ
の
強
い
意
志
を
描
き
出
し
︑
火
付
け
事

件
を
起
こ
し
た
遊
女
た
ち
の
日
記
を
題
材
に
︑
遊
女
が
文
字
を
書
く
こ
と
︑
そ
の
行
為
が
本
人
に
与
え
た
影
響
ま
で
分
析
を
深
め
て
い
る⑦
︒

横
山
氏
の
視
点
は
︑
今
西
一
氏
の
次
の
よ
う
な
述
懐
と
重
な
り
あ
う
も
の
で
あ
る⑧
︒

	
園
町
の
女
将
た
ち
は
︑
自
分
の
子
ど
も
は
私
立
の
中
学
校
か
ら
大
学
に
ま
で
行
か
せ
な
が
ら
︑
貧
し
い
漁
村
や
農
村
の
娘
を
養
女
に
取
っ
て
︑﹁
仕
込

み
﹂
を
や
ら
せ
︑
昼
は
﹁
女
中
﹂
に
使
っ
て
︑
教
育
は
夜
間
中
学
で
済
ま
せ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
ま
さ
し
く
人
身
売
買
も
あ
る
︒﹁
現
代
奴
隷
制
﹂
の
世
界

で
あ
っ
た
︒︵
略
︶
祖
母
や
友
人
た
ち
の
よ
う
な
遊
廓
で
働
い
て
い
た
女
性
側
か
ら
︑
歴
史
を
書
い
て
み
た
い
︑
と
い
う
の
は
長
年
の
課
題
の
ひ
と
つ
で
あ

っ
た
︒
子
ど
も
の
頃
か
ら
	
園
の
芸
妓
さ
ん
や
舞
妓
さ
ん
に
囲
ま
れ
て
育
っ
た
私
は
︑
彼
女
た
ち
が
陰
で
︑
女
性
の
性
を
金
で
買
う
﹁
旦
那
さ
ん
﹂
た
ち

を
︑
い
か
に
軽
蔑
し
て
い
る
か
を
︑
嫌
と
い
う
ほ
ど
聞
か
さ
れ
て
き
た
︒
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ま
た
江
戸
時
代
の
性
の
売
買
に
着
目
し
︑
都
市
下
層
民
ま
で
広
が
る
売
買
春
の
実
態
を
描
き
だ
し
た
曽
根
ひ
ろ
み
氏
の
研
究⑨
︑
江
戸
時
代
の

性
の
問
題
と
し
て
家
と
遊
所
で
の
性
の
違
い
を
比
較
検
討
し
た
倉
地
克
直
氏
や
沢
山
美
果
子
氏
の
研
究
も
重
要
で
あ
る⑩
︒

本
稿
で
は
︑
こ
れ
ま
で
の
遊
廓
研
究
の
成
果
に
学
び
︑
経
営
者
︑
客
︑
労
働
者
︑
為
政
者
ら
遊
廓
に
関
わ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
を
考
慮
し
な

が
ら
︑
ま
た
従
来
検
討
が
不
十
分
な
芸
者
に
も
注
目
し
な
が
ら
︑
江
戸
時
代
後
期
に
︑
遊
所
	
園
に
労
働
者
と
し
て
や
っ
て
き
た
少
女
達
に
着

目
す
る
︒
観
光
都
市
京
都
の
な
か
で
も
代
表
的
な
観
光
地
で
あ
る
	
園
は
︑
そ
の
知
名
度
に
比
し
て
研
究
が
進
ん
で
い
な
い
︒
長
ら
く
自
治
体

史
﹃
京
都
の
歴
史
﹄
に
お
け
る
守
屋
毅
氏
担
当
の
遊
所
に
関
す
る
記
述
が
︑
江
戸
時
代
	
園
の
歴
史
的
展
開
を
お
さ
え
た
代
表
的
な
も
の
で
あ

っ
た⑪
︒
守
屋
氏
以
降
に
も
︑
加
藤
政
洋
氏
や
今
西
一
氏
ら
の
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
が⑫
︑
い
ず
れ
も
依
拠
す
る
史
料
が
︑
明
治
初
年
に
京
都
府

勧
業
掛
が
作
成
し
た
﹁
京
都
府
下
遊
廓
由
緒⑬
﹂
や
︑
享
和
二
年
︵
一
八
〇
二
︶
成
立
の
滝
沢
馬
琴
の
旅
行
記
﹁
羇
旅
漫
録⑭
﹂
な
ど
の
随
筆
類
に

偏
っ
て
お
り
︑
町
触
以
外
の
一
次
史
料
が
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
難
点
が
あ
る
︒

一
方
で
︑
江
戸
時
代
前
中
期
の
	
園
を
含
む
鴨
東
地
域
の
開
発
に
つ
い
て
は
︑
高
台
寺
文
書
︑
八
坂
神
社
文
書
︑
金
屋
町
文
書
︑
上
河
原
家

文
書
︑
田
中
家
文
書
な
ど
の
一
次
史
料
を
分
析
し
た
研
究
が
進
ん
で
お
り
︑
幕
府
や
	
園
社
︑
建
仁
寺
︑
高
台
寺
ら
の
領
主
層
︑
町
人
ら
に
よ

る
︑
	
園
や
そ
の
周
辺
地
の
開
発
の
様
子
が
︑
詳
細
に
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い
る⑮
︒
ま
た
明
治
～
昭
和
初
期
の
	
園
に
つ
い
て
も
︑
一
次
史

料
を
用
い
た
研
究
が
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
次
々
と
な
さ
れ
て
お
り
︑
客
層
の
分
析
な
ど
︑
着
実
に
研
究
が
進
展
し
て
い
る⑯
︒
文
化
的
な
面
で
は
︑

	
園
祭
の
際
に
	
園
の
芸
者
た
ち
が
参
加
し
た
	
園
ね
り
も
の
や
︑
舞
踊
井
上
流
に
つ
い
て
の
研
究
が
成
果
を
挙
げ
て
お
り⑰
︑
文
学
研
究
で
は
︑

中
村
幸
彦
氏
ら
が
洒
落
本
や
漢
詩
文
な
ど
を
素
材
に
	
園
に
お
け
る
遊
女
や
芸
者
の
活
動
の
実
態
を
描
い
て
い
る⑱
︒

し
か
し
江
戸
時
代
後
期
の
	
園
に
関
し
て
は
︑
い
ま
だ
﹃
京
都
の
歴
史
﹄
の
段
階
か
ら
そ
れ
ほ
ど
進
歩
を
み
せ
て
い
な
い
︒
本
稿
で
は
︑
な

る
べ
く
一
次
史
料
を
用
い
て
︑
江
戸
時
代
後
期
の
遊
所
	
園
の
様
相
︑
ま
た
労
働
者
と
し
て
働
く
た
め
に
	
園
に
や
っ
て
き
た
少
女
た
ち
の
ラ

イ
フ
コ
ー
ス
を
描
き
だ
し
て
い
く
︒
そ
の
な
か
で
︑
従
来
︑
研
究
が
不
十
分
な
芸
者
に
つ
い
て
も
分
析
を
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
︒

な
お
本
稿
の
二
章
以
降
で
分
析
す
る
	
園
町
文
書
に
つ
い
て
は
︑
熱
田
公
氏
が
﹁
	
園
の
遊
女
の
実
体
を
示
す
基
本
史
料
﹂
と
し
て
紹
介
し
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て
い
る⑲
︒
し
か
し
︑
そ
の
基
本
史
料
を
活
用
し
た
研
究
は
︑
管
見
の
限
り
で
は
︑
勝
峯
月
溪
氏
︑
脇
田
修
氏
︑
小
林
雅
子
氏
ら
が
簡
単
に
紹
介

す
る
も
の
が
あ
る
程
度
で
あ
る⑳
︒
	
園
町
文
書
を
初
め
と
し
て
︑
こ
れ
ま
で
充
分
に
活
用
さ
れ
て
い
な
い
歴
史
史
料
を
用
い
て
︑
遊
所
	
園
と

そ
こ
に
や
っ
て
く
る
少
女
た
ち
の
姿
を
描
い
て
い
き
た
い
︒

①

吉
田
伸
之
﹁
遊
廓
社
会
﹂︵
塚
田
孝
編
﹃
身
分
的
周
縁
と
近
世
社
会
﹄
第
四
巻
︑

吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
六
年
︶︒
塚
田
孝
﹃
近
世
大
坂
の
都
市
社
会
﹄
吉
川
弘
文

館
︑
二
〇
〇
六
年
︒

②

都
市
史
研
究
会
編
﹃
年
報
都
市
史
研
究
﹄
第
一
七
号
︑
山
川
出
版
社
︑
二
〇
一

〇
年
︒
佐
賀
朝
・
吉
田
伸
之
編
﹃
シ
リ
ー
ズ
遊
廓
社
会
﹄
第
一
巻
︑
吉
川
弘
文
館
︑

二
〇
一
三
年
︒

③

﹁
特
集

近
世
の
遊
女
﹂︵﹃
日
本
文
学
﹄
第
四
九
巻
第
一
〇
号
︑
日
本
文
学
協
会
︑

二
〇
〇
〇
年
︶︒﹁
特
集

近
世
文
学
に
描
か
れ
た
性
﹂︵﹃
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
﹄

第
七
〇
巻
第
八
号
︑
至
文
堂
︑
二
〇
〇
五
年
︶︒﹁
特
集

江
戸
文
学
と
遊
里
﹂

︵﹃
江
戸
文
学
﹄
第
三
三
号
︑
ぺ
り
か
ん
社
︑
二
〇
〇
五
年
︶︒

④

染
谷
智
幸
﹁
日
本
の
遊
女
・
遊
廓
と
﹁
自
由
円
満
﹂
な
る
世
界
﹂︵
染
谷
﹃
冒

険

淫
風

怪
異
﹄
笠
間
書
院
︑
二
〇
一
二
年

初
出
︑
二
〇
〇
〇
年
︶︒

⑤

佐
伯
孝
弘
﹁
浮
世
草
子
に
見
る
遊
女
の
幽
霊
﹂︵
前
掲
注
③
﹃
江
戸
文
学
﹄
第

三
三
号
︶
九
頁
︒

⑥

横
山
百
合
子
﹁
一
九
世
紀
都
市
社
会
に
お
け
る
地
域
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
再
編
﹂

︵
歴
史
学
研
究
会
編
﹃
歴
史
学
研
究
﹄
第
八
八
五
号
︑
青
木
書
店
︑
二
〇
一
一

年
︶
一
二
頁
︒

⑦

横
山
百
合
子
﹁
遊
女
の
﹁
日
記
﹂
を
読
む
﹂︵
長
谷
川
貴
彦
編
﹃
エ
ゴ
・
ド
キ

ュ
メ
ン
ト
の
歴
史
学
﹄
岩
波
書
店
︑
二
〇
二
〇
年
︶︒

⑧

今
西
一
﹁
あ
と
が
き
﹂︵
今
西
﹃
遊
女
の
社
会
史
﹄
有
志
舎
︑
二
〇
〇
七
年
︶

二
六
六
～
二
六
七
頁
︒

⑨

曽
根
ひ
ろ
み
﹃
娼
婦
と
近
世
社
会
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
三
年
︒

⑩

倉
地
克
直
﹁
性
の
文
化
﹂︵
倉
地
﹃
性
と
身
体
の
近
世
史
﹄
東
京
大
学
出
版
会
︑

一
九
九
八
年

初
出
︑
一
九
九
五
年
︶︒
沢
山
美
果
子
﹁
近
世
の
性
﹂︵﹃
岩
波
講
座

日
本
歴
史
﹄
第
一
四
巻
︑
岩
波
書
店
︑
二
〇
一
五
年
︶︒
沢
山
美
果
子
﹁
買
う
男
︑

身
を
売
る
女
﹂︵
沢
山
﹃
性
か
ら
よ
む
江
戸
時
代
﹄
岩
波
書
店
︑
二
〇
二
〇
年
︶︒

⑪

守
屋
毅
﹁
芝
居
と
遊
里
﹂︵
京
都
市
編
﹃
京
都
の
歴
史
﹄
第
五
巻
︑
学
芸
書
林
︑

一
九
七
二
年
︶︒
守
屋
毅
﹁
奢
侈
の
風
潮
﹂︵
京
都
市
編
﹃
京
都
の
歴
史
﹄
第
六
巻
︑

学
芸
書
林
︑
一
九
七
三
年
︶︒
守
屋
毅
﹁
遊
所
の
行
方
﹂︵
京
都
市
編
﹃
京
都
の
歴

史
﹄
第
七
巻
︑
学
芸
書
林
︑
一
九
七
四
年
︶︒

⑫

加
藤
政
洋
﹃
京
の
花
街
も
の
が
た
り
﹄
角
川
学
芸
出
版
︑
二
〇
〇
九
年
︒
前
掲

注
⑧
今
西
著
書
︒

⑬

﹁
京
都
府
下
遊
廓
由
緒
﹂︵﹃
新
撰
京
都
叢
書
﹄
第
九
巻
︑
臨
川
書
店
︑
一
九
八

六
年
︶︒

⑭

﹁
羇
旅
漫
録
﹂︵﹃
新
装
版

日
本
随
筆
大
成
﹄
第
一
期
第
一
巻
︑
吉
川
弘
文
館
︑

一
九
九
三
年
︶︒

⑮

森
谷
尅
久
﹁
	
園
町
﹂︵﹃
洒
落
本
大
成
付
録
﹄
第
一
四
巻
︑
中
央
公
論
社
︑
一

九
八
一
年
︶︒
日
向
進
﹁
近
世
京
都
に
お
け
る
新
地
開
発
と
﹁
地
面
支
配
人
﹂﹂

︵
日
向
﹃
近
世
京
都
の
町
・
町
家
・
町
家
大
工
﹄
思
文
閣
出
版
︑
一
九
九
八
年

初
出
︑
一
九
九
〇
年
︶︒
日
向
進
﹁︿
近
江
屋
吉
兵
衛
﹀
と
	
園
町
南
側
の
開
発
﹂

︵
同
前
書

初
出
︑
一
九
九
二
年
︶︒
岡
佳
子
・
谷
直
樹
・
三
浦
要
一
﹁
近
世
京

都
・
鴨
東
地
区
の
新
地
開
発
に
関
す
る
研
究
﹂︵﹃
大
阪
市
立
大
学
生
活
科
学
部
紀

要
﹄
第
四
三
巻
︑
大
阪
市
立
大
学
生
活
科
学
部
︑
一
九
九
五
年
︶︒
鎌
田
道
隆

﹁
近
世
都
市
に
お
け
る
都
市
開
発
﹂︵
鎌
田
﹃
近
世
京
都
の
都
市
と
民
衆
﹄
思
文
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閣
出
版
︑
二
〇
〇
〇
年

初
出
︑
一
九
九
六
年
︶︒
小
出
祐
子
﹁
近
世
京
都
に
お
け

る
新
地
開
発
に
つ
い
て
﹂︵﹃
日
本
建
築
学
会
計
画
系
論
文
集
﹄
第
五
三
二
号
︑
日

本
建
築
学
会
︑
二
〇
〇
〇
年
︶︒
小
出
祐
子
﹁
都
市
の
拡
大
﹂︵
高
橋
康
夫
・
中
川

理
編
﹃
京
・
ま
ち
づ
く
り
史
﹄
昭
和
堂
︑
二
〇
〇
三
年
︶︒
下
坂
守
﹁
近
世
	
園

社
境
内
に
お
け
る
﹁
新
地
﹂
成
立
過
程
の
研
究
﹂︵﹃
学
叢
﹄
第
四
一
号
︑
京
都
国

立
博
物
館
︑
二
〇
一
九
年
︶︒
下
坂
守
﹁
	
園
の
市
街
形
成
史
﹂︵﹃﹁
京
都
の
文
化

的
景
観
﹂
調
査
報
告
書
﹄
京
都
市
文
化
市
民
局
文
化
芸
術
都
市
推
進
室
文
化
財
保

護
課
︑
二
〇
二
〇
年
︶︒

⑯

横
田
冬
彦
﹁
娼
妓
と
遊
客
﹂︵
京
都
橘
女
子
大
学
女
性
歴
史
文
化
研
究
所
編

﹃
京
都
の
女
性
史
﹄
思
文
閣
出
版
︑
二
〇
〇
二
年
︶︒
塚
本
章
宏
・
中
谷
友
樹

﹁
花
街
を
訪
れ
る
人
々
﹂︵
矢
野
桂
司
他
編
﹃
京
都
の
歴
史
Ｇ
Ｉ
Ｓ
﹄
ナ
カ
ニ
シ

ヤ
出
版
︑
二
〇
一
一
年
︶︒
松
田
有
紀
子
﹁
	
園
﹂︵
佐
賀
朝
・
吉
田
伸
之
編
﹃
シ

リ
ー
ズ
遊
廓
社
会
﹄
第
二
巻
︑
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
一
四
年
︶︒
高
木
博
志
﹁
金

光
教
と
遊
廓
・
花
街
﹂︵﹃
金
光
教
学
﹄
第
五
八
号
︑
金
光
教
教
学
研
究
所
︑
二
〇

一
八
年
︶︒
瀧
本
哲
哉
﹁
戦
間
期
に
お
け
る
京
都
花
街
の
経
済
史
的
考
察
﹂︵﹃
人

文
学
報
﹄
第
一
一
五
号
︑
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
︑
二
〇
二
〇
年
︶︒
高
木

博
志
﹁
大
正
期
京
都
の
ロ
マ
ン
主
義
・
花
街
・
舞
妓
・
夢
二
﹂︵
京
都
文
化
博
物

館
編
﹃
舞
妓
モ
ダ
ン
﹄
青
幻
舎
︑
二
〇
二
〇
年
︶︒

⑰

北
川
博
子
﹁
	
園
ね
り
も
の
﹂︵
北
川
﹃
上
方
歌
舞
伎
と
浮
世
絵
﹄
清
文
堂
出

版
︑
二
〇
一
一
年

初
出
︑
二
〇
〇
八
年
︶︒
八
反
裕
太
郎
﹃
描
か
れ
た
	
園
祭
﹄

思
文
閣
出
版
︑
二
〇
一
八
年
︒
岡
田
万
里
子
﹃
京
舞
井
上
流
の
誕
生
﹄
思
文
閣
出

版
︑
二
〇
一
三
年
︒

⑱

中
村
幸
彦
﹁
茶
屋
・
呼
屋
・
置
屋
︵
京
︶﹂︵﹃
洒
落
本
大
成
付
録
﹄
第
二
四
巻
︑

中
央
公
論
社
︑
一
九
八
五
年
︶︒
中
村
幸
彦
﹁
	
園
の
芸
子
︵
一
・
二
︶﹂︵﹃
洒
落

本
大
成
付
録
﹄
第
二
八
・
二
九
巻
︑
中
央
公
論
社
︑
一
九
八
七
・
一
九
八
八
年
︶︒

新
稲
法
子
﹁﹃
鴨
東
四
時
雑
詞
﹄
の
世
界
﹂︵
前
掲
注
③
﹃
江
戸
文
学
﹄
第
三
三

号
︶︒

⑲

熱
田
公
﹁
京
都
大
学
文
学
部
国
史
研
究
室
所
蔵
文
書
﹂︵
日
本
古
文
書
学
会
編

﹃
古
文
書
研
究
﹄
第
二
号
︑
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
六
九
年
︶
一
二
〇
頁
︒

⑳

勝
峯
月
溪
﹃
古
文
書
学
概
論
﹄
目
黒
書
店
︑
一
九
三
〇
年

六
三
九
～
六
四
〇

頁
︒
脇
田
修
﹁
元
禄
の
社
会
相
﹂︵
脇
田
﹃
元
禄
の
社
会
﹄
塙
書
房
︑
一
九
八
〇

年
︶
九
〇
頁
︒
小
林
雅
子
﹁
公
娼
制
の
成
立
と
展
開
﹂︵
女
性
史
総
合
研
究
会
編

﹃
日
本
女
性
史
﹄
第
三
巻
︑
東
京
大
学
出
版
会
︑
一
九
八
二
年
︶
一
五
四
～
一
五

五
頁
︒

第
一
章

遊
所
�
園
の
沿
革

本
章
で
は
︑
遊
所
	
園
に
や
っ
て
く
る
少
女
た
ち
の
分
析
を
す
る
前
提
と
し
て
︑
江
戸
時
代
に
お
け
る
京
都
の
遊
所
の
歴
史
を
︑
	
園
の
発

展
の
歴
史
を
中
心
に
概
観
す
る
︒
京
都
の
遊
所
の
歴
史
は
︑
秀
吉
時
代
に
お
け
る
公
認
遊
廓
二
条
柳
町
の
設
置
か
ら
始
ま
り
︑
六
条
柳
町
移
転
︑

寛
永
一
七
年
︵
一
六
四
〇
︶
の
島
原
移
転
と
続
い
て
い
く
︒
島
原
︵
西
新
屋
敷
︶
は
遊
女
屋
を
中
心
と
す
る
遊
女
屋
町
五
町
と
︑
揚
屋
中
心
の
揚

屋
町
一
町
の
六
町
か
ら
な
る
公
認
遊
廓
で
あ
る
が①
︑
京
都
中
心
部
か
ら
か
け
離
れ
て
い
る
立
地
条
件
も
あ
り
︑
	
園
に
代
表
さ
れ
る
京
都
各
地

の
新
地
が
︑
遊
所
と
し
て
栄
え
て
い
く
こ
と
に
な
る
︒

江戸時代後期の	園と一生不通養子娘（鍛治）

41 ( 41 )



	
園
は
︑
一
七
世
紀
初
頭
よ
り
	
園
社
と
建
仁
寺
領
の
田
畑
が
芝
居
地
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
寛
文
一
〇
年
︵
一
六
七
〇
︶
︑
翌

一
一
年
に
︑
幕
府
は
︑
	
園
社
領
及
び
建
仁
寺
領
で
あ
っ
た
四
条
周
辺
の
河
原
地
を
収
公
し
河
岸
整
備
を
行
っ
た②
︒
鴨
川
東
を
南
北
に
通
る
大

和
大
路
が
開
か
れ
︑
大
和
大
路
沿
い
に
弁
才
天
町
︑
常
磐
町
︑
廿
一
軒
町
︑
宮
川
筋
に
宮
川
筋
一
町
目
︑
川
端
筋
に
川
端
町
︑
四
条
通
り
に
中

之
町
の
い
わ
ゆ
る
	
園
新
地
外
六
町
が
形
成
さ
れ
︑
茶
屋
・
旅
籠
屋
︑
芝
居
小
屋
が
建
ち
並
ぶ
遊
所
と
し
て
発
展
し
て
い
く
︒
ま
た
四
条
通
り

北
側
の
	
園
社
地
広
小
路
も
︑
次
々
に
新
道
が
開
か
れ
︑
町
奉
行
所
と
領
主
	
園
社
に
よ
る
開
発
が
進
み
︑
享
保
こ
ろ
に
は
林
下
町
・
橋
本

町
・
元
吉
町
・
清
本
町
・
末
吉
町
・
富
永
町
の
	
園
新
地
内
六
町
の
名
前
が
確
認
で
き
る
よ
う
に
な
る
︒

寛
文
一
〇
年
の
町
触
で
︑
京
都
町
奉
行
所
が
︑
京
都
町
中
や
寺
社
門
前
町
に
対
し
て
︑
遊
女
を
抱
え
置
く
こ
と
を
禁
止
す
る
と
同
時
に
︑
清

水
︑
八
坂
︑
	
園
︑
北
野
の
茶
屋
に
お
い
て
茶
立
女
を
一
人
置
く
こ
と
を
許
可
し
て
い
る
よ
う
に③
︑
遊
所
の
発
展
に
は
男
性
客
に
性
的
接
待
を

行
う
女
性
の
存
在
が
伴
っ
て
い
た
︒
享
保
初
年
に
行
わ
れ
た
調
査
で
は
︑
	
園
新
地
の
茶
屋
数
が
四
四
軒
︑
	
園
町
に
七
〇
軒
と
す
で
に
百
軒

を
超
え
る
茶
屋
数
が
報
告
さ
れ
て
お
り④
︑
こ
の
頃
に
は
川
向
こ
う
の
先
斗
町
や
︑
東
山
山
麓
の
下
河
原
の
あ
た
り
ま
で
︑
広
大
な
遊
興
街
を
形

成
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
寛
延
三
年
︵
一
七
五
〇
︶
に
は
︑
	
園
を
名
指
し
し
て
︑
料
理
茶
屋
︑
水
茶
屋
で
の
︑
夜
更
け
ま
で
や
泊
り
込

み
で
の
接
待
を
禁
止
し
た
町
触
が
で
て
お
り
︵﹃
京
都
町
触
﹄
第
三
巻
九
七
一
号
︶
︑
遊
所
と
し
て
の
繁
栄
が
う
か
が
え
る
︒

寛
政
二
年
︵
一
七
九
〇
︶
六
月
か
ら
七
月
に
か
け
て
︑
京
都
の
	
園
・
七
条
新
地
・
六
条
新
地
・
北
野
地
域
で
隠
し
売
女
の
一
斉
検
挙
が
行

わ
れ
一
一
五
〇
人
が
召
し
捕
ら
え
ら
れ
た
が
︑
こ
の
京
都
所
司
代
ら
の
独
断
を
い
さ
め
る
老
中
松
平
定
信
の
指
示
に
よ
り
︑
こ
の
年
一
二
月
に

は
︑
	
園
・
二
条
新
地
・
七
条
新
地
・
北
野
上
七
軒
に
お
い
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
遊
女
屋
二
〇
軒
を
認
め
︑
一
軒
に
付
き
一
五
人
ず
つ
の
遊
女
雇
用

を
認
め
る
大
改
革
が
行
わ
れ
る⑤
︒
茶
屋
に
つ
い
て
も
︑
宝
暦
頃
は
京
都
の
茶
屋
株
が
二
一
六
六
株
︑
寛
政
頃
に
は
三
一
八
一
株
と
増
大
し
て
い

た
と
こ
ろ
︑
寛
政
四
年
︵
一
七
九
二
︶
に
︑
一
五
八
五
軒
へ
の
半
減
が
計
画
さ
れ
た
が
︑
定
信
の
指
示
で
差
止
め
に
な
っ
て
い
る⑥
︒
茶
屋
株
は

貸
し
借
り
も
行
わ
れ
て
お
り
︑
そ
の
管
理
は
町
役
人
が
行
っ
て
い
た⑦
︒
こ
の
頃
の
幕
閣
や
京
都
町
奉
行
な
ど
の
政
策
基
調
が
︑
風
俗
統
制
の
み

な
ら
ず
経
済
対
策
に
も
あ
っ
た
こ
と
は
曽
根
ひ
ろ
み
氏
が
指
摘
す
る
通
り
で
あ
り⑧
︑
定
信
は
﹁
名
所
な
ど
い
ふ
を
み
に
人
人
来
た
り
て
戯
楼
に

42 ( 42 )



の
ぼ
り
て
︑
一
日
二
日
を
過
れ
ば
他
邦
之
金
銭
よ
う
や
く
そ
の
地
へ
落
る⑨
﹂
と
指
摘
し
て
︑
そ
の
た
め
に
遊
所
の
必
要
性
を
論
じ
て
い
る
︒

風
俗
統
制
と
経
済
対
策
の
両
面
か
ら
進
め
ら
れ
る
政
策
に
翻
弄
さ
れ
な
が
ら
も
繁
栄
す
る
遊
所
	
園
の
様
子
は
︑
天
保
一
一
年
︵
一
八
四
〇
︶

出
版
の
﹃
祗
園
新
地
細
見
図
﹄
で
確
認
で
き
る
が
︑
そ
こ
に
は
大
小
の
茶
屋
と
し
て
︑
	
園
町
・
	
園
新
地
に
三
六
四
軒
が
記
さ
れ
て
い
る⑩
︒

ま
た
こ
の
時
期
︑
	
園
芸
妓
が
芸
よ
り
も
色
を
売
る
様
子
を
描
い
た
文
政
五
年
︵
一
八
二
二
︶
刊
の
洒
落
本
﹃
河
東
方
言

箱
ま
く
ら
﹄︑
当
代

を
代
表
す
る
詩
人
中
島
棕
隠
が
︑
	
園
の
風
景
や
人
々
の
姿
を
生
き
生
き
と
描
い
た
漢
詩
集
﹃
鴨
東
四
時
雑
詞
﹄︑
	
園
新
地
富
永
町
の
茶
屋

を
舞
台
に
し
た
天
保
二
年
︵
一
八
三
一
︶
刊
の
洒
落
本
﹃
鴨
東
訛
言

老
楼
志
﹄︑
	
園
新
地
末
吉
町
の
茶
屋
が
舞
台
の
天
保
七
年
︵
一
八
三
六
︶

刊
の
洒
落
本
﹃
興
斗
月
﹄
な
ど
︑
	
園
を
舞
台
に
し
た
文
学
作
品
が
数
多
く
書
か
れ
て
い
る⑪
︒
こ
の
よ
う
に
	
園
遊
所
が
栄
え
る
な
か
︑
市
中

で
は
︑﹁
商
売
之
女
子
供
ニ
至
迄
も
自
然
と
遊
女
ニ
似
寄
︑
衣
服
髪
之
錺
迄
甚
花
美
之
風
義
ニ
移
︑
不
相
応
成
品
致
着
用
︑
櫛
︑
か
う
か
い
︑

か
ん
さ
し
等
数
多
差
も
の
も
有
之
﹂︵﹃
京
都
町
触
﹄
第
八
巻
一
一
八
四
号
︶
と
い
う
風
習
が
う
ま
れ
て
お
り
︑
西
陣
北
之
御
門
町
の
天
保
七
年
制

定
の
町
式
目
で
も
︑﹁
町
内
娘
た
る
者
は
役
者
幷
遊
女
体
之
風
俗
を
可
相
嗜
候
︒
近
比
は
流
行
等
と
申
売
女
之
風
俗
を
見
習
候
事
︑
甚
以
心
得

違⑫
﹂
と
︑
町
娘
が
見
習
う
べ
き
対
象
と
し
て
遊
女
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
︒

ま
た
遊
女
屋
に
所
属
す
る
芸
者
・
遊
女
の
一
部
を
載
せ
る
一
枚
摺
細
見
が
出
版
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
寛
政
一
〇
年
︵
一
七
九
八
︶
の
﹃
祗

園
華
楼
遊
繁
栄
﹄
を
嚆
矢
と
し
て
︑
文
政
五
年
の
﹃
祗
園
細
見
芸
妓
銘
鑑

全
盛
糸
音
色
﹄
ま
で
︑
遊
女
を
対
象
と
す
る
も
の
三
点
︑
芸
者
を

対
象
と
す
る
も
の
三
点
が
現
存
す
る⑬
︒
	
園
の
冊
子
体
細
見
は
一
枚
刷
り
に
遅
れ
て
︑
天
保
一
一
年
の
遊
女
細
見
﹃
園
の
は
な
﹄
と
芸
者
細
見

﹃
園
乃
夜
桜
﹄
が
初
見
と
な
る⑭
︒
ま
た
天
保
一
三
年
︵
一
八
四
二
︶
に
は
	
園
芸
妓
の
評
判
記
﹃
花
競
園
の
2
﹄
も
出
版
さ
れ
て
い
る⑮
︵
刊
行
年

は
本
文
の
記
述
か
ら
推
定
︶
︒
天
保
一
一
年
に
お
け
る
	
園
の
遊
女
と
芸
者
の
数
を
同
年
刊
行
の
遊
女
細
見
﹃
園
乃
夜
桜
﹄︑
芸
者
細
見
﹃
園
の
は

な
﹄
か
ら
一
覧
に
し
た
の
が
表
一
で
あ
る
︒
こ
の
時
期
︑
一
三
軒
の
遊
女
屋
が
存
在
し
て
お
り
︑
各
遊
女
屋
に
遊
女
が
計
二
三
二
人
︑
芸
者
が

計
八
二
四
人
と
︑
芸
者
の
方
が
三
倍
近
く
多
い
こ
と
が
わ
か
る
︒
な
お
芸
者
に
つ
い
て
は
︑
宝
暦
年
間
の
洒
落
本
類
の
記
述
が
	
園
に
お
け
る

初
見
と
い
わ
れ
る⑯
︒
そ
こ
か
ら
表
一
の
よ
う
な
状
況
に
な
る
歴
史
的
展
開
は
残
念
な
が
ら
判
明
し
え
な
い
︒
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遊女 芸者 総数

	園町 万屋安兵衛 12 55 67

	園町 井筒屋定次郎 12 15 27

	園町 吉田屋平三郎 31 17 48

松湯町 桜井屋平太郎 10 40 50

冨永町 井筒屋庄兵衛 24 108 132

末吉町 井上屋吉之助 5 62 67

冨永町 玉屋市太郎 52 62 114

末吉町 京屋喜兵衛 0 59 59

松湯町 常磐屋寅吉 17 41 58

冨永町 三枡屋勇蔵 24 70 94

末吉町 萬屋嘉吉 21 96 117

冨永町 近江屋市太郎 10 118 128

冨永町 京井筒屋寅之助 14 81 95

232 824 1056

表一 天保11年（1840）遊女屋別

�園芸者・遊女数

こ
の
よ
う
な
繁
栄
を
極
め
て
い
た
	
園
に
︑
天
保
の
改
革
の
波
が
訪
れ
る
︒
天

保
一
三
年
︵
一
八
四
二
︶
︑
島
原
以
外
の
遊
女
屋
と
茶
屋
は
︑
商
売
替
え
を
す
る
か
︑

島
原
移
転
を
す
る
か
と
い
う
選
択
を
突
然
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
こ
の
時
取

り
払
い
に
な
っ
た
の
は
﹁
遊
女
百
弐
十
人
︑
芸
子
千
三
百
七
拾
五
人⑰
﹂
と
い
う
膨

大
な
数
に
の
ぼ
り
︑
こ
の
時
期
の
	
園
の
状
況
を
公
家
水
無
瀬
家
の
家
司
は
﹁
甚

淋
敷
趣
承
及
ひ
申
候⑱
﹂
と
表
現
し
て
い
る
︒
し
か
し
余
り
に
強
引
な
政
策
で
あ
り
︑

﹁
手
狭
之
上
︑
不
便
之
傾
城
町
へ
千
四
五
百
人
之
分
入
込
候
て
も
身
過
難
出
来
よ

り
︑
近
国
江
も
少
々
ハ
散
在
致
︑
其
余
ハ
矢
張
	
園
辺
に
潜
み
居
︑
内
々
の
挊
い

た
し
候
事
ニ
而
︑
遊
所
茶
屋
等
之
名
目
ハ
潰
れ
候
而
も
︑
京
地
之
遊
客
二
千
四
五

百
人
之
分
ハ
減
し
不
申
候
間
︑
丸
太
町
御
霊
近
辺
に
席
貸
之
名
目
ニ
而
怪
敷
住
居

を
構
罷
在
候⑲
﹂
と
︑
手
狭
な
島
原
に
全
員
が
移
る
の
は
無
理
な
た
め
︑
一
部
は
近
国
に
移
っ
た
が
︑
多
く
は
︑
	
園
辺
り
に
潜
み
︑
ま
た
下
御

霊
社
の
近
辺
に
怪
し
い
店
が
出
没
す
る
と
い
う
事
態
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒

嘉
永
四
年
︵
一
八
五
一
︶
一
二
月
に
︑﹁
	
園
町
︑
同
新
地
︑
二
条
新
地
︑
北
野
︑
七
条
新
地
江
如
以
前
遊
女
商
売
幷
芸
者
共
差
免
﹂︵﹃
京
都

町
触
﹄
第
一
二
巻
二
六
九
号
︶
と
い
う
触
が
だ
さ
れ
︑
	
園
に
お
い
て
も
再
び
遊
女
商
売
が
可
能
に
な
る
︒
そ
の
翌
年
閏
二
月
に
京
都
西
町
奉
行

に
就
任
し
た
の
が
︑
陵
墓
修
復
事
業
や
湖
北
通
船
路
開
鑿
事
業
を
主
導
し
た
人
物
と
し
て
知
ら
れ
る
浅
野
長
祚
で
あ
る⑳
︒
浅
野
は
︑
就
任
直
後

よ
り
遊
所
の
実
情
に
関
し
て
聞
き
取
り
調
査
を
は
じ
め
︑
七
月
に
は
意
見
書
を
提
出
し
︑
そ
の
後
も
京
都
所
司
代
脇
坂
安
宅
と
意
見
を
交
換
し

あ
い
な
が
ら
︑
同
年
に
﹁
四
ヶ
所
遊
所
之
儀
ニ
付
別
段
申
上
書
﹂
と
い
う
報
告
書
を
ま
と
め
て
い
る㉑

︒

こ
の
嘉
永
の
政
策
に
よ
り
︑
天
保
一
三
年
以
前
の
状
態
に
	
園
は
戻
っ
た
よ
う
に
一
見
み
う
け
ら
れ
る
が
︑
天
保
一
一
年
︵
一
八
四
〇
︶
版

の
細
見
﹃
園
の
は
な
﹄
と
︑
安
政
四
年
︵
一
八
五
七
︶
版
の
細
見
﹃
全
盛
糸
音
色
﹄
を
比
較
す
る
と㉒

︑
前
者
の
遊
女
屋
が
一
三
軒
な
の
に
た
い
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し
て
後
者
は
一
六
軒
で
あ
り
︑
ま
た
寛
政
一
〇
年
︵
一
七
九
八
︶
か
ら
一
貫
し
て
細
見
に
載
り
続
け
て
い
た
京
井
筒
屋
や
桜
井
屋
と
い
っ
た
遊

女
屋
の
名
前
が
︑
前
者
を
最
後
に
姿
を
消
し
て
お
り
︑
後
者
で
は
︑
島
村
屋
︑
若
松
屋
︑
つ
る
屋
︑
三
浦
屋
︑
大
つ
る
屋
と
い
う
遊
女
屋
が
新

た
に
登
場
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
︒
浅
野
長
祚
の
調
査
に
よ
る
と
︑
こ
れ
ら
の
天
保
改
革
以
降
に
登
場
す
る
遊
女
屋
は
︑
全
て
島
原
の

出
張
店
で
あ
り㉓

︑
や
は
り
天
保
改
革
を
経
験
し
て
遊
廓
の
構
造
が
大
き
く
変
化
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒

こ
の
浅
野
の
遊
所
政
策
の
主
眼
は
﹁
京
地
潤
助
﹂
で
あ
っ
た
︒
浅
野
は
︑
京
都
の
実
情
を
調
べ
ず
に
強
引
な
政
策
を
行
っ
た
天
保
時
の
政
策

を
批
判
し
︑﹁
京
地
潤
助
﹂
の
た
め
に
	
園
の
芸
者
は
︑
不
可
欠
な
存
在
で
あ
る
と
位
置
づ
け
て
い
る
︒
浅
野
在
任
中
に
︑
安
政
三
年
︵
一
八

五
六
︶
一
〇
月
に
は
	
園
町
︑
	
園
新
地
な
ど
で
の
茶
屋
商
売
の
復
活
が
図
ら
れ
て
お
り
︵﹃
京
都
町
触
﹄
第
一
二
巻
七
〇
六
号
︶
︑
そ
の
直
後
の
一

一
月
に
は
︑
茶
屋
渡
世
加
入
者
に
対
し
て
︑
取
締
方
遊
女
屋
中
と
西
新
屋
敷
差
配
所
よ
り
守
る
べ
き
条
々
が
示
さ
れ
て
い
る㉔

︒
な
お
浅
野
の
調

査
に
よ
り
︑
こ
の
時
期
︑
	
園
の
茶
屋
︵
客
請
屋
︶
は
四
四
五
軒
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る㉕

︒
さ
ら
に
浅
野
の
治
政
下
で
︑
	
園
新
地
の
な
か

で
も
北
東
端
に
あ
る
橋
本
町
と
林
下
町
は
﹁
土
地
不
弁
利
﹂
な
た
め
に
︑
町
内
に
許
可
さ
れ
て
い
る
遊
女
屋
渡
世
︑
茶
屋
渡
世
を
大
和
大
路
二

十
一
軒
町
・
常
盤
町
・
弁
才
天
町
・
四
条
中
之
町
・
川
端
町
・
宮
川
筋
一
町
目
に
振
り
替
え
る
処
置
が
施
さ
れ
て
い
る㉖

︒
ま
た
安
政
四
年
の
芸

者
細
見
末
尾
に
は
︑﹁
遊
女
屋
取
締
惣
代

京
屋
喜
兵
衛

名
代

叶
屋
喜
兵
衛㉗

﹂
と
あ
り
︑
遊
女
屋
取
締
惣
代
と
い
う
役
職
の
存
在
を
確
認
で

き
る
︒
京
屋
喜
兵
衛
は
︑
	
園
新
地
末
吉
町
の
遊
女
屋
で
あ
る
が
︑
叶
屋
喜
太
郎
は
縄
手
通
り
に
店
を
構
え
︑
芸
者
細
見
な
ど
	
園
遊
所
関
係

の
出
版
も
多
く
て
が
け
る
版
元
で
あ
る㉘

︒
浅
野
の
積
極
的
な
政
策
に
よ
り
遊
女
屋
組
織
も
整
備
さ
れ
て
い
る
︒

﹁
京
地
潤
助
﹂
と
い
う
方
針
は
︑
安
政
の
大
獄
で
浅
野
が
失
脚
し
た
後
の
京
都
民
政
に
も
受
け
継
が
れ
て
お
り
︑
浅
野
に
代
わ
り
︑
大
老
井

伊
直
弼
派
の
小
笠
原
長
常
が
京
都
西
町
奉
行
に
就
任
後
の
安
政
六
年
︵
一
八
五
九
︶
︑
京
都
西
町
奉
行
所
よ
り
︑
西
陣
の
回
復
の
た
め
に
遊
所
各

地
の
芸
者
や
遊
女
は
西
陣
織
の
衣
類
を
着
る
よ
う
に
と
い
う
通
達
が
︑
島
原
と
遊
所
各
所
へ
回
さ
れ
て
い
る㉙

︒
ま
た
遊
所
の
売
上
げ
高
の
調
査

な
ど
も
何
度
も
行
わ
れ
て
お
り㉚

︑
京
都
の
繁
栄
に
遊
所
の
活
況
維
持
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
認
識
は
続
い
て
い
た
︒

以
上
︑
	
園
遊
所
の
発
展
の
沿
革
と
行
政
対
応
の
概
略
を
お
さ
え
た
︒
次
章
よ
り
︑
こ
の
遊
所
	
園
に
一
生
不
通
養
子
娘
契
約
を
結
ん
で
や
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っ
て
く
る
少
女
た
ち
の
姿
を
み
て
い
き
た
い
︒

①

杉
森
哲
也
﹁
島
原
﹂︵
前
掲
は
じ
め
に
注
②
佐
賀
朝
他
編
書
︶︒

②

前
掲
は
じ
め
に
注
⑮
森
谷
尅
久
論
文
︒
前
掲
は
じ
め
に
注
⑮
下
坂
守
﹁
	
園
の

市
街
形
成
史
﹂︒

③

﹁
京
都
町
触
﹂
四
九
九
号
︵
京
都
町
触
研
究
会
編
﹃
京
都
町
触
集
成
﹄
別
巻
二
︑

岩
波
書
店
︑
一
九
八
九
年
︶︒
以
後
﹃
京
都
町
触
集
成
﹄
収
録
の
町
触
は
︑
本
文

に
﹃
京
都
町
触
﹄
第
○
巻
○
号
の
形
で
注
記
す
る
︒

④

﹁
京
都
御
役
所
向
大
概
覚
書
﹂︵﹃
京
都
御
役
所
向
大
概
覚
書
﹄
上
巻
︑
清
文
堂

出
版
︑
一
九
七
三
年
︶
二
八
七
頁
︒

⑤

牧
英
正
﹁
新
吉
原
町
へ
為
取
遣
と
い
う
仕
置
に
つ
い
て
︵
二
︶﹂︵﹃
法
学
雑
誌
﹄

第
一
二
巻
第
一
号
︑
大
阪
市
立
大
学
法
学
会
︑
一
九
六
五
年
︶
三
五
～
三
九
頁
︒

⑥

﹁
煙
花
新
議
﹂
上
巻
所
収
﹁
御
免
遊
女
屋
御
取
締
方
之
儀
ニ
付
愚
存
申
上
候
﹂

︽
国
立
国
会
図
書
館
︵
二
四
〇
-
一
〇
︶
：
蘇
武
緑
郎
・
今
関
良
雄
編
﹃
未
刊
珍

本
集
成
﹄
第
二
輯
︑
古
典
保
存
研
究
会
︑
一
九
三
三
年

三
七
四
頁
︾︒

⑦

﹁
茶
屋
株
貸
先
名
前
帳
﹂︿
天
保
一
〇
年
︵
一
八
三
九
︶﹀︽
京
都
大
学
文
学
研
究

科
図
書
館
︵
国
文
Ｖ
ｒ
-
二
九
︶︾︒

⑧

曽
根
ひ
ろ
み
﹁
近
世
売
買
春
の
構
造
﹂︵
前
掲
は
じ
め
に
注
⑨
曽
根
著
書

初
出
︑

一
九
九
七
年
︶︒

⑨

松
平
定
信
﹁
宇
下
人
言
﹂︵﹃
宇
下
人
言
・
修
行
録
﹄︵
岩
波
文
庫
︶
岩
波
書
店
︑

一
九
四
二
年
︶
一
四
三
頁
︒

⑩

﹃
祗
園
新
地
細
見
図
﹄︵﹃
京
都
摺
物
集
成
﹄
京
都
市
歴
史
資
料
館
︑
二
〇
二
〇

年
︶︒

⑪

﹃
河
東
方
言

箱
ま
く
ら
﹄︵﹃
洒
落
本
大
成
﹄
第
二
七
巻
︑
中
央
公
論
社
︑
一
九

八
七
年
︶︒﹃
鴨
東
四
時
雑
詞
﹄︵
斎
田
作
楽
編
﹃
鴨
東
四
時
雑
詞
註
解
﹄
太
平
書

屋
︑
一
九
九
〇
年
︶︒﹃
鴨
東
訛
言

老
楼
志
﹄︵﹃
洒
落
本
大
成
﹄
第
二
八
巻
︑
中

央
公
論
社
︑
一
九
八
七
年
︶︒﹃
興
斗
月
﹄︵﹃
洒
落
本
大
成
﹄
第
二
九
巻
︑
中
央
公

論
社
︑
一
九
八
八
年
︶︒

⑫

﹁
定
﹂︵﹃
京
都
町
式
目
集
成
﹄
京
都
市
歴
史
資
料
館
︑
一
九
九
九
年
︶
六
一
頁
︒

⑬

鍛
治
宏
介
・
酒
井
光
・
浦
あ
ゆ
み
・
岡
颯
馬
・
唐
沢
む
つ
み
・
水
田
健
斗
・
山

田
実
李
・
吉
田
茉
友
・
冨
岡
尊
羅
﹁
京
都
	
園
の
芸
者
細
見
﹃
祗
園
細
見
芸
者
銘

鑑

全
盛
糸
音
色
﹄﹂︵﹃
人
間
文
化
研
究
﹄
第
四
一
号
︑
京
都
学
園
大
学
人
間
文
化

学
会
︑
二
〇
一
八
年
︶
一
六
五
頁
︒

⑭

﹃
祗
園
六
街
歌
妓
名
譜

園
の
は
な
﹄︽
立
命
館
大
学
ア
ー
ト
リ
サ
ー
チ
セ
ン

タ
ー
所
蔵
︵
ａ
ｒ
ｃ
Ｂ
Ｋ
〇
四
-
〇
二
七
一
︶：
同
館
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
﹁
Ａ
Ｒ
Ｃ

所
蔵
・
寄
託
品

古
典
籍
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
﹂
参
照
︾︒﹃
祗
園
新
地
娼
婦
名
譜

園
乃

夜
桜
﹄︵
小
林
勇
﹁﹃
	
園
新
地
娼
婦
名
譜

園
の
夜
桜
﹄﹂︵﹃
親
和
国
文
﹄
第
二
八

号
︑
親
和
女
子
大
学
国
語
国
文
学
会
︑
一
九
九
三
年
︶︶︒

⑮

﹃
花
競
園
の
2
﹄︽
立
命
館
大
学
ア
ー
ト
リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー
所
蔵
︵
ｈ
ａ
ｙ
Ｂ

Ｋ
〇
六
-
〇
〇
二
二
︶：
同
館
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
﹁
Ａ
Ｒ
Ｃ
所
蔵
・
寄
託
品

古
典
籍

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
﹂
参
照
︾︒

⑯

前
掲
は
じ
め
に
注
⑱
中
村
幸
彦
﹁
	
園
の
芸
子
︵
一
︶﹂
七
頁
︒

⑰

前
掲
本
章
注
⑥
﹁
御
免
遊
女
屋
御
取
締
方
之
儀
ニ
付
愚
存
申
上
候
﹂
三
七
六
頁
︒

⑱

︹
村
上
助
九
郎
宛
星
坂
土
佐
介
等
書
状
︺︵
鍛
治
宏
介
編
﹃
海
士
町
村
上
家
文
書

調
査
報
告
書
﹄
海
士
町
役
場
︑
二
〇
一
三
年
︶
五
一
頁
︒

⑲

前
掲
本
章
注
⑥
﹁
御
免
遊
女
屋
御
取
締
方
之
儀
ニ
付
愚
存
申
上
候
﹂
三
七
六
～

三
七
七
頁
︒

⑳

川
田
貞
夫
﹁
幕
末
修
陵
事
業
と
川
路
聖
謨
﹂︵﹃
書
陵
部
紀
要
﹄
第
三
〇
号
︑
宮

内
庁
書
陵
部
︑
一
九
七
八
年
︶︒
鈴
木
栄
樹
﹁﹁
京
都
御
備
﹂
と
し
て
の
安
政
期
の

湖
北
通
船
路
開
鑿
事
業
﹂︵﹃
人
文
学
報
﹄
第
一
〇
四
号
︑
京
都
大
学
人
文
科
学
研

究
所
︑
二
〇
一
三
年
︶︒

㉑

前
掲
本
章
注
⑥
﹁
煙
花
新
議
﹂
下
巻
所
収
﹁
四
ヶ
所
遊
所
之
儀
ニ
付
別
段
申
上
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書
﹂︒

㉒

前
掲
本
章
注
⑭
﹃
園
の
は
な
﹄︒﹃
祗
園
新
地
歌
妓
名
譜

全
盛
糸
音
色
﹄︽
京
都

府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
所
蔵
︵
和
九
九
〇
-
三
〇
︶
：
同
館
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
﹁
京

都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
﹂
参
照
︾︒

㉓

前
掲
本
章
注
㉑
﹁
四
ヶ
所
遊
所
之
儀
ニ
付
別
段
申
上
書
﹂
四
〇
五
～
四
〇
六
頁
︒

㉔

﹁
芸
娼
妓
名
簿
幷
	
園
新
地
規
則
書
等
綴
﹂
内
﹁
定
﹂︽
京
都
府
立
京
都
学
・
歴

彩
館
︵
館
古
二
二
二
︶︾︒

㉕

前
掲
本
章
注
⑥
﹁
煙
花
新
議
﹂
上
巻
所
収
﹁
脇
坂
安
宅
宛
浅
野
長
祚
返
答
書
﹂

三
八
一
頁
︒

㉖

﹁
御
受
書
﹂︿
安
政
四
年
︵
一
八
五
七
︶﹀︽
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
所
蔵
	

園
内
八
町
文
書
︵
館
古
一
五
五
-
六
号
︶︾︒

㉗

前
掲
本
章
注
㉒
﹃
全
盛
糸
音
色
﹄︒

㉘

前
掲
本
章
注
⑬
鍛
治
宏
介
他
論
文
一
六
四
頁
︒

㉙

﹃
大
日
本
維
新
史
料

類
纂
之
部

井
伊
家
史
料
﹄
第
二
四
巻
︑
東
京
大
学
史
料

編
纂
所
︑
二
〇
〇
五
年

九
四
号
︒

㉚

同
前
﹃
井
伊
家
史
料
﹄
第
二
四
巻
一
一
二
号
・
一
一
八
号
︒

第
二
章

一
生
不
通
養
子
娘
の
実
態

本
章
で
は
︑
各
所
に
残
る
一
生
不
通
養
子
娘
証
文
か
ら
一
生
不
通
養
子
娘
の
実
態
を
検
討
す
る
︒
寛
保
三
年
︵
一
七
四
三
︶
の
町
触
に
よ
る

と
︑
江
州
の
僧
侶
顕
随
が
︑
清
水
寺
門
前
三
町
目
の
茶
屋
に
て
︑
茶
屋
の
主
人
大
津
屋
り
ん
の
娘
を
殺
害
す
る
事
件
が
発
生
し
て
い
る
︵﹃
京

都
町
触
﹄
第
二
巻
一
六
六
八
号
︶
︒
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
︑
町
触
に
て
︑
殺
害
さ
れ
た
娘
の
よ
う
に
﹁
娘
幷
親
類
縁
者
女
﹂
な
ど
と
い
っ
て
︑

茶
屋
が
﹁
前
々
相
定
候
女
壱
人
之
外
女
を
多
抱
置
﹂
い
て
い
る
現
状
を
町
奉
行
所
が
指
摘
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
茶
屋
で
は
茶
立
女
を
一
人

置
く
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
た
が
︑
そ
れ
以
外
に
︑
娘
や
親
類
と
い
う
名
目
で
女
性
を
雇
い
客
を
取
ら
せ
て
い
る
︑
と
い
う
の
で
あ
る
︒
茶
屋

一
軒
に
茶
立
女
一
人
と
い
う
雇
用
条
件
が
あ
っ
た
島
原
以
外
の
遊
所
で
︑
そ
の
対
策
と
し
て
養
子
と
し
て
娘
を
抱
え
置
く
と
い
う
慣
習
が
う
ま

れ
︑
本
章
で
扱
う
よ
う
な
一
生
不
通
養
子
娘
契
約
と
い
う
形
態
も
定
着
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

こ
れ
ま
で
一
生
不
通
養
子
に
つ
い
て
は
︑
お
も
に
法
制
史
の
分
野
で
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た①
︒
石
井
良
助
氏
は
︑
各
地
の
不
通
養
子
証
文
を

紹
介
す
る
な
か
で
︑
特
に
京
都
に
お
い
て
は
︑﹁
是
迄
之
為
養
育
料
﹂
と
い
う
形
で
︑
奉
公
人
の
対
価
で
あ
る
身
代
金
を
親
が
受
け
取
っ
て
お

り
︑
身
売
契
約
を
擬
装
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
︑
本
証
文
と
別
紙
一
札
と
の
別
が
あ
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
て
い
る②
︒
西
村
信
雄
氏
も
一
生
不

通
養
子
契
約
は
﹁
養
子
縁
組
を
仮
装
し
た
人
身
売
買
の
証
文③
﹂
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
り
︑
牧
英
正
氏
は
︑﹁
人
身
売
買
禁
制
に
対
す
る

江戸時代後期の	園と一生不通養子娘（鍛治）
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脱
法
手
段
と
い
う
よ
り
も
︑
実
親
と
の
関
係
を
断
絶
す
る
と
い
う
方
に
重
点
が
あ
っ
た④
﹂
と
す
る
︒

で
は
実
際
に
	
園
に
や
っ
て
き
た
少
女
た
ち
の
親
が
養
子
先
と
交
わ
し
た
一
生
不
通
養
子
証
文
を
確
認
し
て
み
る⑤
︒

一
生
不
通
養
子
娘
証
文
之
事

一
︑
我
等
実
娘
し
な
与
申
当
年
九
才
ニ
相
成
候
者
︑
身
上
不
如
意
ニ
付
養
育
世
話
難
相
成
︑
依
之
諸
親
類
兄
弟
一
統
我
等
本
人
得
心
之
上
︑
其
許
殿
江
一

生
不
通
養
子
娘
ニ
進
申
候
処
実
正
也
︒
然
ル
上
ハ
此
者
ニ
付
脇
外
よ
り
違
乱
妨
申
者
壱
人
茂
無
御
座
候
︒
向
後
其
許
殿
御
心
任
実
子
同
然
ニ
御
取
計
可
被

成
候
共
︑
此
方
よ
り
聊
差
構
一
言
之
申
分
毛
頭
無
御
座
候
︒

御
公
儀
様
御
法
度
之
切
支
丹
宗
門
ニ
而
茂
無
之
︑
宗
旨
者
代
々
日
蓮
宗
ニ
紛
無
之
︒
則

寺
請
状
別
紙
取
之
可
進
候
︒
以
来
其
許
殿
之
宗
門
ニ
御
加
入
可
被
下
候
︒
万
一
病
死
頓
死
不
慮
之
儀
ニ
而
相
果
候
共
︑
此
方
江
御
届
ケ
不
及
︑
何
方
江
成

共
宜
敷
御
葬
可
被
下
候
︒
其
様
子
跡
ニ
而
承
り
候
共
恨
不
足
決
而
申
入
間
敷
候
︒
其
外
此
者
ニ
付
如
何
様
六
ヶ
敷
出
入
出
来
仕
候
共
︑
右
娘
是
迄
之
儀
御

座
候
ヘ
ハ
我
等
何
方
迄
茂
罷
出
埒
明
︑
其
許
殿
江
少
し
茂
御
難
儀
相
掛
ケ
申
間
敷
候
︒
為
後
日
一
生
不
通
養
子
娘
証
文
依
而
如
件
︒

嘉
永
六
年
丑
ノ
十
月

今
出
川
通
六
軒
町
西
入
町
中
借
家

実
親

松
坂
屋
新
七
︵
印
︶

同

妻
き
く
︵
印
︶

大
宮
通
寺
之
内
下
ル
町
中
借
家

実
伯
父

松
坂
屋
仁
兵
衛
︵
印
︶

同
伯
母

同
居
こ
う
︵
印
︶

粟
田
領
北
木
之
本
町

口
入

桝
屋
甚
兵
衛
︵
印
︶

不
通
娘
し
な
︵
印
︶

川
端
四
条
上
ル

八
百
屋
お
虎
殿

年
年

(衍
字
)九
才

嘉
永
六
年
︵
一
八
五
三
︶
に
︑
京
都
西
陣
の
西
上
善
寺
町
の
松
坂
屋
新
七
ら
が
︑
川
端
四
条
上
ル
の
八
百
屋
虎
に
︑
当
時
九
才
の
実
娘
し
な
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を
一
生
不
通
養
子
娘
と
し
て
だ
し
た
際
の
証
文
で
あ
る
︵
後
掲
表
二
の
一
七
番
︶
︒
生
活
困
難
で
し
な
の
養
育
が
困
難
に
な
り
︑
一
生
不
通
養
子

娘
に
遣
わ
す
こ
と
︑
し
な
の
宗
旨
は
代
々
日
蓮
宗
で
あ
る
こ
と
︑
病
死
な
ど
し
て
も
実
親
に
届
け
は
い
ら
な
い
こ
と
な
ど
を
約
束
し
て
い
る
︒

嘉
永
五
年
︵
一
八
五
二
︶
に
浅
野
長
祚
が
町
奉
行
と
し
て
着
任
し
た
京
都
は
︑﹁
京
師
衰
微
シ
テ
上
京
ノ
モ
ノ
子
ヲ
売
テ
食
ヲ
途
ニ
乞
フ⑥
﹂
と
い

う
状
態
で
あ
り
︑
長
祚
着
任
時
に
最
初
に
行
っ
た
の
が
西
陣
で
の
施
粥
で
あ
っ
た
︒
西
上
善
寺
町
に
も
ほ
ど
近
い
西
陣
の
芝
薬
師
町
の
分
析
を

行
っ
た
杉
森
哲
也
氏
は
︑
機
業
関
係
の
同
業
者
町
と
い
え
る
同
町
に
住
む
借
家
人
の
半
分
以
上
が
織
物
下
職
で
あ
り
︑
生
活
が
零
細
か
つ
不
安

定
で
︑
家
持
に
上
昇
で
き
な
い
層
が
広
範
囲
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る⑦
︒
借
家
住
ま
い
の
松
坂
屋
新
七
の
生
業
は
確
認
で
き
な

い
が
︑
こ
の
よ
う
な
社
会
背
景
の
も
と
︑
困
窮
に
陥
り
︑
娘
を
養
子
に
だ
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
宛
先
の
八
百
屋
虎
は
︑
天
保

一
一
年
︵
一
八
四
〇
︶
刊
の
﹃
祗
園
新
地
細
見
図
﹄
に
︑
川
端
四
条
を
上
が
っ
た
と
こ
ろ
に
﹁
八
百
鹿
﹂
と
い
う
名
前
の
茶
屋
を
確
認
で
き
る⑧
︒

虎
は
こ
の
鹿
の
後
継
者
で
あ
る
茶
屋
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
︒

こ
の
本
紙
証
文
に
付
随
し
て
交
わ
さ
れ
る
の
が
次
の
別
紙
証
文
で
あ
る
︵
	
園
町
一
〇
七
号
︶
︒

別
紙
一
札
之
事

一
︑
金
弐
両

右
者
我
等
実
娘
し
な
与
申
者
者
︑
本
紙
証
文
之
通
り
其
許
殿
江
一
生
不
通
養
子
娘
ニ
進
申
候
所
︑
我
等
身
上
不
如
意
ニ
付
相
続
難
相
成
︑
依
之
無
拠
金

子
御
無
心
申
入
候
処
御
承
知
被
成
下
︑
則
是
迄
之
為
養
育
前
書
之
金
子
送
り
被
下
︑
忝
慥
ニ
受
納
仕
候
所
実
正
也
︒
然
ル
上
者
重
而
右
躰
之
無
心
決
而

申
入
間
敷
候
︒
且
亦
右
娘
此
後
ニ
到
︑
其
許
殿
御
勝
手
ニ
付
︑
傾
城
遊
女
者
不
及
申
ニ
︑
如
何
躰
賤
敷
給
金
先
借
之
奉
公
ニ
御
出
し
被
成
候
共
︑
我
等

最
初
よ
り
得
心
之
上
親
子
兄
弟
之
縁
切
︑
其
許
殿
江
不
通
養
子
娘
ニ
進
申
候
上
者
︑
行
末
御
勝
手
ニ
御
掛
ヶ
被
成
候
共
︑
其
節
毛
頭
違
背
申
入
間
敷
候
︒

為
後
日
金
子
御
無
心
申
入
︑
得
心
之
上
差
入
申
別
紙
依
而
如
件
︒

嘉
永
六
年
丑
ノ
十
月

実
父

松
坂
屋
新
七
︵
印
︶
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※
他
五
人
略
︵
本
紙
証
文
と
同
じ
︑
住
所
は
な
し
︶

八
百
屋
お
虎
殿

こ
の
別
紙
一
札
は
︑
実
娘
を
	
園
の
茶
屋
八
百
屋
へ
養
子
に
出
し
て
い
た
実
親
松
坂
屋
新
七
が
︑
養
子
先
か
ら
︑
こ
れ
ま
で
の
養
育
料
と
い

う
名
目
で
貰
っ
た
二
両
の
領
収
書
で
あ
る
︒
実
親
松
坂
屋
は
︑
娘
し
な
と
は
親
子
の
縁
を
切
っ
た
の
で
︑
以
後
は
﹁
傾
城
遊
女
﹂
は
い
う
ま
で

も
な
く
︑
ど
の
よ
う
な
賤
し
い
給
金
先
借
り
の
奉
公
に
だ
さ
れ
て
も
問
題
は
な
い
と
養
子
親
に
約
束
し
て
い
る
︒
こ
の
養
子
契
約
は
︑
西
村
氏

が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑﹁
養
子
縁
組
を
仮
装
し
た
人
身
売
買
﹂
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
︒
ま
た
こ
の
一
件
に
付
随
し
て
︑
松
坂
屋
新
七
の
旦
那

寺
本
法
寺
塔
頭
教
行
院
か
ら
下
寺
町
五
条
下
ル
の
長
光
寺
宛
て
の
﹁
寺
送
り
状
﹂︵
	
園
町
二
二
一
号
︶
と
︑﹁
今
出
川
通
六
軒
町
西
入
西
上
善

寺
町
年
寄
卯
右
衛
門
﹂
か
ら
﹁
御
年
寄
町
中
﹂
宛
て
の
﹁
送
り
状
之
事
﹂︵
	
園
町
一
〇
五
号
︶
も
残
さ
れ
て
い
る
︒

京
都
大
学
総
合
博
物
館
所
蔵
	
園
町
文
書
を
中
心
に
︑
各
所
に
残
る
	
園
関
係
の
一
生
不
通
養
子
娘
関
連
文
書
か
ら
抽
出
し
た
少
女
た
ち
の

一
覧
が
表
二
と
な
る⑨
︵
以
下
︑
表
二
記
載
の
案
件
を
示
す
場
合
︑
○
○
番
と
表
記
す
る
︶
︒

表
二
に
は
︑
享
和
三
年
︵
一
八
〇
三
︶
の
ひ
さ
の
事
例
か
ら
︑
明
治
五
年
︵
一
八
七
二
︶
の
琴
の
事
例
ま
で
一
一
六
人
の
少
女
の
事
例
を
と
り

あ
げ
て
い
る
︒
一
一
六
例
中
︑
	
園
町
文
書
が
九
五
例
︵
五
番
は
京
都
大
学
法
学
部
図
書
館
に
も
関
連
文
書
が
︑
六
六
番
は
東
京
大
学
法
学
部
研
究
室
に

も
関
連
文
書
が
残
る
︶
︑
東
北
大
学
附
属
図
書
館
が
六
例
︑
京
都
大
学
法
学
部
図
書
館
と
東
京
大
学
法
学
部
研
究
室
が
五
例
ず
つ
︑
九
州
大
学
附

属
図
書
館
付
設
記
録
資
料
館
所
蔵
法
制
史
料
が
三
例
︑
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
滝
川
政
次
郎
氏
収
集
文
書
が
二
例
︑
西
村
信
雄
氏
所
蔵
文
書

と
所
蔵
先
不
明
が
一
例
ず
つ
と
な
る
︒
事
例
の
大
半
を
占
め
る
	
園
町
文
書
は
︑
三
浦
周
行
氏
が
京
都
帝
国
大
学
着
任
後
に
収
集
し
た
文
書
群

の
一
つ
で
あ
り
︑
大
正
五
年
︵
一
九
一
六
︶
に
一
通
一
銭
で
古
書
店
か
ら
購
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る⑩
︒
そ
の
他
の
所
蔵
機
関
に
残
っ
て
い
る
文

書
も
︑
基
本
的
に
収
集
史
料
で
あ
り
︑
い
ず
れ
か
の
段
階
で
︑
古
書
店
か
ら
現
在
の
所
蔵
機
関
に
購
入
さ
れ
た
も
の
と
類
推
さ
れ
る
︒
上
述
し

た
よ
う
に
同
じ
案
件
の
文
書
で
も
︑
別
々
の
所
蔵
機
関
に
分
蔵
さ
れ
て
い
る
事
例
も
あ
る
︒
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表
二

一
生
不
通
養
子
娘
一
覧

件
番

名
前

和
暦

年

文
書
︵
注
�
︶

保
護
者

保
護
者
居
所

養
子
・
奉
公
先

口
入

養
育
料
・
樽
代

文
書
所
蔵
︵
注
�
︶

1

ひ
さ

享
和
3
年

19

遊

実
父

河
内
屋
久
蔵

竹
屋
町
富
小
路
西
入
町

︵
菊
屋
町
︶

花
菱
屋
万
太
郎

井
筒
屋
嘉
兵
衛

年
季
�
年
︑
給

金
�
�
両

京
大
法

2

さ
ち

文
化
7
年

8

本

父

大
舛
屋
良
助

大
和
屋
七
兵
衛
・

ま
さ

東
北
大
�
�
│
�

3

な
を

文
化
14
年

7

本
・
別

実
父

み
の
屋
伊
兵
衛

大
和
屋
七
兵
衛
・

ま
さ

和
泉
屋
惣
七

養
育
料
�
両

東
北
大
7
�
│
�
│
�
～
�

4

か
よ

文
政
5
年

12

奉

親

丹
波
屋
佐
兵
衛

河
原
町
四
条
上
ル
大
坂
丁

大
和
屋
七
兵
衛

年
季
�
�
年

東
北
大
�
�
│
�

5

と
く

(菊
葉
)
①
天
保
3
年

②
天
保
8
年

③
天
保
13
年

④
安
政
5
年

7121723

①
本
②
﹁
一
札
﹂︵
給
金
先
借

奉
公
承
認
︶
③
寺
・﹁
為
取
替

証
文
之
事
﹂︵
娘
養
子
に
遣
わ

す
︶
④
﹁
差
入
申
縁
切
一
札
﹂

①
祖
父

近
江
屋
伊
兵

衛
②
④
実
母

き
く

②
建
仁
寺
新
地
三
ツ
森
町

︵
三
盛
町
︶
④
建
仁
寺
門

前
山
城
町

①
山
形
屋
礒
松
②

山
形
屋
礒
吉
③
④

岩
井
屋
ま
き

①
	
園
町
�
�
②
	
園
町
�

�
③
	
園
町
�
�
�
・
�
�

�
④
京
大
法
�
�
�
�

6

と
め

天
保
3
年

7

本
・
別
・
寺
・﹁
一
札
﹂︵
養
子

の
件
実
父
承
認
︶

実
母

す
ゑ

河
原
町
三
条
下
ル
大
黒
町

大
和
屋
七
兵
衛
・

ま
さ

播
磨
屋
茂
兵
衛

養
育
料
�
両
�

歩

東
北
大
�
�
│
�
│
�
～
�

7

い
し

天
保
3
年

借

実
父

忠
兵
衛

御
前
通
下
立
売
上
ル
︵
天

満
屋
町
︶
借
家

井
筒
屋
庄
兵
衛

�
ヶ
月
芸
者
奉

公
年
季
切
増
に

て
�
両
借
用

京
大
法

8

あ
い

①
天
保
5
年

②
天
保
8
年

1619

①
芸
・
寺
・﹁
差
入
申
別
紙
一

札
之
事
﹂︵
遊
女
奉
公
承
認
︶

②
﹁
一
札
﹂︵
芸
者
暇
に
て
金

子
返
却
猶
予
願
︶

実
父

丹
後
屋
藤
助

建
仁
寺
門
前
金
屋
町

近
江
屋
市
次
郎

井
筒
屋
喜
六

①
年
季
�
�
年
︑

給
金
�
�
両

①
②
東
大
法

9

よ
ね

弘
化
2
年

7

本
・
別

親

平
野
屋
伊
助

上
立
売
千
本
西
江
入
作
庵

町
借
家

若
狭
屋
つ
る

刷
毛
屋
清
兵
衛

樽
代
�
両

	
園
町
�
�

10

だ
い

嘉
永
1
年

本

実
祖
母

吉
野
屋
と
わ

建
仁
寺
門
前
下
柳
丁

但
馬
屋
吉
兵
衛

	
園
町
�
�

11

き
く

①
嘉
永
2
年

②
嘉
永
3
年

①
借
②
借

井
筒
屋
鶴
吉
同
居
こ
う

大
黒
町
松
原
下
ル
町
︵
北

御
門
町
︶

柳
屋
弥
七
・
や
す

①
金
子
�
両
借

用
②
�
歩
銭
�

�
�
文
借
用

①
	
園
町
�
�
�
②
	
園
町

�
�
�

12

八
重

嘉
永
2
年

6

本

山
城
屋
平
治
郎

下
魚
棚
四
丁
目

藤
屋
庄
兵
衛

	
園
町
�
�

13

ぢ
う

嘉
永
2
年

5

本
・
別
・﹁
別
紙
一
札
﹂︵
遊
女

奉
公
承
認
︶

実
父

桝
屋
治
助

北
野
内
野
弐
番
町
借
家

八
文
字
屋
甚
兵

衛
・
さ
と

刷
毛
屋
清
助

樽
代
�
両
�
歩

	
園
町
�
�
・
�
�
�
・
�

�
�

14

せ
き

嘉
永
4
年

9

本
・
別
・
寺
・﹁
一
札
﹂︵
養
子

の
件
実
母
せ
き
了
承
︶﹁
送
り

一
札
之
事
﹂︵
宗
旨
加
入
願
︶

﹁
一
札
﹂︵
芸
者
奉
公
等
承
認
︶

実
祖
母

郭
す
へ

不
明
門
通
魚
棚
上
ル
町
西

側

岩
井
屋
ま
き

播
磨
屋
宗
兵
衛

養
育
料
�
両

	
園
町
�
�
・
�
�
�
・
�

�
�
・
�
�
�
・
�
�
�
・

�
�
�
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件
番

名
前

和
暦

年

文
書
︵
注
�
︶

保
護
者

保
護
者
居
所

養
子
・
奉
公
先

口
入

養
育
料
・
樽
代

文
書
所
蔵
︵
注
�
︶

15

あ
い

①
嘉
永
4
年

②
安
政
4
年

1117

①
寺
・
人
・﹁
預
リ
申
一
札
﹂

︵
寺
送
証
文
と
引
違
に
養
育
料

支
払
︶﹁
印
鑑
﹂﹁
縁
切
一
札
﹂

﹁
得
心
之
上
縁
切
申
一
札
之
事
﹂

﹁
得
心
一
札
﹂﹁
縁
切
一
札
﹂

﹁
縁
切
返
り
一
札
﹂
②
無

①
実
父

河
内
屋
清
兵

衛
②
実
兄

河
内
屋
亀

次
郎

川
原
町
三
条
上
ル
弐
丁
目

下
丸
屋
町

①
大
増
屋
い
そ
②

大
増
屋
い
そ
改
名

柳

①
播
磨
屋
茂
兵

衛

①
養
育
料
�
両

②
�
両
無
心

①
京
大
法
�
�
�
�
│
�
～

�
②
京
大
法
�
�
�
�

16

ぢ
う

嘉
永
5
年

8

本
・﹁
別
紙
一
札
之
事
﹂︵
養
子

先
変
更
︶﹁
一
札
﹂︵
前
養
親
所

持
の
寺
送
証
文
に
て
代
用
︶

実
父

桝
屋
吉
兵
衛

五
辻
千
本
東
ヘ
入
姥
ヶ
桐

ノ
木
町
借
家

川
内
屋
し
め

近
江
屋
定
七

養
育
料
�
両
�

歩

	
園
町
�
�
・
�
�
�
・
�

�
�
・
�
�
�

17

し
な

①
嘉
永
6
年

②
安
政
3
年

③
安
政
6
年

91215

①
本
・
別
・
寺
・
人
・﹁
預
リ

書
﹂︵
樽
代
受
取
︶
②
借
③
無

①
②
実
親

松
坂
屋
新

七
③
実
母

き
く

今
出
川
通
六
軒
町
西
入
町

︵
西
上
善
寺
町
︶
借
家

八
百
屋
虎

桝
屋
甚
兵
衛

①
養
育
料
�
両

②
�
歩
借
用
③

�
両
�
歩
無
心

①
	
園
町
�
�
・
�
�
�
・

�
�
�
・
�
�
�
・
�
�
�

②
	
園
町
�
�
�
③
	
園
町

�
�
�

18

き
く

嘉
永
7
年

9

本

樽
や
亀
八

新
町
今
出
川
上
ル
元
新
在

家
町
家
持

八
文
字
屋
ま
つ

	
園
町
�
�

19

こ
ま

嘉
永
7
年

9

本
・
別

実
祖
母

木
綿
屋
な
か

不
明
門
通
五
条
上
ル
町

︵
玉
屋
町
︶

万
屋
さ
と

播
磨
屋
茂
兵
衛

養
育
料
�
両

	
園
町
�
�
・
�
�
�

20

そ
で

嘉
永
7
年

12

本
・
別

実
兄

鍵
屋
弥
三
郎

粟
田
御
領
柚
木
町
︵
柚
之

木
町
︶

大
坂
屋
か
な

宇
治
屋
伊
八

養
育
料
�
�
両

東
大
法
京
阪
�
�
│
�
・
�

21

す
へ

安
政
2
年

7

本

実
父

北
村
屋
弥
助

下
立
売
智
恵
光
院
西
入
ル

下
丸
屋
町

浪
花
屋
稲
右
衛
門

刷
毛
屋
梅
吉

養
育
料
�
両
�

歩

	
園
町
�
�

22

き
み

安
政
3
年

12

本
・
別

実
父

海
老
屋
武
兵
衛

高
倉
通
二
条
上
ル
東
側
天

守
町
借
家

桝
屋
き
さ

播
磨
屋
茂
兵
衛

養
育
料
�
両

	
園
町
�
・
�
�
�

23

こ
と

安
政
3
年

7

本
・
別

伯
母
婿

桝
屋
平
兵
衛

新
椹
木
町
御
霊
辻
子
西
革

堂
町

万
屋
さ
と

播
磨
屋
茂
兵
衛

樽
代
�
歩

	
園
町
�
�
・
�
�

24

は
つ

①
安
政
3
年

②
安
政
4
年

③
安
政
5
年

④
文
久
4
年

10111218

①
本
②
寺
③
﹁
一
札
﹂︵
芸
者

奉
公
の
取
決
︶﹁
得
心
一
札
﹂

︵
養
子
先
︑
芸
者
奉
公
承
認
︶

④
本
・
寺
・﹁
一
札
﹂︵
芸
者
奉

公
よ
り
不
通
養
子
に
切
替
︶

①
親
代
親
類

美
濃
屋

千
之
助
③
養
父

伏
見

屋
政
次
郎
④
養
親

伏

見
屋
政
次
郎
事
政
吉

①
新
烏
丸
切
通
し
錦
町
④

河
原
町
通
丸
太
町
上
ル
弐

町
目
出
水
町

①
伏
見
屋
政
次
郎

③
三
桝
屋
勇
蔵
④

近
江
屋
長
七

①
近
江
屋
三
郎

兵
衛
④
播
磨
屋

茂
兵
衛

④
養
育
料
�
�

両

①
	
園
町
�
�
②
	
園
町
�

�
�
③
	
園
町
�
�
�
・
�

�
�
④
	
園
町
�
�
・
�
�

�
・
�
�
�
・
�
�
�

25

さ
と

安
政
3
年

8

本
・
別

実
伯
父

竹
屋
與
右
衛

門

城
州
宇
治
郡
南
木
幡
村
家

持

万
屋
た
に

佐
渡
屋
善
太
郎

養
育
料
�
両

九
大
法
制
史
料
�
�
�
│

�
・
�

26

た
み

(君
栄
)
①
安
政
3
年

②
安
政
6
年

③
慶
応
1
年

111420

①
本
・
別
②
芸
・
別
・
寺
�
・

人
・﹁
差
入
申
別
紙
一
札
之
事
﹂

︵
養
子
親
渡
世
筋
品
替
の
際
の

①
実
父

木
瓜
屋
佐
七

②
③
養
母

松
屋
き
く

④
実
母

て
る

千
本
廻
り
木
瓜
原
町
貸
屋

①
松
屋
菊
②
近
江

屋
松
太
郎
③
大
増

屋
柳
・
近
江
屋
松

①
綿
屋
庄
兵
衛

②
播
磨
屋
茂
兵

衛
③
綿
屋
庄
兵

①
養
育
料
�
両

�
歩
②
年
季
�

�
年
�
�
ヶ
月
︑

①
京
大
法
�
�
�
�
│
�
②

京
大
法
�
�
�
�
│
�
～
�

③
京
大
法
�
�
�
�
④
京
大
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④
慶
応
3
年

22

取
決
︶﹁
一
札
之
事
﹂︵
樽
代
受

取
︶
③
無
④
無

太
郎
④
大
増
屋
柳

衛
・
播
磨
屋
茂

兵
衛

給
金
�
�
両
③

�
�
両
無
心
④

�
両
無
心

法
�
�
�
�
│
�

27

ふ
じ

安
政
4
年

8

本
・
別

実
父

菱
屋
利
助

川
原
町
四
条
下
ル
稲
荷
町

貸
家

沢
治
屋
こ
ま

井
筒
屋
喜
六

養
育
料
�
両

	
園
町
�
・
�
�
�

28

よ
ね

安
政
4
年

6

本
・﹁
一
札
﹂︵
離
縁
済
み
の
実

父
︑
養
子
承
認
︶

親

金
屋
源
之
助

大
仏
西
門
町
借
家

松
屋
太
助

刷
毛
屋
梅
吉

養
育
料
�
両
�

歩

早
稲
田
大
滝
川
�
�
│
Ⅰ
│

�
・
�

29

と
め

安
政
5
年

8

本
・
別

実
父

大
津
屋
辰
之
助

西
洞
院
松
原
上
ル
西
洞
院

町
貸
屋

桝
屋
平
兵
衛

大
津
屋
文
吉

養
育
料
�
両
�

分

	
園
町
�
�
・
�
�
�

30

む
め

安
政
6
年

7

本
・
別

実
兄

百
姓
佐
吉

丹
州
桑
田
郡
山
国
之
庄
上

黒
田
村

井
筒
屋
金
助

播
磨
屋
茂
兵
衛

樽
代
�
歩

	
園
町
�
�
・
�
�
�

31

む
め

安
政
6
年

5

本
・
別
・
寺
・﹁
所
書
印
鑑
﹂

実
父

河
内
屋
治
郎
兵

衛

馬
町
通
建
仁
寺
町
東
入
二

丁
目

丹
後
屋
源
兵
衛

桐
屋
岩
吉

樽
代
�
両

	
園
町
�
�
・
�
�
・
�

�
・
�
�
�

32

は
る

①
安
政
6
年

②
明
治
4
年

1123

①
本
・
別
・
寺
・
人
・﹁
一
札

之
事
﹂︵
養
子
一
件
兄
承
認
︶

﹁
一
札
﹂︵
養
子
一
件
兄
弟
意
向

確
認
︶
②
﹁
一
札
之
事
﹂︵
養

子
親
死
去
に
て
娘
引
渡
し
︶

実
父

播
磨
屋
庄
助

江
州
滋
賀
郡
大
津
宿
丸
屋

町

①
山
本
屋
と
み
②

山
本
つ
る

播
磨
屋
茂
兵
衛

養
育
料
�
両
�

歩

①
	
園
町
�
�
・
�
�
・
�

�
�
・
�
�
�
・
�
�
�
・

�
�
�
②
	
園
町
�
�

33

か
ど

安
政
6
年

9

本
・
別

実
伯
父

板
屋
与
兵
衛

西
堀
川
通
三
条
上
ル
町

︵
姉
西
堀
川
町
︶
家
持

丸
屋
し
ま

丹
波
屋
嘉
吉

︵
嘉
七
︶

養
育
料
�
両
�

歩

所
蔵
者
不
明
�
通

34

ふ
て

安
政
7
年

9

本
・︹
印
鑑
書
︺

実
親

加
賀
屋
庄
兵
衛

伏
見
屋
重
次
郎

美
濃
屋
い
し

	
園
町
�
�
・
�
�
�

35

せ
い

万
延
1
年

10

本
・
別

駿
賀
屋
常
吉

大
宮
六
角
下
ル
町
︵
六
角

大
宮
町
︶

丹
波
屋
安
兵
衛

養
育
料
�
両
�

歩

	
園
町
�
�
・
�
�
�

36

八
重

①
万
延
1
年

②
慶
応
4
年

1119

①
本
・
別
・
寺
・﹁
一
札
﹂︵
養

子
一
件
︑
親
類
承
認
︶
②
無

名
前
人

実
弟

丸
屋

久
治
郎

三
条
川
東
新
堺
町
和
国
町

借
家

岩
井
屋
ま
き

佐
渡
屋
善
太
郎

①
養
育
料
�
両

②
�
両
無
心

①
	
園
町
�
�
・
�
�
�
・

�
�
�
・
�
�
�
②
	
園
町

�
�
�

37

か
つ

万
延
1
年

8

本
・
別

実
父

墨
形
屋
孫
八

高
台
寺
門
前
鷹
尾
︵
鷲
尾

カ
︶
町
借
家

井
筒
屋
み
つ

播
磨
屋
茂
兵
衛

養
育
料
�
�
両

九
大
法
制
史
料
�
�
�
│

�
・
�

38

む
め

万
延
2
年

10

本
・
別
・
寺

実
父

丸
屋
卯
兵
衛

岩
上
通
御
池
下
ル
東
側
上

巴
町
借
家

大
和
屋
せ
う

播
磨
屋
茂
兵
衛

養
育
料
�
両
�

歩

	
園
町
�
�
・
�
�
�
・
�

�
�

39

い
わ

万
延
2
年

11

本
・
別
・
寺
・
人
・︹
印
鑑
書
︺
実
父

百
姓
久
兵
衛

東
寺
領
南
出
在
家

井
筒
屋
庄
次
郎

養
育
料
�
両
�

歩

	
園
町
�
�
・
�
�
�
・
�

�
�
・
�
�
�
・
�
�
�

40

べ
ん

文
久
1
年

9

本
・
別

実
父

伏
見
屋
常
七

新
町
万
寿
寺
下
ル
町
︵
材

木
町
︶
東
側
会
所

八
百
屋
と
よ

播
磨
屋
茂
兵
衛

養
育
料
�
両

早
稲
田
大
滝
川
�
�
│
Ⅰ
│

�
・
�

41

徳

文
久
1
年

8

本
・
別
・
寺
・
人

実
父

中
屋
重
兵
衛

西
九
条
村
藤
ノ
木
町
借
屋

井
筒
屋
庄
次
郎

養
育
料
�
両

	
園
町
�
�
・
�
�
�
・
�

江戸時代後期の	園と一生不通養子娘（鍛治）
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件
番

名
前

和
暦

年

文
書
︵
注
�
︶

保
護
者

保
護
者
居
所

養
子
・
奉
公
先

口
入

養
育
料
・
樽
代

文
書
所
蔵
︵
注
�
︶

�
�
・
�
�
�

42

み
き

文
久
1
年

9

本
・
別

実
父

近
江
屋
末
吉

西
八
条
村
櫛
笥
町

桂
屋
う
た

養
育
料
�
両

東
大
法
京
阪
�
�
│
�
・
�

43

よ
ね

文
久
2
年

11

本

実
親

丸
屋
弥
助

大
宮
通
椹
木
町
上
ル
菱
屋

町
北
組
借
家

八
文
字
屋
米
三

郎
・
ま
つ
・
は
ま

	
園
町
�
�

44

あ
い

文
久
2
年

11

本
・
別

実
父

嶋
屋
要
助

	
園
新
地
林
下
町
借
家

福
嶋
屋
せ
い

丹
波
屋
嘉
兵
衛

養
育
料
�
�
両

	
園
町
�
�
・
�
�
�

45

も
ん

文
久
2
年

8

本

実
伯
父

和
田
屋
善
兵

衛

今
出
川
寺
町
西
ヘ
入
下
御

輿
町
︵
下
神
輿
町
︶
家
持

魚
屋
し
な

大
坂
屋
弥
助

	
園
町
�

46

寿
栄

文
久
3
年

10

本

実
父

堺
屋
藤
吉

大
仏
本
町
拾
丁
目
家
持

近
江
屋
い
く

大
坂
屋
弥
助

	
園
町
�
�

47

は
る

文
久
3
年

6

本

実
父

糀
屋
弥
三
郎

高
台
寺
門
前
鷲
尾
町
借
家

加
賀
屋
長
兵
衛

丹
波
屋
嘉
兵
衛

	
園
町
�
�

48

ゑ
い

文
久
3
年

9

本
・
別

養
母

十
文
字
屋
て
る

三
条
通
大
橋
東
三
丁
目

河
内
屋
こ
と

播
磨
屋
茂
兵
衛

養
育
料
�
両
�

歩

	
園
町
�
・
�
�
�

49

ふ
じ

文
久
3
年

16

本
・
別
・﹁
一
札
﹂︵
安
政
�
年

茨
木
屋
源
次
郎
方
へ
金
�
両
に

て
養
子
の
所
︑
養
子
先
変
更
︶

実
姉

越
前
屋
ゆ
き

建
仁
寺
門
前
井
手
町

加
賀
屋
長
兵
衛

丹
波
屋
嘉
兵
衛

養
育
料
�
�
両

	
園
町
�
�
・
�
�
・
�
�

�

50

ち
よ

文
久
3
年

16

本
・
別
・
寺

実
父

八
幡
屋
久
兵
衛

二
条
川
東
新
高
倉
二
王
門

下
ル
福
本
町
家
持

山
本
屋
つ
る

播
磨
屋
茂
兵
衛

養
育
料
�
�
両

	
園
町
�
・
�
�
�
・
�
�

�

51

き
く

元
治
1
年

﹁
一
生
不
通
請
人
申
入
置
候
事
﹂
│

伏
見
屋
重
次
郎

	
園
町
�
�

52

ひ
ろ

①
元
治
1
年

②
慶
応
1
年

1112

①
本
・
別
・﹁
得
心
一
札
﹂︵
落

印
に
て
再
請
状
︶
②
無
・﹁
一

札
﹂︵
金
子
無
心
の
礼
︶

実
兄

桝
屋
太
吉

︵
大
坂
天
満
︶
法
福
寺
門

前
小
嶋
町
借
家

丹
後
屋
源
兵
衛

は
り
ま
や
茂
兵

衛

①
樽
代
�
�
両

�
分
②
�
両
無

心

①
	
園
町
�
�
・
�
�
�
・

�
�
�
②
	
園
町
�
�
�
・

�
�
�

53

し
か

元
治
1
年

13

本
・
別

実
父

岡
田
屋
乙
吉

大
宮
七
条
上
ル
町
︵
御
器

屋
町
︶
借
家

能
登
屋
き
の

丹
波
屋
儀
助

養
育
料
�
両

	
園
町
�
�
�
・
�
�
�

54

は
る

元
治
1
年

10

本
・
別

実
父

岡
田
屋
乙
吉

大
宮
七
条
上
ル
町
︵
御
器

屋
町
︶
借
家

能
登
屋
き
の

丹
波
屋
儀
助

養
育
料
�
両

	
園
町
�
�
�
・
�
�
�

55

ゑ
ん

慶
応
1
年

9

本
・
別

実
母

万
屋
や
す

	
園
南
町

村
嶋
屋
市
太
郎

鍵
屋
利
助

養
育
料
�
両

	
園
町
�
�
・
�
�
�

56

ふ
じ

慶
応
1
年

9

本
・
別

実
兄

大
高
屋
種
次
郎

河
原
町
二
条
下
ル
丁
船
入

町
借
家

岩
井
屋
す
み

播
磨
屋
茂
兵
衛

養
育
料
�
両

西
村
信
雄
所
蔵
�
通

57

む
め

慶
応
2
年

13

寺

兄

金
屋
喜
助

大
坂
白
子
裏
町
借
屋

丹
後
屋
源
兵
衛

	
園
町
�
�
�

58

ふ
さ

慶
応
2
年

15

本
・
別

実
父

京
屋
助
七

建
仁
寺
門
前
井
手
町
借
家

翁
屋
も
と

播
磨
屋
茂
兵
衛

養
育
料
�
�
両

	
園
町
�
・
�
�
�

59

な
を

慶
応
2
年

12

人

父

与
兵
衛

摂
州
嶋
上
郡
広
瀬
村
百
姓

大
坂
屋
な
み

東
北
大
�
�
│
�

60

き
く

慶
応
2
年

9

本
・
別

乍
実
伯
父
親
代

万
屋

彦
治
郎

新
吉
長
町
二
条
上
ル
借
家

井
筒
屋
正
五
郎

木
綿
屋
増
治
郎

養
育
料
�
両

	
園
町
�
・
�
�
�

61

さ
と

慶
応
2
年

9

本

実
親

広
嶋
屋
忠
八

油
小
路
御
池
上
ル
町
︵
押

但
馬
屋
吉
兵
衛

井
筒
屋
彦
助

養
育
料
・
樽
代

	
園
町
�
�
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油
小
路
町
︶

�
�
両

62

あ
さ

慶
応
2
年

18

本
・
別

実
親

近
江
屋
友
三
郎

高
倉
通
四
条
下
ル
高
材
木

町
借
家

伏
見
屋
き
み

井
筒
屋
彦
助

養
育
料
・
樽
代

�
�
両

	
園
町
�
�
・
�
�
�

63

鉄

慶
応
2
年

11

本

実
父

讃
岐
屋
重
兵
衛

	
園
下
川
原
上
弁
天
町
借

家

大
津
屋
鶴

播
磨
屋
茂
兵

衛
・
大
坂
屋
弥

助

	
園
町
�
�

64

つ
る

慶
応
2
年

7

別
・
寺

祖
父

亀
屋
佐
兵
衛

京
都
西
六
条
上
松
町
︵
植

松
町
︶

福
桝
屋
つ
な

養
育
料
�
両

	
園
町
�
�
�
・
�
�
�

65

う
た

慶
応
2
年

13

本
・
寺
・﹁
証
﹂︵
今
後
︑
歌
を

取
返
さ
な
い
旨
承
認
︶﹁
覚
﹂

︵
金
子
受
取
︶

実
父

近
江
屋
半
兵
衛

東
中
筋
五
条
下
ル
突
抜
三

丁
目
︵
天
使
突
抜
三
丁

目
︶

伏
見
屋
重
治
郎

津
国
屋
惣
吉

�
両
�
歩

	
園
町
�
�
・
�
�
・
�
�

�
・
�
�
�

66

す
ゑ

慶
応
3
年

14

本
・
別
・
人

実
父

木
屋
藤
兵
衛

五
辻
通
千
本
東
江
入
西
五

辻
町
借
家

万
屋
ふ
さ

播
磨
屋
茂
兵
衛

養
育
料
�
�
両

東
大
法
京
阪
�
�
│
�
～

�
・
	
園
町
�
�
�

67

た
か

慶
応
3
年

10

本

実
父

中
村
屋
文
吉

栗
田
領
北
木
ノ
本
町
借
家

河
内
屋
伊
三
郎

大
坂
屋
弥
助

	
園
町
�
�

68

と
み

慶
応
3
年

8

本

実
父

山
城
屋
嘉
助

室
町
上
立
売
上
ル
風
呂
辻

子
東
半
町
借
家

八
尾
屋
た
ね

大
坂
屋
弥
助

	
園
町
�
�

69

み
つ

慶
応
3
年

15

別

実
父

玉
屋
善
兵
衛

万
屋
ひ
さ

大
坂
屋
弥
助

養
育
料
�
�
両

	
園
町
�
�
�

70

き
く

慶
応
3
年

7

本
・
別
・
寺
・
借

実
父

柏
屋
清
吉

松
原
通
建
仁
寺
新
地
轆
轤

町
借
家

河
内
屋
伊
三
郎

大
坂
屋
弥
助

養
育
料
�
両
�

歩
︑
金
�
歩
借

用

	
園
町
�
�
・
�
�
�
・
�

�
�
・
�
�
�

71

ま
さ

慶
応
3
年

13

本
・
別
・
寺
・
人
・﹁
差
入
書

付
之
事
﹂︵
再
養
子
に
て
前
養

子
親
金
受
納
︶

養
母

清
水
屋
と
み

城
州
伏
見
墨
染
京
道
南
新

町

吉
田
屋
や
を

播
磨
屋
茂
兵
衛

養
育
料
�
両
︑

金
�
�
�
疋
無

心

	
園
町
�
�
・
�
�
・
�
�

�
・
�
�
�
・
�
�
�

72

き
く

慶
応
3
年

8

本
・
別

姉

和
泉
屋
て
る

猪
熊
通
下
立
売
上
ル
荒
神

町

万
屋
伊
兵
衛

播
磨
屋
茂
兵
衛

養
育
料
�
両

	
園
町
�
�
・
�
�

73

ふ
く

慶
応
3
年

5

本
・
別

姉

和
泉
屋
て
る

猪
熊
通
下
立
売
上
ル
荒
神

町

万
屋
伊
兵
衛

播
磨
屋
茂
兵
衛

養
育
料
�
両
�

歩

	
園
町
�
�
・
�
�

74

や
ゑ

慶
応
3
年

11

本
・
別
・
借

実
父

鱗
形
屋
清
兵
衛

西
洞
院
仏
光
寺
上
ル
西
側

︵
綾
西
洞
院
町
︶
借
家

丸
屋
ま
さ

播
磨
屋
茂
兵
衛

養
育
料
�
両
︑

�
両
借
用

	
園
町
�
�
・
�
�
�
・
�

�
�

75

か
ね

慶
応
3
年

11

本
・
別
・
寺
・︹
印
鑑
書
︺

父

播
磨
屋
定
治
郎

大
坂
高
津
新
地
八
町
目
借

家

河
内
屋
伊
三
郎

大
坂
屋
弥
助

養
育
料
�
両
�

歩

	
園
町
�
�
・
�
�
�
・
�

�
�
・
�
�
�

76

ま
ん

慶
応
3
年

8

本

実
父

近
江
屋
幸
助

御
池
通
新
町
西
江
入
︵
橋

之
町
︶
地
面
借

丹
波
屋
つ
る

大
坂
屋
弥
助

	
園
町
�
�

77

す
へ

慶
応
4
年

7

本
・
別

実
父

美
濃
屋
与
兵
衛

粟
田
領
進
之
町
借
家

桂
屋
よ
ね

丹
波
屋
嘉
兵
衛

樽
代
�
両

	
園
町
�
�
・
�
�

78

む
め

慶
応
4
年

17

本
・
別

実
父

銭
屋
忠
兵
衛

西
陣
堅
社
町

井
筒
屋
庄
五
郎

木
綿
屋
増
治
郎

樽
料
�
両
�
歩

	
園
町
�
・
�
�
�

江戸時代後期の	園と一生不通養子娘（鍛治）
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件
番

名
前

和
暦

年

文
書
︵
注
�
︶

保
護
者

保
護
者
居
所

養
子
・
奉
公
先

口
入

養
育
料
・
樽
代

文
書
所
蔵
︵
注
�
︶

79

こ
と

慶
応
4
年

7

本
・
別
・
寺
・﹁
一
札
﹂︵
実
父

文
吉
死
去
後
孫
養
育
︶

実
祖
母

敦
賀
屋
と
わ

本
町
正
面
下
ル
大
仏
境
内

新
正
面
町

加
賀
屋
吉
兵
衛

播
磨
屋
茂
兵
衛

樽
代
�
�
�
疋

	
園
町
�
�
・
�
�
�
・
�

�
�
・
�
�
�

80

さ
と

慶
応
4
年

9

本

母

い
く

城
州
紀
伊
郡
伏
見
三
栖
向

町
十
三
番
町

岡
田
屋
安
五
郎

	
園
町
�
�

81

は
る

慶
応
4
年

11

本

父

平
野
屋
藤
七

小
川
通
蛸
薬
師
下
ル
町

︵
元
本
能
寺
南
町
︶
借
家

加
賀
屋
長
兵
衛

丹
波
屋
嘉
平

	
園
町
�
�

82

い
す

慶
応
4
年

16

遊

︵
切
取
︶

︵
切
取
︶

柳
屋
正
之
助

年
季
�
年
�
ヶ

月
︑
給
金
�
�

両

東
北
大
�
�
│
�

83

あ
い

明
治
1
年

11

本
・
別
・
寺
・﹁
覚
﹂︵
寺
送
・

人
別
送
証
文
と
引
替
の
金
子
手

形
︶

実
父

井
筒
屋
金
助

大
仏
境
内
馬
町
建
仁
寺
町

東
入
ル
下
新
シ
町
借
家

百
足
屋
て
つ

播
磨
屋
茂
兵
衛

養
育
料
�
両

	
園
町
�
�
・
�
�
�
・
�

�
�
・
�
�
�

84

や
そ

(や
す
)
明
治
1
年

13

本
・
別
・
寺

実
父

梅
原
喜
兵
衛

城
州
宇
治
志
津
川
村
百
姓

岩
井
屋
ま
き

播
磨
屋
茂
兵
衛

養
育
料
�
両

	
園
町
�
�
・
�
�
�
・
�

�
�

85

と
み

明
治
1
年

10

本
・
別

弟

丹
後
屋
久
吉

粟
田
境
内
三
条
通
白
川
横

東
へ
入
東
町
借
家

桂
屋
よ
ね

丹
波
屋
嘉
平

養
育
料
�
両

	
園
町
�
�
・
�
�

86

ま
さ

明
治
2
年

8

本
・
別
・
寺
・︹
印
鑑
書
︺﹁
頼

入
申
一
札
之
事
﹂︵
証
文
印
形

差
構
一
件
︶﹁
為
念
差
入
置
申

一
札
﹂︵
養
子
縁
組
証
文
書
損
︶

八
文
字
屋
嘉
兵
衛
後
家

ゆ
き

御
池
通
油
小
路
東
入
石
橋

丁

大
坂
屋
弥
八

樽
料
�
両

	
園
町
�
�
・
�
�
�
・
�

�
�
・
�
�
�
・
�
�
�
・

�
�
�

87

し
う

明
治
2
年

11

本
・
別

実
父

綿
屋
藤
七

四
条
通
堀
川
東
入
町
︵
柏

屋
町
︶

藤
屋
常
次
郎

竹
屋
金
七

	
園
町
�
�
・
�
�
�

88

と
ま

明
治
2
年

9

本

父

永
楽
屋
弥
助

山
科
御
陵
村

八
幡
屋
ま
つ

	
園
町
�
�

89

い
し

明
治
2
年

別

実
母

そ
の

大
坂
屋
豊
吉

播
磨
屋
茂
兵
衛

樽
代
�
両
�
歩

	
園
町
�
�
�

90

ふ
さ

明
治
2
年

3
﹁
一
札
﹂︵
娘
譲
渡
︶

庄
太
郎

き
ぬ

	
園
町
�
�
�

91

よ
し

明
治
2
年

9

本
・
別
・﹁
根
書
印
鑑
﹂

実
父

大
和
屋
小
市

新
丸
太
町
孫
橋
上
ル
借
家

玉
屋
八
重

	
園
町
�
・
�
�
�
・
�
�

�

92

い
さ

明
治
2
年

14

遊
・﹁
差
入
申
別
紙
一
札
事
﹂

︵
遊
女
奉
公
取
決
︶

父

柏
屋
嘉
兵
衛

井
筒
屋
巻
之
助

丹
波
屋
勝
之
助

年
季
�
�
年
�

ヶ
月
︑
給
金
�

�
両

	
園
町
�
�
・
�
�
�

93

龍

明
治
2
年

7

本

父

柏
屋
勘
兵
衛

建
仁
寺
町
四
条
下
ル
大
和

町
借
家

近
江
屋
い
さ

	
園
町
�
�

94

ふ
さ

明
治
2
年

4

本
・
別

実
母

和
泉
屋
き
ぬ

知
恩
院
新
門
前
松
原
町
借

家

清
水
屋
ふ
さ

丹
波
屋
嘉
平

養
育
料
�
両
�

歩

	
園
町
�
�
・
�
�
�
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95

こ
ま

明
治
3
年

7

本
・
別

実
父

若
松
屋
清
吉

二
条
川
東
新
柳
馬
場
仁
王

門
下
ル
菊
鉾
町
借
家

永
楽
屋
と
み

丹
波
屋
嘉
平

養
育
料
�
両

	
園
町
�
�
・
�
�

96

ひ
で

明
治
3
年

9

本
・
別

実
父

若
松
屋
清
吉

二
条
川
東
新
柳
馬
場
仁
王

門
下
ル
菊
鉾
町
借
家

永
楽
屋
と
み

丹
波
屋
嘉
平

養
育
料
�
両

	
園
町
�
�
・
�
�

97

琴

明
治
3
年

別

実
父

西
主
造

八
幡

丹
後
屋
源
兵
衛

樽
料
�
両

	
園
町
�
�
�

98

す
ゑ

明
治
3
年

8

本
・
別
・
寺

実
父

近
江
屋
甚
蔵

広
道
通
松
原
上
ル
玉
水
町

借
家

八
百
屋
し
な

丹
波
屋
勝
之
助

養
育
料
�
両

	
園
町
�
�
・
�
�
�
・
�

�
�

99

梅

明
治
3
年

9

本
・
別

実
母

寿
栄

大
宮
通
七
条
上
ル
御
器
屋

町
借
家

伏
見
屋
れ
ん

丹
波
屋
嘉
平

養
育
料
�
�
両

	
園
町
�
�
・
�
�
�

100

ぬ
い

明
治
3
年

11

本
・
別

実
父

坂
井
屋
栄
助

蛸
薬
師
堀
川
西
へ
入
金
屋

町
借
家

桝
屋
き
さ

大
坂
屋
弥
助

養
育
料
�
両

	
園
町
�
�
・
�
�
�

101

せ
い

明
治
3
年

無

形
屋
ひ
さ

袋
物
屋
佐
兵
衛

�
両
無
心

	
園
町
�
�
�

102

房

明
治
3
年

12

本
・
別

実
父

小
豆
屋
宗
助

伏
見
海
道
正
面
上
ル
本
町

四
町
目
借
家

丸
屋
嘉
兵
衛

大
坂
屋
弥
助

養
育
料
�
�
両

	
園
町
�
�
・
�
�
�

103

友
鶴

明
治
3
年

﹁
為
取
替
一
札
﹂︵
年
季
奉
公
取

決
︶

大
桝
屋
か
よ

弁
財
天
町

井
筒
屋
太
助

年
季
�
ヶ
年
︑

花
代
�
�
�
両

	
園
町
�
�
�

104

は
つ

明
治
3
年

6

本

実
父

栖
頭
屋
和
七

夷
川
通
麩
屋
町
西
入
町

︵
木
屋
町
︶

和
泉
屋
こ
ま

	
園
町
�
�

105

と
も

明
治
3
年

7

本

伯
父

塩
屋
亦
兵
衛

木
屋
町
四
条
上
ル
鍋
屋
町

大
塚
屋
は
る

	
園
町
�
�

106

さ
く

明
治
3
年

9

本
・
別

実
父

鍵
屋
惣
兵
衛

四
条
通
新
町
西
入
郭
巨
山

町
地
借
家
持

菱
屋
ゑ
い

丹
波
屋
勝
之
助

養
育
料
�
両

九
大
法
制
史
料
�
�
�
│

�
・
�

107

や
す

明
治
4
年

18

芸

実
兄

山
本
庄
治
郎

木
屋
町
三
条
上
ル
上
大
坂

町
借
家

岡
田
き
さ

松
本
嘉
平

年
季
�
カ
年
︑

給
金
�
�
両

	
園
町
�
�

108

は
る

明
治
4
年

9

本

実
弟

中
村
寛
三
郎

大
宮
松
原
下
ル
弐
町
目
南

門
前
町
借
家

酒
井
き
し

外
山
安
二
郎

	
園
町
�
�

109

鹿
の

明
治
4
年

12

本
・
別

実
祖
母

塚
田
た
か

西
三
本
木
丸
太
町
上
ル
真

町
家
持

佐
々
木
鶴

林
弥
助

養
育
料
�
�
両

	
園
町
�
�
・
�
�
�

110

ま
さ

明
治
4
年

8

本
・
別

実
父

川
口
屋
助
七

新
麩
屋
町

山
城
屋
り
き

養
育
料
�
両

	
園
町
�
�
・
�
�
�

111

え
い

明
治
4
年

7

本
・
別
・
寺

実
父

清
水
伊
兵
衛

黒
門
通
出
水
上
ル
吉
野
町

中
川
せ
き

樽
料
�
両

	
園
町
�
�
・
�
�
�
・
�

�
�

112

こ
と

明
治
4
年

10

本
・
別

山
田
甚
兵
衛

愛
宕
郡
岡
崎
村
百
姓

寺
西
ひ
さ

養
育
料
�
�
両

東
大
法
京
阪
�
�
│
�
・
�

�

113

さ
わ

明
治
5
年

12

本
・
別

実
父

谷
向
伊
助

河
原
町
竹
屋
町
上
ル
指
物

町
家
持

山
本
よ
ね

阿
辻
清
助

樽
代
�
�
�
疋

	
園
町
�
�
・
�
�
�
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件
番

名
前

和
暦

年

文
書
︵
注
�
︶

保
護
者

保
護
者
居
所

養
子
・
奉
公
先

口
入

養
育
料
・
樽
代

文
書
所
蔵
︵
注
�
︶

114

さ
き

明
治
5
年

9

本
・
別

実
伯
父

本
田
松
之
助

東
堀
川
下
長
者
下
ル
町

︵
三
町
目
︶
借
家

渡
邉
嘉
兵
衛

林
弥
助

養
育
料
�
両

	
園
町
�
�
・
�
�
�

115

琴

明
治
5
年

16

本
・
別

親
代

笹
木
彦
兵
衛

車
屋
町
二
条
上
ル
真
如
堂

町

渡
邉
嘉
兵
衛

林
弥
助

養
育
料
�
�
両

	
園
町
�
�
・
�
�
�

116

琴

明
治
5
年

﹁
断
書
之
一
札
﹂︵
奉
公
の
際
︑

金
子
受
取
︶

大
條
ま
す

渡
邉
嘉
兵
衛

�
両

	
園
町
�
�
�

注
�

本
：
一
生
不
通
養
子
契
約
の
本
証
文
﹁
一
生
不
通
養
子
娘
証
文
之
事
﹂︑
別
：
養
育
料
受
納
に
関
わ
る
証
文
﹁
別
紙
一
札
之
事
﹂︑
寺
：
宗
旨
送
り
証
文
︑
人
：
人
別
送
り
証
文
︑
遊
：
遊
女
奉
公
の
証
文

﹁
遊
女
奉
公
人
請
状
之
事
﹂︑
芸
：
芸
者
奉
公
の
証
文
﹁
芸
者
奉
公
人
請
状
之
事
﹂︑
奉
：
年
季
奉
公
の
証
文
︑
借
：
借
金
証
文
︑
無
：
金
子
無
心
証
文
︑
上
記
以
外
の
証
文
は
原
題
を
記
す
︑
注
�

	
園
町
：

京
都
大
学
総
合
博
物
館
所
蔵
	
園
町
文
書
︑
京
大
法
：
京
都
大
学
法
学
部
図
書
館
︑
早
大
瀧
川
：
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
滝
川
政
次
郎
氏
収
集
文
書
︑
東
北
大
：
東
北
大
学
附
属
図
書
館
︑
東
大
法
：
東
京
大

学
法
学
部
研
究
室
︑
東
大
法
京
阪
：
東
京
大
学
法
学
部
研
究
室
京
阪
文
書
︑
九
大
：
九
州
大
学
附
属
図
書
館
付
設
記
録
資
料
館
所
蔵
法
制
史
料

嘉
永
五
年
︵
一
八
五
二
︶
に
︑
川
内
屋
し
め
に
一
生
不
通
養
子
娘
に
だ
さ
れ
た
一
六
番
ぢ
う
の
事
例
で
は
︑
ぢ
う
は
以
前
︑
八
文
字
屋
甚
兵

衛
に
養
子
に
だ
さ
れ
て
い
た
が
︑﹁
不
縁
﹂
に
よ
り
川
内
屋
に
再
養
子
に
送
ら
れ
て
い
る
︵
	
園
町
一
七
五
号
︶
︒
そ
の
時
の
﹁
一
札
﹂
に
よ
る

と
︑
寺
僧
が
不
在
で
契
約
ま
で
に
寺
送
り
証
文
を
用
意
で
き
な
か
っ
た
の
で
︑
前
の
養
子
親
八
文
字
屋
甚
兵
衛
方
に
入
れ
置
い
て
い
た
寺
送
り

証
文
を
使
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
︑
寺
送
り
証
文
は
旦
那
寺
で
は
な
く
養
子
先
の
八
文
字
屋
に
保
管
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

ま
た
京
都
大
学
法
学
部
所
蔵
文
書
に
含
ま
れ
る
関
連
文
書
に
は
︑
一
件
文
書
類
を
い
れ
る
袋
が
三
点
残
っ
て
い
る
︵
一
五
番
①
・
二
六
番
①
・

二
六
番
②
︶
︒
た
と
え
ば
二
六
番
の
た
み
関
連
の
証
文
が
入
る
袋
に
は
次
の
よ
う
な
表
書
き
が
あ
る⑪
︒

︵
袋
表
︶

実
父

木
瓜
屋
佐
七

︵
袋
裏
︶

世
話
人

錦
屋
庄
兵
衛

安
政
三
辰
年
九
月
吉
日

同
母

妻
て
る

代
々
浄
土
宗

千
本
上
立
売

錫
杖
院
旦
那

一
生
不
通
養
子
娘
た
み
証
文
入

親
類

鱗
形
屋
仙
太
郎

証
人

鍵
屋
太
右
衛
門
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こ
の
一
件
は
︑
木
瓜
屋
佐
七
が
実
娘
た
み
を
松
屋
菊
に
一
生
不
通
養
子
に
だ
し
た
案
件
で
あ
る
︒
関
係
者
の
情
報
が
袋
の
裏
表
に
記
載
さ
れ

て
い
る
が
︑
重
要
な
情
報
で
あ
る
養
子
先
の
松
屋
菊
の
情
報
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
︒
他
の
二
例
も
同
様
で
あ
る
︒
そ
う
な
る
と
︑
こ
の
袋
の

持
ち
主
が
養
子
先
松
屋
菊
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
︒
先
の
八
文
字
屋
の
事
例
も
あ
わ
せ
て
考
慮
す
る
と
︑
一
生
不
通
養
子
娘
関
連
文
書
一
式

は
︑
養
子
先
の
茶
屋
な
ど
で
︑
他
の
一
連
の
文
書
と
あ
わ
せ
て
一
件
文
書
と
し
て
保
管
さ
れ
て
伝
来
し
た
も
の
と
類
推
し
て
お
く
︒

な
お
安
政
六
年
︵
一
八
五
九
︶
一
一
月
に
は
︑
	
園
町
と
	
園
新
地
の
遊
女
数
が
一
七
五
人
︑
芸
者
数
が
一
〇
一
八
人
と
い
う
報
告
が
な
さ

れ
て
い
る⑫
︒
先
述
し
た
表
一
の
数
字
も
合
わ
せ
て
考
え
る
と
︑
	
園
町
お
よ
び
	
園
新
地
で
は
一
九
世
紀
後
半
︑
一
〇
〇
〇
人
を
超
え
る
女
性

達
が
常
時
︑
働
い
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
数
字
に
比
し
て
︑
表
二
は
︑
七
〇
年
間
で
一
一
六
人
の
事
例
な
の
で
︑
数
的
に
は
少
数
で
あ
る

と
い
う
史
料
的
限
界
も
自
認
し
な
が
ら
︑
分
析
を
進
め
て
い
き
た
い
︒

表
二
の
各
項
目
の
説
明
を
し
て
い
く
︒︻
件
番
︼
は
︑
少
女
ご
と
に
付
し
た
通
し
番
号
で
あ
る
︒︻
名
前
︼
は
少
女
の
名
前
を
記
す
︒
文
書
に

よ
り
︑
同
じ
少
女
で
も
漢
字
表
記
と
平
仮
名
表
記
が
混
在
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
︑
両
方
あ
る
も
の
は
平
仮
名
表
記
で
統
一
し
て
い
る
︒
な

お
ほ
と
ん
ど
の
少
女
た
ち
は
︑
芸
妓
や
遊
女
と
し
て
働
く
場
合
︑
別
名
︵
遊
女
屋
尾
上
屋
店
の
万
延
元
年
︵
一
八
六
〇
︶﹁
遊
女
芸
者
名
前
控
﹂
で
は

﹁
扱
名
前
﹂﹁
出
勤
名
前
﹂
と
呼
称⑬
︶
を
名
乗
り
︑
細
見
類
に
は
そ
の
別
名
が
載
る
た
め
︑
養
子
娘
証
文
記
載
の
実
名
と
の
対
照
は
困
難
で
あ
る
︒

な
お
五
三
番
し
か
と
五
四
番
は
る
︑
七
二
番
き
く
と
七
三
番
ふ
く
︑
九
五
番
こ
ま
と
九
六
番
ひ
で
は
︑
保
護
者
の
住
所
と
名
前
が
同
一
で
あ
り
︑

姉
妹
と
思
わ
れ
る
︒

︻
和
暦
︼
に
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
少
女
が
養
子
な
ど
の
契
約
を
交
わ
し
た
年
を
記
し
て
い
る
︒
少
女
た
ち
が
養
子
と
し
て
や
っ
て
き
た
時
の
契

約
書
の
み
な
ら
ず
︑
後
年
に
い
た
っ
て
か
ら
所
属
の
変
更
や
無
心
な
ど
︑
別
の
証
文
が
残
さ
れ
る
場
合
も
存
在
す
る
の
で
︑
同
じ
女
性
で
年
が

異
な
る
証
文
が
残
さ
れ
る
場
合
︑
丸
数
字
を
ふ
っ
て
記
載
し
て
い
る
︒
な
か
に
は
五
番
の
と
く
の
よ
う
に
︑
天
保
三
年
︵
一
八
三
二
︶
の
七
歳

の
時
か
ら
︑
安
政
五
年
︵
一
八
五
八
︶
二
三
歳
に
至
る
ま
で
︑
断
片
的
に
で
は
あ
る
が
︑
人
生
を
追
跡
で
き
る
事
例
も
存
在
す
る
︒

︻
年
︼
は
︑
契
約
時
の
年
齢
を
記
す
︵
全
て
数
え
年
で
あ
る
︶
︒
最
年
少
は
︑
明
治
二
年
︵
一
八
六
九
︶
︑
三
歳
で
き
ぬ
の
養
子
と
な
っ
た
ふ
さ

江戸時代後期の	園と一生不通養子娘（鍛治）

59 ( 59 )



で
あ
り
︵
九
〇
番
︶
︑
最
初
の
養
子
契
約
時
に
︑
も
っ
と
も
高
い
年
齢
だ
っ
た
の
は
︑
慶
応
二
年
︵
一
八
六
六
︶
︑
一
八
歳
で
伏
見
屋
き
み
の
養
子

と
な
っ
た
あ
さ
で
あ
っ
た
︵
六
二
番
︶
︒
最
初
の
養
子
に
な
っ
た
際
の
年
齢
が
わ
か
る
一
〇
〇
例
の
平
均
年
齢
は
九
・
五
七
歳
で
あ
り
︑
そ
の
う

ち
九
歳
以
下
の
少
女
が
五
八
人
お
り
︑
多
く
の
少
女
が
一
〇
歳
に
満
た
な
い
年
齢
で
	
園
に
や
っ
て
き
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

︻
文
書
︼
は
︑
各
事
例
に
ど
の
よ
う
な
文
書
が
残
さ
れ
て
い
る
か
略
称
で
記
し
て
い
る
︒
本
紙
証
文
で
あ
る
﹁
一
生
不
通
養
子
娘
証
文
﹂
は
︑

九
三
例
残
っ
て
い
る
︒
先
の
し
な
の
例
で
も
紹
介
し
た
よ
う
に
︑
本
紙
証
文
と
同
時
に
交
わ
さ
れ
る
別
紙
証
文
は
七
六
例
が
残
る
︒
ま
た
実
親

の
旦
那
寺
か
ら
養
子
親
の
旦
那
寺
に
送
ら
れ
る
宗
旨
送
り
証
文
が
二
九
例
︑
実
親
の
居
住
町
の
町
役
人
か
ら
養
子
親
の
居
住
町
町
役
人
に
だ
さ

れ
る
人
別
送
り
証
文
が
九
例
残
っ
て
い
る
︒
宗
旨
送
り
と
人
別
送
り
の
事
例
が
少
な
い
の
は
︑
旦
那
寺
や
町
が
保
管
す
る
場
合
も
あ
る
か
ら
と

想
定
で
き
る
︒
さ
ら
に
遊
女
奉
公
人
請
状
が
三
例
︑
芸
者
奉
公
人
請
状
が
三
例
残
っ
て
い
る
︒
両
奉
公
の
詳
細
は
三
章
に
て
後
述
す
る
︒

ま
た
養
子
に
だ
し
た
縁
を
理
由
に
︑
実
親
が
行
う
借
金
や
無
心
の
証
文
も
多
く
残
さ
れ
て
い
る
︒
た
と
え
ば
一
七
番
し
な
の
事
例
で
は
︑
嘉

永
六
年
︵
一
八
五
三
︶
に
一
生
不
通
養
子
を
交
わ
し
た
際
の
別
紙
一
札
に
﹁
然
ル
上
者
︑
重
而
右
体
之
無
心
決
而
申
入
間
敷
候
﹂
と
約
束
し
て

い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
そ
の
後
も
︑
安
政
三
年
︵
一
八
五
六
︶
に
娘
を
﹁
一
生
不
通
養
子
娘
﹂
に
だ
し
た
﹁
縁
﹂
を
頼
っ
て
︑
実
両
親
が
養

子
親
に
対
し
て
借
金
の
申
し
出
を
行
っ
て
い
る
︵
	
園
町
一
〇
八
号
︶
︒
こ
の
文
書
で
は
﹁
我
等
娘

与
申
者
﹂
と
︑
娘
の
名
前
を
記
載
す
べ

き
所
が
空
白
に
な
っ
て
お
り
︑
文
書
作
成
時
に
︑
娘
の
名
前
が
わ
か
ら
ず
空
白
に
し
て
︑
後
で
追
記
す
る
の
も
失
念
し
て
︑
そ
の
ま
ま
契
約
を

交
わ
し
て
し
ま
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
︒
さ
ら
に
そ
の
三
年
後
の
安
政
六
年
︵
一
八
五
九
︶
に
も
︑
し
な
の
実
父
松
坂
屋
新
七
が
死
去
し
て

生
活
が
行
き
詰
ま
っ
た
と
い
う
理
由
で
︑
実
母
松
坂
屋
き
く
が
養
子
親
八
百
屋
に
対
し
て
無
心
を
要
求
し
て
い
る
︵
	
園
町
一
〇
六
号
︶
︒

牧
英
正
氏
が
︑
一
生
不
通
養
子
契
約
は
﹁
実
親
と
の
関
係
を
断
絶
す
る
と
い
う
方
に
重
点
が
あ
っ
た
﹂
と
指
摘
し
て
い
る
こ
と
を
先
に
紹
介

し
た
が
︑
現
実
に
は
一
生
不
通
に
な
ら
な
い
親
が
多
数
い
た
の
で
あ
る
︒
五
番
の
と
く
は
︑
天
保
三
年
︵
一
八
三
二
︶
に
七
歳
で
山
形
屋
礒
吉

の
も
と
に
一
生
不
通
養
子
に
だ
さ
れ
︵
	
園
町
一
一
号
︶
︑
天
保
八
年
︵
一
八
三
七
︶
に
は
養
子
先
か
ら
﹁
給
金
先
借
之
奉
公
﹂
に
だ
さ
れ
︵
	
園

町
一
二
号
︶
︑
さ
ら
に
天
保
一
三
年
︵
一
八
四
二
︶
に
は
一
七
歳
で
︑
岩
井
屋
ま
き
の
も
と
に
八
年
の
年
限
で
養
子
に
だ
さ
れ
て
い
る
︵
	
園
町
一
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三
四
号
︶
︒
と
く
は
そ
の
後
﹁
菊
葉
﹂
と
名
乗
っ
て
	
園
で
働
い
て
お
り
︑
結
局
︑
嘉
永
四
年
︵
一
八
五
一
︶
に
︑
岩
井
屋
ま
き
方
に
一
生
不
通

養
子
に
は
い
っ
た
の
だ
が
︑
そ
の
際
に
︑
実
母
き
く
の
も
と
に
も
引
き
合
い
が
な
さ
れ
て
︑
実
母
も
改
め
て
金
七
両
を
受
納
し
て
い
る
︒
さ
ら

に
安
政
二
年
︵
一
八
五
五
︶
に
は
︑
実
母
き
く
が
病
気
に
な
っ
た
た
め
に
金
一
両
を
岩
井
屋
方
へ
無
心
し
て
受
け
取
っ
て
お
り
︑
安
政
五
年

︵
一
八
五
八
︶
に
も
︑
菊
葉
︵
と
く
︶
が
尾
張
へ
縁
付
き
に
な
っ
た
機
会
に
︑
き
く
よ
り
さ
ら
な
る
無
心
を
お
願
い
し
て
六
両
を
受
納
し
た
上
で
︑

縁
切
証
文
を
差
し
出
し
て
い
る⑭
︒
最
初
の
一
生
不
通
契
約
か
ら
二
〇
年
以
上
た
っ
て
も
実
親
と
の
縁
が
続
い
て
い
る
の
で
あ
る
︒
実
親
と
の
縁

が
続
く
の
は
無
心
の
事
例
ば
か
り
で
は
な
い
︒
万
延
元
年
︵
一
八
六
〇
︶
作
成
の
遊
女
屋
尾
上
屋
の
﹁
遊
女
芸
者
名
前
控
﹂
に
は
︑
遊
女
・
芸

者
一
〇
二
人
分
の
情
報
を
載
せ
る
が
︑
八
六
人
目
一
六
歳
の
千
賀
江
︵
実
名
ち
え
︑
	
園
町
北
側
の
近
江
屋
は
る
内
抱
え
︑
実
親
建
仁
寺
新
地
竹
村
町

家
持
の
山
城
屋
藤
吉
︶
の
欄
外
に
は
︑﹁
明
治
二
巳
年
拾
月
八
日
金
弐
拾
両
ニ
而
親
引
致
候
﹂
と
あ
り
︑
実
親
が
二
〇
両
で
引
き
取
っ
て
い
る
こ

と
が
判
明
す
る⑮
︒
養
子
契
約
に
お
け
る
﹁
一
生
不
通
﹂
と
い
う
文
言
は
︑
実
質
的
な
意
味
を
な
し
て
い
な
い
︒

ま
た
一
生
不
通
養
子
契
約
に
関
わ
り
︑
特
別
な
事
情
が
あ
る
場
合
や
︑
不
都
合
が
発
生
し
た
場
合
な
ど
に
交
わ
さ
れ
る
一
札
な
ど
も
多
く
残

る
︒
例
え
ば
二
八
番
よ
ね
の
事
例
で
は
︑
安
政
四
年
︵
一
八
五
七
︶
︑
実
母
は
る
の
死
去
後
︑
は
る
の
再
婚
相
手
の
金
屋
源
之
助
が
︑
よ
ね
を
一

生
不
通
養
子
に
だ
し
て
い
る
の
だ
が
︑
そ
の
際
︑
よ
ね
の
実
父
森
川
金
兵
衛
か
ら
も
︑
よ
ね
を
不
通
養
子
に
だ
す
こ
と
の
了
承
を
と
っ
て
い
る⑯
︒

契
約
が
無
事
遂
行
で
き
る
よ
う
注
意
を
払
っ
て
︑
一
生
不
通
養
子
契
約
が
交
わ
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

︻
保
護
者
︼
に
は
︑
少
女
た
ち
の
実
親
や
︑
祖
父
母
な
ど
︑
契
約
の
主
体
と
な
る
人
物
の
情
報
を
記
載
し
て
い
る
︒
多
く
の
場
合
︑
契
約
の

第
一
署
名
者
と
し
て
署
名
押
印
を
行
っ
て
い
る
の
は
実
父
で
あ
る
が
︑
そ
も
そ
も
娘
を
一
生
不
通
に
だ
す
の
は
︑
実
家
の
経
済
状
況
が
悪
化
し

た
場
合
で
あ
る
こ
と
が
多
い
の
で
︑
父
親
が
死
去
し
て
お
り
︑
母
親
や
祖
父
母
が
筆
頭
人
と
な
っ
て
い
る
よ
う
な
事
例
も
散
見
さ
れ
る
︒

保
護
者
た
ち
の
居
所
を
記
し
た
の
が
次
の
︻
保
護
者
居
所
︼
で
あ
る
︒
一
一
六
例
の
う
ち
保
護
者
の
所
在
地
が
わ
か
る
の
は
一
〇
五
例
で
あ

る
︒
そ
の
う
ち
上
京
の
町
組
在
住
の
親
が
三
六
例
︑
下
京
の
町
組
在
在
の
親
が
一
九
例
︑
禁
裏
六
丁
町
組
が
一
例
︑
あ
わ
せ
て
五
六
例
と
︑
い

わ
ゆ
る
洛
中
が
全
体
の
半
数
以
上
を
占
め
る
︒
ま
た
西
本
願
寺
︑
東
本
願
寺
の
寺
内
町
が
七
例
︑
	
園
や
建
仁
寺
門
前
︑
大
仏
廻
り
な
ど
︑
洛
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外
町
続
の
事
例
が
二
七
例
あ
る
︒
さ
ら
に
山
科
郷
︑
聖
護
院
村
︑
西
院
村
︑
岡
崎
村
な
ど
周
辺
部
四
例
の
事
例
も
あ
わ
せ
れ
ば
︑
京
都
近
郊
の

出
身
者
が
九
四
例
と
全
体
の
約
九
割
を
占
め
て
い
る
︒
そ
れ
以
外
に
山
城
国
の
伏
見
や
宇
治
郡
が
五
例
︑
近
江
︑
摂
津
︑
大
坂
天
満
︑
丹
波
な

ど
他
国
の
事
例
が
六
例
と
な
る
︒
こ
の
一
一
六
例
の
う
ち
︑
借
家
や
家
持
と
い
っ
た
注
記
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
が
六
〇
例
あ
る
が
︑
そ
の
う

ち
四
九
例
が
借
家
︑
一
一
例
が
家
持
︵
地
面
借
︑
地
借
家
持
を
一
例
ず
つ
含
む
︶
と
な
り
︑
注
記
の
あ
る
も
の
の
う
ち
八
割
以
上
が
借
家
で
あ
る
︒

以
上
か
ら
︑
一
九
世
紀
前
半
の
	
園
に
養
子
娘
契
約
を
結
ん
で
や
っ
て
き
た
少
女
た
ち
の
実
家
は
︑
京
都
在
住
の
借
家
層
が
中
心
で
あ
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
︒
ま
た
保
護
者
の
居
所
に
注
目
す
る
と
︑
	
園
や
そ
の
周
辺
の
建
仁
寺
な
ど
鴨
東
地
域
在
住
者
も
多
い
︒
一
八
世
紀
︑
京
都
の

都
市
構
造
が
変
容
す
る
な
か
で
︑
鴨
東
地
域
の
新
地
で
は
︑
多
数
の
借
家
が
貧
困
層
の
住
戸
と
し
て
提
供
さ
れ
︑
零
細
な
借
家
群
が
華
や
か
な

歓
楽
空
間
の
背
後
に
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る⑰
︒
例
え
ば
八
番
の
あ
い
は
︑
建
仁
寺
門
前
の
金
屋
町
の
実
父
丹
後
屋
藤
助
よ

り
︑
天
保
五
年
︵
一
八
三
四
︶
に
芸
者
奉
公
に
だ
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
金
屋
町
に
つ
い
て
は
嘉
永
四
年
︵
一
八
五
一
︶
段
階
の
住
人
構
成
が
判
明

す
る
史
料
が
残
っ
て
お
り
︑
家
持
四
家
族
に
対
し
て
︑
借
家
二
八
家
族
と
借
家
層
が
圧
倒
的
多
数
を
占
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る⑱
︒

曽
根
ひ
ろ
み
氏
が
︑
宮
津
で
働
く
京
都
出
身
の
女
性
た
ち
に
つ
い
て
︑
京
都
以
外
の
各
地
か
ら
集
め
ら
れ
た
娘
た
ち
が
︑
京
都
の
﹁
置
屋
﹂

の
養
女
と
な
っ
て
い
た
と
推
定
し
て
い
る
よ
う
に⑲
︑
女
衒
が
︑
農
村
部
な
ど
の
田
舎
か
ら
騙
し
て
少
女
た
ち
を
都
会
に
連
れ
て
き
て
︑
遊
廓
で

働
か
せ
る
︑
と
い
う
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が
一
般
に
定
着
し
て
い
る
が
︑
こ
の
一
一
六
例
の
事
例
を
み
る
限
り
︑
江
戸
時
代
後
期
の
	
園
で
働
い

て
い
た
少
女
た
ち
の
大
半
は
︑
京
都
在
住
の
零
細
な
借
家
人
層
か
ら
供
給
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
︒

次
に
︻
養
子
・
奉
公
先
︼
の
欄
を
み
て
い
く
︒
ま
ず
は
奉
公
先
を
確
認
し
た
い
︒
遊
女
奉
公
の
相
手
と
し
て
は
︑
享
和
三
年
︵
一
八
〇
三
︶

の
花
菱
屋
万
太
郎
︵
一
番
︶
︑
慶
応
四
年
︵
一
八
六
八
︶
の
柳
屋
正
之
助
︵
八
二
番
︶
︑
明
治
二
年
︵
一
八
六
九
︶
の
井
筒
屋
巻
之
助
︵
九
二
番
︶
︑
芸

者
奉
公
の
相
手
と
し
て
︑
天
保
五
年
の
近
江
屋
市
次
郎
︵
八
番
︶
︑
安
政
五
年
︵
一
八
五
八
︶
の
三
桝
屋
勇
蔵
︵
二
四
番
③
︶
︑
安
政
六
年
︵
一
八
五

九
︶
の
近
江
屋
松
太
郎
︵
二
六
番
②
︶
︑
明
治
四
年
︵
一
八
七
一
︶
の
岡
田
き
さ
︵
一
〇
七
番
︶
の
名
前
を
確
認
で
き
る
︒
こ
の
う
ち
三
枡
屋
勇
蔵

は
︑
天
保
一
一
年
︵
一
八
四
〇
︶
刊
行
の
細
見
に
名
前
が
載
っ
て
い
る
遊
女
屋
で
あ
る
︵
表
一
︶
︒
他
の
花
菱
屋
︑
柳
屋
︑
近
江
屋
の
い
ず
れ
も
︑
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細
見
類
に
屋
号
を
確
認
で
き
る
遊
女
屋
の
屋
号
と
同
じ
で
あ
る
︒

養
子
先
の
相
手
は
八
八
名
い
る
︒
一
生
不
通
養
子
証
文
の
大
半
に
は
︑
宛
先
の
住
所
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
付
随
す
る
人
別
送
り
証
文
や

寺
送
り
証
文
に
は
︑
養
子
先
の
住
所
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
︑
一
九
例
に
つ
い
て
	
園
新
地
の
橋
本
町
・
元
吉
町
・
清
本
町
・
末
吉
町
︑

	
園
町
北
側
・
南
側
︑
大
和
大
路
弁
才
天
町
な
ど
︑
養
子
先
の
居
所
が
判
明
す
る
︒
ま
た
慶
応
の
飢
饉
の
際
に
︑
京
都
で
救
済
の
た
め
の
金
穀

を
拠
出
し
た
商
人
や
団
体
の
一
覧
を
載
せ
る
﹃
仁
風
集
覧
﹄
が
慶
応
三
年
︵
一
八
六
七
︶
に
出
版
さ
れ
て
い
る
が⑳
︑
そ
の
拠
出
者
の
な
か
に
	

園
在
住
者
が
百
九
七
名
存
在
し
て
お
り
︑
そ
の
な
か
に
表
二
の
養
子
先
と
同
じ
名
前
の
人
物
が
二
一
名
い
る
︒
例
え
ば
︑
表
二
で
四
例
養
子
先

と
し
て
名
前
の
挙
が
る
岩
井
屋
ま
き
は
︑
八
四
番
の
宗
旨
送
り
証
文
で
は
弁
才
天
町
が
住
所
と
な
っ
て
い
る
が
︵
	
園
町
二
二
七
号
︶
︑﹃
仁
風

集
覧
﹄
で
も
︑
所
在
が
弁
才
天
町
で
金
百
五
十
目
を
供
出
し
て
い
る
人
物
と
し
て
名
前
が
あ
が
る㉑

︒
九
番
の
よ
ね
が
養
子
に
入
っ
た
先
で
あ
る

若
狭
屋
つ
る
は
︑
本
紙
証
文
と
別
紙
一
札
し
か
残
っ
て
い
な
い
た
め
居
所
が
わ
か
ら
な
い
が
︑﹃
仁
風
集
覧
﹄
で
	
園
新
地
富
永
町
が
在
所
で

あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
︒
こ
の
よ
う
に
﹃
仁
風
集
覧
﹄
か
ら
も
︑
養
子
先
の
相
手
の
多
く
が
	
園
在
住
者
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

さ
ら
に
島
原
西
新
屋
敷
中
之
町
の
置
屋
輪
違
屋
に
残
る
	
園
の
遊
女
屋
若
松
屋
の
安
政
四
年
︵
一
八
五
七
︶
の
﹁
遊
女
芸
者
取
扱
名
前
控
﹂

を
検
討
す
る㉒

︒
若
松
屋
は
︑
	
園
新
地
富
永
町
に
位
置
し
︑
安
政
四
年
︵
一
八
五
七
︶
の
段
階
で
︑
八
二
人
の
芸
妓
︵
う
ち
舞
妓
二
人
︑
儀
太
夫
二

人
︶
を
抱
え
る
遊
女
屋
で
あ
り㉓

︑
島
原
輪
違
屋
の
出
張
店
で
あ
る㉔

︒
こ
の
史
料
に
は
若
松
屋
の
抱
遊
女
二
四
人
︑
差
配
芸
者
八
四
人
︑
場
処
外

芸
者
抱
分
四
四
人
の
名
前
と
そ
の
親
の
名
前
と
住
所
が
載
っ
て
い
る
︒
親
の
住
所
の
大
半
は
	
園
町
か
	
園
新
地
で
あ
る
︒
こ
の
史
料
に
あ
ら

わ
れ
る
芸
者
・
遊
女
の
身
内
が
表
二
の
養
子
親
と
重
な
る
事
例
は
少
な
い
が
︑
た
と
え
ば
抱
え
遊
女
里
花
の
欄
に
﹁
内
抱
﹂
と
し
て
名
前
が
載

る
富
永
町
の
松
屋
太
助
は
︑
安
政
四
年
︵
一
八
五
七
︶
に
よ
ね
が
一
生
不
通
養
子
に
入
っ
た
先
で
あ
る
︵
二
八
番
︶
︒
ま
た
本
史
料
で
芸
者
小

政
・
小
米
・
政
栄
︑
遊
女
八
重
哥
の
親
と
し
て
名
前
の
載
る
橋
本
町
︵
清
本
町
へ
宅
替
︶
の
百
足
屋
鉄
は
︑
八
三
番
あ
い
の
養
子
親
で
あ
る
︒

若
松
屋
が
抱
え
る
芸
者
も
遊
女
も
︑
そ
の
大
多
数
が
	
園
町
ま
た
は
	
園
新
地
在
住
者
の
娘
や
妹
な
ど
で
あ
り
︑
	
園
に
養
子
と
い
う
形
で
や

っ
て
き
た
少
女
た
ち
が
︑
遊
女
屋
に
所
属
す
る
形
で
︑
芸
者
も
し
く
は
遊
女
と
し
て
労
働
に
で
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
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こ
の
養
子
先
に
つ
い
て
参
考
に
な
る
の
が
︑
京
都
西
町
奉
行
浅
野
長
祚
の
調
査
記
録
で
あ
る㉕

︒

祗
園
町
一
体
之
遊
女
商
法
者
︑
先
年
惣
茶
屋
ニ
而
銘
々
遊
女
芸
者
召
抱
置
︑
右
之
外
拾
四
軒
程
見
世
与
唱
候
者
有
之
︑
右
者
初
発
文
化
之
度
伺
之
上
遊
女

屋
共
へ
芸
者
取
扱
申
付
有
之
処
︑
芸
者
而
已
ニ
無
之
︑
遊
女
之
廻
し
方
取
扱
迄
い
た
し
候
哉
ニ
而
此
儀
委
細
末
之

ヶ
条
ニ
申
上
候
遊
女
屋
名
目
ニ
者
候
へ
共
︑
全
く
遊
女
召
抱

候
者
者
︑
両
三
軒
而
已
ニ
而
︑
是
以
廻
し
方
相
兼
︑
其
余
者
総
而
廻
し
方
而
已
取
扱
候
而
見
世
与
相
唱
︑
右
惣
茶
屋
ニ
召
抱
有
之
候
遊
女
芸
者
を
振
り
分
︑

夫
々
見
世
方
抱
女
之
名
目
ニ
立
置
︑
取
扱
之
上
者
茶
屋
与
口
銭
配
分
利
潤
ニ
い
た
し
来
候
処
︑
先
般
遊
女
屋
御
免
被
仰
渡
候
ニ
付
︑
矢
張
前
同
様
之
仕
法

ニ
而
弐
拾
軒
御
免
之
遊
女
屋
者
総
而
見
世
と
唱
候
者
ニ
相
成
︑
専
ら
廻
し
方
取
扱
候
︵
中
略
︶
井
筒
・
鶴
屋
等
は
自
分
抱
女
有
之
︑
遊
女
渡
世
相
兼
︑
其

余
者
自
宅
ニ
抱
置
候
遊
女
芸
者
壱
人
も
無
之
︑
祗
園
町
内
惣
客
請
屋
︑
当
時
四
百
軒
余
ニ
而
︑
内
弐
百
軒
程
者
両
三
人
よ
り
六
七
人
迄
夫
々
遊
女
芸
子
共

抱
有
之
候
分
を
︑
右
店
之
方
よ
り
入
魂
之
向
を
得
意
茶
屋
与
唱
︑
右
之
抱
有
之
候
女
共
を
引
分
︑
弐
拾
軒
店
之
抱
女
名
目
ニ
相
立
置
︵
後
略
︶

遊
女
屋
︵
見
世
︶
で
︑
遊
女
や
芸
者
を
実
際
に
抱
え
て
い
る
店
は
︑
井
筒
や
鶴
屋
な
ど
ご
く
一
部
で
あ
り
︑
大
半
の
遊
女
屋
は
自
宅
に
は
遊

女
は
一
人
も
抱
え
て
い
な
い
︒
実
際
に
遊
女
や
芸
者
を
抱
え
て
い
る
の
は
客
請
屋
︵
茶
屋
︶
で
あ
り
︑
当
時
	
園
に
あ
っ
た
四
〇
〇
軒
の
う
ち
︑

半
数
の
二
〇
〇
軒
ほ
ど
の
客
請
屋
が
︑
店
ご
と
に
遊
女
・
芸
者
を
二
～
七
人
ほ
ど
抱
え
て
い
る
と
い
う
︒
つ
ま
り
	
園
に
や
っ
て
き
た
少
女
た

ち
を
養
子
親
と
し
て
引
き
う
け
た
の
は
茶
屋
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
の
様
相
は
︑
昭
和
初
年
の
	
園
花
街
の
様
子
と
似
通
っ
て
い
る㉖

︒

昭
和
初
年
当
時
は
︑
お
茶
屋
︵
揚
げ
屋
︶
と
子こ

方か
た

屋や

︵
屋
形
・
置
き
屋
︶
が
あ
り
︑
お
茶
屋
に
は
子
方
屋
を
兼
ね
た
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
︒
子
方
屋
に
は
︑

女
主
人

オ
カ
ー
サ
ン

の
下
に
︑
舞
子
・
芸
子
・
仕し

込こ

み
が
お
り
︑
ま
た
花
街
に
は
義ぎ

太だ
い

夫う

・
た
い
こ
も
ち
・
男
衆

オ
ト
コ
シ

な
ど
が
生
活
し
て
い
る
︒
舞
子
・
芸
子
に
は
抱
え
と

自じ

前ま
え

と
の
別
が
あ
る
︒
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こ
こ
か
ら
︑
遊
女
・
芸
者
を
抱
え
る
茶
屋
が
︑
子
方
屋
と
よ
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

︻
口
入
︼
は
︑
一
生
不
通
養
子
文
書
で
は
︑
肝
煎
や
世
話
役
︑
口
入
な
ど
と
表
記
さ
れ
て
い
る
仲
介
業
者
で
あ
る
︒
播
磨
屋
茂
兵
衛
︵
二
八

件
︶
や
大
坂
屋
弥
助
︵
一
一
件
︶
︑
丹
波
屋
嘉
兵
衛
︵
丹
波
屋
嘉
平
︶︵
一
〇
件
︶
な
ど
が
頻
出
す
る
︒
こ
の
う
ち
播
磨
屋
茂
兵
衛
は
︑
二
二
番
き
み

の
本
紙
証
文
で
﹁
世
話
人

	
園
南
町
金
屋
伝
七
借
家

播
磨
屋
茂
兵
衛
﹂︵
	
園
町
二
号
︶
と
差
出
し
に
名
を
連
ね
る
よ
う
に
︑
	
園
南
町
︵
現

在
の
東
山
区
下
河
原
町
通
高
台
寺
下
ル
に
あ
り
︑
	
園
町
南
側
と
は
異
な
る
︶
の
借
家
住
み
で
あ
る
︒
宝
暦
一
二
年
︵
一
七
六
二
︶
の
町
触
︵﹃
京
都
町

触
﹄
第
四
巻
七
〇
一
号
︶
で
は
︑
京
大
津
茶
屋
︑
風
呂
屋
︑
旅
籠
屋
︑
煮
売
屋
に
召
し
抱
え
て
い
る
女
奉
公
人
の
口
入
・
肝
煎
取
〆
改
行
事
を
	

園
八
軒
の
金
屋
弁
蔵
に
命
じ
て
お
り
︑
明
和
三
年
︵
一
七
六
六
︶
の
町
触
︵﹃
京
都
町
触
﹄
第
四
巻
一
五
一
二
号
︶
で
は
︑﹁
近
キ
比
口
入
肝
煎
之
も

の
共
給
銀
等
取
込
﹂
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
他
地
域
で
は
︑
女
衒
が
遊
女
奉
公
人
の
親
な
ど
を
偽
装
し
て
︑
勝
手
に
奉
公
年
季
を
延
長
し
て
借

金
を
す
る
事
例
も
指
摘
さ
れ
て
い
る㉗

︒
	
園
の
口
入
の
実
態
に
つ
い
て
は
︑
詳
細
は
わ
か
ら
ず
今
後
の
課
題
と
な
る
︒

︻
養
育
料
・
樽
代
︼
に
は
︑
養
子
の
際
に
実
親
に
払
わ
れ
る
養
育
料
や
︑
実
親
や
相
手
が
払
う
祝
儀
料
で
あ
る
樽
代
を
載
せ
る
︒
稀
に
十
両

を
こ
え
る
養
育
料
が
支
払
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
︑
ほ
と
ん
ど
の
事
例
が
五
両
以
下
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
︒

以
上
︑
表
二
の
各
事
項
を
概
観
し
て
︑
一
生
不
通
養
子
で
	
園
に
や
っ
て
く
る
少
女
た
ち
の
平
均
的
な
姿
が
み
え
て
き
た
︒
次
章
で
は
︑
養

子
と
し
て
や
っ
て
き
た
少
女
た
ち
の
そ
の
後
に
注
目
し
て
み
て
い
く
︒

①

金
田
平
一
郎
﹁
徳
川
時
代
に
於
け
る
不
作
為
の
給
付
契
約
・
詫
証
文
・
徳
政
担

保
文
言
附
証
文
﹂︵﹃
法
政
研
究
﹄
第
四
巻
第
二
号
︑
九
州
帝
国
大
学
法
政
学
会
︑

一
九
三
四
年
︶︒
隈
崎
渡
﹁
一
生
不
通
養
子
娘
﹂︵
隈
崎
﹃
女
性
史
余
話
﹄
新
府
書

房
︑
一
九
四
八
年
︶︒
瀧
川
政
次
郎
﹁
日
本
法
史
に
お
け
る
人
身
売
買
に
就
て
﹂

︵﹃
国
学
院
大
学
政
経
論
叢
﹄
第
一
〇
巻
第
二
号
︑
国
学
院
大
学
政
経
学
会
︑
一

九
六
一
年
︶︒

②

石
井
良
助
﹁
一
生
不
通
養
子
﹂︵
石
井
﹃
日
本
団
体
法
史
﹄
創
文
社
︑
一
九
七

八
年

初
出
︑
一
九
五
〇
年
︶
五
六
一
頁
︒

③

西
村
信
雄
﹁
養
子
縁
組
と
人
身
売
買
﹂︵
西
村
﹃
戦
後
日
本
家
族
法
の
民
主
化
﹄

下
巻
︑
法
律
文
化
社
︑
一
九
九
一
年

初
出
︑
一
九
四
八
年
︶
五
二
二
頁
︒

④

牧
英
正
﹁
徳
川
幕
府
の
人
売
買
規
制
﹂︵
牧
﹃
近
世
日
本
の
人
身
売
買
の
系
譜
﹄

創
文
社
︑
一
九
七
〇
年
︶
九
八
頁
︒

⑤

﹁
一
生
不
通
養
子
娘
証
文
之
事
﹂︽
京
都
大
学
総
合
博
物
館
所
蔵
	
園
町
文
書

︵
五
七
号
︶︾︒
以
下
︑
本
稿
で
	
園
町
文
書
を
引
用
す
る
際
は
本
文
に
︵
	
園
町

○
号
︶
と
略
記
す
る
︒

⑥

﹁
浅
野
長
祚
君
行
状
﹂︽
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
︵
四
一
五
-
五
二
︶：
国
文
学
研

江戸時代後期の	園と一生不通養子娘（鍛治）
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究
資
料
館
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
﹁
新
日
本
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
﹂
参
照
︾︒

⑦

杉
森
哲
也
﹁
西
陣
の
社
会
講
造
﹂︵
杉
森
﹃
近
世
京
都
の
都
市
と
社
会
﹄
東
京

大
学
出
版
会
︑
二
〇
〇
八
年

初
出
︑
一
九
九
二
年
︶︒

⑧

前
掲
一
章
注
⑩
﹃
祗
園
新
地
細
見
図
﹄︒

⑨

翻
刻
が
あ
る
史
料
は
下
記
の
通
り
で
あ
る
︒
一
番
：
牧
英
正
﹁
身
売
奉
公
人
請

状
﹂︵
前
掲
本
章
注
④
牧
著
書
︶
二
〇
九
～
二
一
〇
頁
︒
五
番
④
：
成
瀬
高
明

﹁
近
世
・
明
治
初
期
家
族
法
関
連
史
料
︹
補
遺
編
の
三
︺﹂︵﹃
総
合
文
化
研
究
セ

ン
タ
ー
報
告
書
﹄
第
一
一
号
︑
椙
山
女
学
園
大
学
文
学
部
総
合
文
化
研
究
セ
ン

タ
ー
︑
二
〇
〇
二
年
︶
一
六
～
一
七
頁
︒
七
番
：
前
掲
牧
﹁
身
売
奉
公
人
請
状
﹂

二
五
六
～
二
五
七
頁
︒
八
番
①
：
石
井
良
助
﹁
遊
女
︑
飯
盛
等
奉
公
請
状
﹂︵
前

掲
本
章
注
②
石
井
著
書

初
出
︑
一
九
三
八
年
︶
四
八
〇
～
四
八
三
頁
︒
八
番

②
：
同
前
四
八
四
頁
︒
一
五
番
①
：
成
瀬
高
明
﹁
近
世
・
明
治
初
期
家
族
法
関
連

史
料
︵
五
︶﹂︵﹃
椙
山
女
学
園
大
学
研
究
論
集

社
会
科
学
篇
﹄
第
二
八
号
︑
椙
山

女
学
園
大
学
︑
一
九
九
七
年
︶
一
八
～
二
一
頁
︒
一
五
番
②
：
成
瀬
高
明
﹁
近

世
・
明
治
初
期
家
族
法
関
連
史
料
︵
七
︶﹂︵﹃
椙
山
女
学
園
大
学
研
究
論
集

社
会

科
学
篇
﹄
第
三
〇
号
︑
椙
山
女
学
園
大
学
︑
一
九
九
九
年
︶
九
～
一
〇
頁
︒
二
六

番
①
：
前
掲
成
瀬
﹁
近
世
・
明
治
初
期
家
族
法
関
連
史
料
︵
五
︶﹂
一
四
～
一
五

頁
︒
二
六
番
②
：
同
前
一
五
～
一
八
頁
︒
二
六
番
③
：
前
掲
牧
﹁
身
売
奉
公
人
請

状
﹂
二
五
七
～
二
五
九
頁
︒
二
六
番
④
：
前
掲
成
瀬
﹁
近
世
・
明
治
初
期
家
族
法

関
連
史
料
︵
五
︶﹂
一
五
頁
︒
三
三
番
：
前
掲
本
章
注
②
石
井
論
文
五
五
八
～
五

六
〇
頁
︒
三
七
番
：
前
掲
本
章
注
①
金
田
論
文
八
～
九
頁
︒
五
六
番
：
前
掲
本
章

注
③
西
村
論
文
五
二
〇
～
五
二
一
頁
︒
七
五
番
：
前
掲
は
じ
め
に
注
⑳
勝
峯
著
書

六
三
九
～
六
四
〇
頁
︒

⑩

熱
田
公
﹁
三
浦
周
行
﹂︵﹃
月
報
日
本
古
文
書
学
講
座
﹄
第
七
巻
︑
雄
山
閣
出
版
︑

一
九
七
九
年
︶
三
頁
︒

⑪

前
掲
本
章
注
⑨
成
瀬
﹁
近
世
・
明
治
初
期
家
族
法
関
連
史
料
︵
五
︶﹂
一
五
頁
︒

⑫

﹁
某
届
書
﹂︵
前
掲
一
章
注
㉙
﹃
井
伊
家
史
料
﹄
第
二
四
巻
︶
一
一
二
号
︒

⑬

﹁
遊
女
芸
者
名
前
控
﹂︽
西
尾
市
岩
瀬
文
庫
︵
一
四
-
四
六
︶︾︒

⑭

﹁
差
入
申
縁
切
一
札
﹂︵
前
掲
本
章
注
⑨
成
瀬
﹁
近
世
・
明
治
初
期
家
族
法
関
連

史
料
︹
補
遺
編
の
三
︺﹂︶
一
六
頁
︒

⑮

前
掲
本
章
注
⑬
﹁
遊
女
芸
者
名
前
控
﹂︒

⑯

﹁
一
札
﹂︽
早
稲
田
大
学
附
属
図
書
館
滝
川
政
次
郎
氏
収
集
文
書
︵
二
三
-
Ⅰ
-

二
︶︾︒

⑰

前
掲
は
じ
め
に
注
⑮
日
向
﹁
近
世
京
都
に
お
け
る
新
地
開
発
と
﹁
地
面
支
配

人
﹂﹂
二
三
三
頁
︒
小
林
丈
広
﹁﹁
大
仏
前
﹂
考
﹂︵﹃
キ
リ
ス
ト
教
社
会
問
題
研

究
﹄
第
五
一
号
︑
同
志
社
大
学
人
文
科
学
研
究
所
︑
二
〇
〇
二
年
︶︒

⑱

同
前
日
向
論
文
二
三
八
～
二
四
〇
頁
︒

⑲

曽
根
ひ
ろ
み
﹁
芸
者
の
世
界
﹂︵
前
掲
は
じ
め
に
注
⑨
曽
根
著
書

初
出
︑
一
九

九
四
年
︶
一
〇
〇
頁
︒

⑳

小
林
丈
広
﹁
幕
末
維
新
期
の
都
市
社
会
﹂︵
宇
佐
美
英
機
・
藪
田
貫
編
﹃︿
江

戸
﹀
の
人
と
身
分
﹄
第
一
巻
︑
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
一
〇
年
︶︒

㉑

﹃
仁
風
集
覧
﹄︽
国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
三
井
文
庫
旧
蔵
資
料
︵
Ｍ
Ｙ
-
一
四

三
五
-
四
︶：
同
館
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
﹁
新
日
本
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
﹂
参

照
︾︒

㉒

﹁
遊
女
芸
者
取
扱
名
前
控
﹂︽
輪
違
屋
文
書
︵
一
号
︶：
京
都
市
歴
史
資
料
館
所

蔵
写
真
参
照
︾︒

㉓

前
掲
一
章
注
㉒
﹃
全
盛
糸
音
色
﹄︒

㉔

前
掲
一
章
注
㉑
﹁
四
ヶ
所
遊
所
之
儀
ニ
付
別
段
申
上
書
﹂
四
〇
五
頁
︒

㉕

同
前
﹁
四
ヶ
所
遊
所
之
儀
ニ
付
別
段
申
上
書
﹂
四
〇
四
～
四
〇
七
頁
︒

㉖

井
之
口
有
一
・
堀
井
令
以
知
﹁
京
都
市
室
町
商
人
・
西
陣
商
人
・
	
園
花
街
の

言
語
環
境
﹂︵
井
ノ
口
・
堀
井
﹃
京
都
語
位
相
の
調
査
研
究
﹄
東
京
堂
出
版
︑
一

九
七
二
年
︶
三
九
頁
︒

㉗

下
重
清
﹁
身
売
的
奉
公
と
女
衒
に
つ
い
て
﹂︵﹃
民
衆
史
研
究
﹄
第
三
四
号
︑
民

衆
史
研
究
会
︑
一
九
八
七
年
︶
四
六
頁
︒
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第
三
章

�
園
で
働
く
少
女
た
ち

本
章
で
は
︑
一
生
不
通
養
子
娘
と
し
て
	
園
に
や
っ
て
き
た
少
女
た
ち
が
︑
ど
の
よ
う
な
人
生
を
辿
っ
た
の
か
み
て
い
き
た
い
︒

少
女
た
ち
は
︑
前
章
で
確
認
し
た
別
紙
証
文
に
明
記
し
て
あ
っ
た
よ
う
に
︑
遊
女
や
給
金
先
借
り
の
賤
し
い
奉
公
を
前
提
と
し
て
養
子
に
だ

さ
れ
て
い
た
︒
奉
公
に
で
る
年
齢
と
し
て
は
︑
表
二
の
事
例
で
は
︑
芸
者
奉
公
に
出
る
年
齢
は
︑
二
四
番
は
つ
が
一
二
歳
︑
二
六
番
た
み
が
一

四
歳
︑
八
番
あ
い
が
一
六
歳
で
あ
る
︒
遊
女
奉
公
は
︑
九
二
番
い
さ
が
一
四
歳
︑
八
二
番
い
す
が
一
六
歳
︑
一
番
ひ
さ
が
一
九
歳
で
あ
る
︒
事

例
と
し
て
少
な
い
の
で
︑
明
治
一
一
年
︵
一
八
七
八
︶
の
史
料
と
な
る
が
︑﹃
都
の
花
競
﹄
に
お
け
る
	
園
新
地
・
	
園
町
の
芸
者
三
七
三
人
︑

遊
女
五
四
人
の
年
齢
を
検
討
し
て
み
る①
︒
同
書
に
よ
る
と
	
園
の
芸
妓
は
︑
最
低
年
齢
が
	
園
町
南
側
の
舞
妓
梅
代
の
一
三
歳
︑
最
高
年
齢
が

	
園
町
北
側
の
房
吉
で
五
九
歳
︑
一
〇
代
が
一
二
五
人
︵
三
三
％
︶
︑
二
〇
代
が
一
八
〇
人
︵
四
八
％
︶
︑
三
〇
代
が
四
七
人
︵
一
三
％
︶
︑
四
〇
代

が
一
四
人
︵
四
％
︶
︑
五
〇
代
が
七
人
︵
二
％
︶
と
な
っ
て
い
る
︒
一
方
︑
遊
女
は
︑
最
低
年
齢
が
	
園
町
北
側
の
森
さ
き
の
一
五
歳
で
︑
最
高

齢
が
清
本
町
の
高
野
う
の
の
三
四
歳
で
︑
一
〇
代
が
一
六
名
︵
三
〇
％
︶
︑
二
〇
代
が
三
四
名
︵
六
三
％
︶
︑
三
〇
代
が
四
名
︵
七
％
︶
で
︑
平
均

年
齢
二
二
歳
と
な
っ
て
い
る
︒
と
も
に
二
〇
代
が
中
核
で
あ
る
が
︑
職
業
の
性
質
上
︑
よ
り
若
い
年
代
か
ら
五
〇
代
ま
で
の
勤
労
が
可
能
で
あ

る
芸
者
と
︑
一
〇
代
後
半
か
ら
二
〇
代
ま
で
に
労
働
期
間
が
限
定
さ
れ
る
遊
女
の
差
が
大
き
く
で
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

表
の
事
例
で
い
え
ば
︑
た
と
え
ば
二
四
番
は
つ
は
︑
安
政
三
年
︵
一
八
五
六
︶
一
一
月
に
︑
新
烏
丸
切
通
し
錦
町
在
住
の
親
代
親
類
美
濃
屋

千
之
助
の
も
と
よ
り
︑
三
本
木
上
之
町
の
伏
見
屋
政
次
郎
の
所
に
一
〇
歳
で
一
生
不
通
養
子
に
だ
さ
れ
て
お
り
︵
	
園
町
一
六
号
︶
︑
そ
の
後
︑

安
政
五
年
︵
一
八
五
八
︶
︑
一
二
歳
で
	
園
新
地
富
永
町
の
遊
女
屋
三
枡
屋
勇
蔵
に
芸
者
奉
公
に
で
て
い
る
︵
	
園
町
一
五
九
号
︶
︒
五
番
の
と
く

は
︑
天
保
三
年
︵
一
八
三
二
︶
に
︑
七
歳
で
建
仁
寺
新
地
三
盛
町
の
近
江
屋
伊
兵
衛
の
も
と
よ
り
山
形
屋
礒
松
︵
礒
吉
︶
の
所
に
養
子
に
き
て

︵
	
園
町
一
一
号
︶
︑
天
保
八
年
︵
一
八
三
七
︶
に
一
二
歳
で
﹁
給
金
先
借
之
奉
公
﹂
に
だ
さ
れ
て
い
る
︵
	
園
町
一
二
号
︶
︒

次
に
︑
個
々
の
契
約
の
事
例
を
み
て
い
く
︒
	
園
町
文
書
の
遊
女
奉
公
文
書
を
紹
介
す
る
︵
	
園
町
八
一
号
︶
︒
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遊
女
奉
公
人
請
状
之
事

一
︑
我
等
実
娘
い
さ
与
申
当
年
十
四
才
ニ
相
成
候
者
︑
当
巳
九
月
よ
り
来
ル
卯
十
二
月
晦
日
迄
丸
年
拾
年
四
ケ
月
限
給
金
拾
六
両
相
極
︑
則
請
状
之
上
右

給
金
不
残
先
借
仕
︑
慥
ニ
請
取
其
許
殿
江
遊
女
奉
公
ニ
差
遣
申
候
処
実
正
明
白
也
︒
宗
旨
之
儀
者

御
上
様
御
法
度
之
切
支
丹
宗
門
ニ
而
も
無
之
︑

代
々
浄
土
宗
紛
無
之
候
︒
則
寺
請
状
別
紙
ニ
御
渡
申
置
候
︒
然
ル
上
者
い
さ
儀
ニ
付
諸
親
類
兄
弟
言
名
付
之
夫
︑
先
主
人
抔
与
申
︑
年
季
之
内
違
乱
妨

申
者
壱
人
茂
無
之
候
︒
此
者
取
逃
欠
落
或
者
身
隠
等
致
候
共
︑
早
速
私
共
尋
出
し
取
逃
之
品
も
在
之
候
ハ
ヽ
︑
不
残
相
弁
︑
本
人
共
急
度
御
手
渡
可
仕

候
︒
欠
落
之
日
限
及
延
引
候
節
者
︑
年
季
之
末
江
相
延
︑
定
之
年
月
奉
公
無
滞
為
相
勤
可
申
候
︒
若
行
衛
難
相
知
候
ハ
ヽ
︑
右
本
人
ニ
不
拘
先
借
之
給

金
無
滞
相
立
可
申
候
︒
尤
年
季
之
内
立
金
抔
と
申
︑
無
躰
之
暇
乞
請
申
間
敷
候
︒
万
一
い
さ
儀
不
奉
公
仕
候
歟
︑
金
子
御
入
用
之
儀
御
座
候
ハ
ヽ
︑
本

人
私
共
江
引
請
︑
世
話
致
︑
何
国
何
方
江
成
共
︑
同
躰
之
奉
公
ニ
在
附
替
︑
其
給
金
不
残
為
身
代
金
無
滞
御
渡
可
申
候
︒
其
節
私
共
新
証
文
無
異
儀
調

印
可
仕
候
︒
年
明
之
節
︑
引
負
借
金
等
有
之
候
ハ
ヽ
︑
其
所
仕
来
之
通
為
相
済
候
而
︑
召
連
帰
り
可
申
候
︒
自
然
い
さ
儀
身
請
被
成
度
望
之
仁
在
之
候

ハ
ヽ
︑
其
礼
金
如
何
程
成
共
御
取
被
成
︑
何
方
江
成
共
年
季
之
外
末
々
と
も
御
遣
し
可
被
下
候
︒
本
人
出
世
之
儀
ニ
御
座
候
得
者
︑
曽
而
申
分
無
御
座

候
︒
尤
年
季
無
難
ニ
相
勤
候
後
︑
此
印
形
之
者
相
果
候
歟
︑
居
所
難
相
知
候
ハ
ヽ
︑
下
女
成
共
御
召
仕
被
下
候
而
︑
相
応
之
縁
談
在
之
節
︑
其
許
殿
御

勝
手
ニ
御
取
計
可
被
成
下
候
︒
聊
差
構
申
分
無
御
座
候
︒
万
一
い
さ
儀
病
死
頓
死
不
慮
之
儀
ニ
而
相
果
候
共
︑
其
許
殿
御
見
届
之
上
︑
何
方
江
成
共
宜

敷
御
葬
可
被
下
候
︒
其
様
子
跡
ニ
而
承
り
候
共
︑
一
言
之
御
恨
申
分
決
而
無
之
候
︒
右
之
外
如
何
様
之
六
ヶ
敷
出
入
出
来
仕
候
共
︑
我
等
何
方
迄
も
罷

出
急
度
埒
明
︑
其
許
殿
江
少
し
茂
御
難
儀
相
掛
申
間
敷
候
︒
為
後
日
遊
女
奉
公
人
請
状
仍
而
如
件
︒

明
治
弐
年
︵
以
下
︑
破
損
︶

一
四
歳
の
少
女
い
さ
が
一
〇
年
四
ケ
月
の
年
季
︑
給
金
一
六
両
で
遊
女
奉
公
に
で
た
際
の
請
状
で
あ
る
︒
こ
の
請
状
は
︑
年
月
日
の
と
こ
ろ

で
破
れ
て
お
り
差
出
宛
名
が
わ
か
ら
な
い
が
︑
こ
の
本
紙
証
文
に
対
応
す
る
﹁
差
入
申
別
紙
一
札
事
﹂
の
内
容
か
ら
︑
明
治
二
年
︵
一
八
六
九
︶

九
月
に
︑
柏
屋
嘉
兵
衛
と
つ
な
の
夫
婦
が
い
さ
を
井
筒
屋
巻
之
助
に
遊
女
奉
公
に
差
し
出
し
た
際
の
請
状
と
判
明
す
る
︵
	
園
町
一
三
一
号
︶
︒
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一
九
歳
の
ひ
さ
の
事
例
︵
一
番
︶
で
は
︑
年
季
五
年
︑
給
金
二
五
両
で
あ
り
︑
一
四
歳
の
た
み
の
事
例
︵
二
六
番
︶
で
は
︑
年
季
一
二
年
一
一
ヶ

月
︑
給
金
二
五
両
と
な
っ
て
お
り
︑
一
六
歳
の
い
す
の
事
例
︵
八
二
番
︶
で
は
︑
年
季
八
年
四
ヶ
月
︑
給
金
四
六
両
と
な
っ
て
い
る
︒
個
々
の

事
例
で
契
約
期
間
や
給
金
は
大
き
く
異
な
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒

な
お
本
文
書
は
日
付
欄
以
下
が
破
損
に
よ
り
残
存
し
な
い
が
︑
八
二
番
の
い
す
の
事
例
で
も
︑
請
状
の
年
月
日
の
下
の
差
出
人
の
部
分
が
四

角
く
人
為
的
に
切
り
取
ら
れ
て
い
る②
︒
そ
も
そ
も
遊
女
奉
公
人
請
状
の
残
存
状
況
が
著
し
く
低
い
こ
と
も
︑
な
ん
ら
か
の
人
為
的
な
削
除
︑
廃

棄
が
行
わ
れ
た
可
能
性
を
想
定
し
う
る
︒

一
方
︑
	
園
で
は
圧
倒
的
に
人
数
的
に
は
多
い
芸
者
奉
公
に
つ
い
て
も
︑
請
状
は
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
い
︒
建
仁
寺
門
前
金
屋
町
の
実
父

丹
後
屋
藤
助
ら
が
︑
年
季
一
二
年
︑
給
金
一
三
両
で
︑
あ
い
を
近
江
屋
市
次
郎
に
だ
し
た
八
番
の
事
例
︑
北
野
真
盛
町
の
養
子
親
松
屋
き
く
ら

が
︑
年
季
一
二
年
一
一
ヶ
月
︑
給
金
二
五
両
で
︑
た
み
を
	
園
新
地
留
長
町
︵
富
永
町
︶
の
近
江
屋
松
太
郎
に
だ
し
た
二
六
番
の
事
例
︑
明
治

四
年
︵
一
八
七
一
︶
よ
り
︑
年
季
七
年
︑
給
金
四
五
両
に
て
︑
木
屋
町
三
条
上
ル
大
坂
町
の
実
兄
山
本
庄
治
郎
の
妹
や
す
が
︑
岡
田
き
さ
に
芸

者
奉
公
に
だ
さ
れ
て
い
る
一
〇
七
番
の
事
例
で
あ
る
︒
	
園
町
文
書
に
残
る
﹁
芸
者
奉
公
人
請
状
﹂
を
か
か
げ
る
︵
	
園
町
八
二
号
︶
︒

芸
者
奉
公
人
請
状
之
事

一
︑
我
等
娘
や
す
与
申
当
年
拾
八
歳
ニ
相
成
候
者
︑
当
未
正
月
よ
り
来
丑
十
二
月
晦
日
迄
丸
年
七
ヶ
年
限
給
金
四
拾
五
両
相
極
︑
右
給
金
不
残
先
借
仕
︑

慥
ニ
請
取
︑
其
許
殿
江
芸
者
奉
公
ニ
差
遣
申
候
処
実
正
也
︒
然
ル
上
ハ
此
者
ニ
付
脇
外
よ
り
諸
親
類
兄
弟
亦
者
言
名
附
之
夫
︑
先
主
人
抔
与
申
︑
奉
公

之
妨
申
者
壹
人
茂
無
御
座
候
︒
尤
仕
着
之
儀
者
夏
冬
共
相
応
之
物
壱
ツ
宛
御
着
被
下
候
約
定
ニ
御
座
候
︒

御
上
様

御
法
度
之
切
支
丹
宗
門
ニ
而

者
無
之
︑
代
々
浄
土
宗
紛
無
之
候
得
共
︑
則
寺
請
状
別
紙
ニ
取
之
可
進
候
︒
以
来
者
其
許
殿
宗
門
ニ
御
加
入
可
被
下
候
︒
自
然
此
者
取
逃
欠
落
等
仕
候

ハ
ヽ
︑
早
速
本
人
尋
出
し
御
手
渡
可
仕
候
︒
若
取
逃
之
品
有
之
候
ハ
ヽ
︑
無
相
違
相
弁
可
申
候
︒
尤
年
季
中
途
ニ
無
体
之
段
乞
請
申
間
敷
候
︒
若
不
奉

公
仕
候
歟
︑
金
子
御
入
用
之
儀
有
之
候
ハ
ヽ
︑
右
娘
我
等
共
方
江
引
請
︑
同
体
之
奉
公
ニ
有
附
替
︑
其
給
金
不
残
相
立
可
申
候
︒
尤
年
季
明
候
節
︑
引
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負
借
金
等
有
之
候
ハ
ヽ
︑
其
所
之
仕
来
通
為
相
済
候
而
︑
召
連
帰
可
申
候
︒
此
者
立
金
被
成
度
望
之
仁
御
座
候
ハ
ヽ
︑
御
相
対
を
以
其
立
金
如
何
程
御

取
被
成
︑
何
国
何
方
江
成
共
︑
年
季
之
外
︑
末
々
迄
茂
御
遣
可
被
下
候
共
︑
本
人
出
世
之
儀
候
得
者
︑
曽
而
申
分
無
之
候
︒
尤
年
季
無
難
ニ
相
勤
候
後
︑

此
印
形
之
者
相
果
候
歟
︑
居
所
難
相
知
候
ハ
ヽ
︑
下
女
ニ
成
共
御
召
仕
被
下
候
上
︑
相
応
之
縁
談
茂
有
之
候
ハ
ヽ
︑
其
許
殿
御
勝
手
ニ
御
取
計
被
成
下

候
共
︑
聊
差
構
申
分
無
之
候
︒
万
一
此
者
病
死
頓
死
不
慮
之
儀
ニ
而
相
果
候
共
︑
其
許
殿
御
見
届
之
上
︑
何
方
江
成
共
宜
敷
御
葬
被
下
候
而
︑
其
様
子

跡
ニ
而
承
候
共
︑
御
恨
不
足
決
而
申
入
間
敷
候
︒
右
之
外
此
者
ニ
付
如
何
様
之
六
ヶ
敷
出
入
出
来
仕
候
共
︑
我
等
共
何
方
迄
茂
罷
出
埒
明
仕
︑
其
許
殿

江
少
も
御
難
相
掛
申
間
敷
候
︒
為
後
日
芸
者
奉
公
人
請
状
仍
而
如
件
︒

︵
年
月
日
・
宛
先
・
差
出
省
略
︶

遊
女
奉
公
の
証
文
と
ほ
ぼ
か
わ
ら
な
い
条
文
と
な
っ
て
お
り
︑
違
い
と
し
て
は
︑
夏
服
・
冬
服
と
し
て
﹁
相
応
之
物
﹂
を
一
着
ず
つ
支
給
す

る
と
い
う
仕
着
せ
の
規
定
が
あ
る
程
度
で
あ
る
︒
先
の
遊
女
奉
公
と
同
じ
く
︑
こ
れ
ら
の
請
状
で
は
︑
欠
落
・
取
逃
を
し
た
場
合
の
決
ま
り
事

が
多
く
記
さ
れ
て
い
る
︒
先
述
し
た
遊
女
屋
若
松
屋
の
抱
え
芸
者
・
遊
女
の
名
簿
に
は
︑﹁
午
︵
安
政
五
年
︶
二
月
十
九
日
家
出
︒
行
衛
不
知
ニ

付
追
而
消
ス
﹂︵
	
園
町
南
側
の
近
江
屋
徳
の
娘
の
芸
者
梅
吉
︶
や
︑﹁
巳
︵
安
政
四
年
︶
十
二
月
家
出
ニ
付
暇
出
シ
﹂︵
	
園
町
南
側
の
河
内
屋
と
く
の

娘
の
芸
者
春
栄
︶
と
い
う
注
記
が
み
ら
れ
る③
︒
欠
落
・
取
逃
は
実
際
︑
起
こ
り
う
る
事
態
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

	
園
町
文
書
に
は
も
う
一
点
︑
請
状
で
は
な
い
が
︑
芸
者
奉
公
関
連
文
書
が
残
る
︵
	
園
町
一
五
九
号
︶
︒

一
札

一
︑
此
度
双
方
得
心
之
上
我
等
娘
は
つ
与
申
者
︑
年
季
給
金
相
極
メ
︑
其
許
殿
江
芸
者
奉
公
ニ
差
遣
し
申
候
所
実
正
也
︒
然
ル
上
ハ
は
つ
義
此
後
ニ
至
り

芸
道
届
兼
渡
世
向
ニ
間
ニ
合
不
申
候
ハ
ゝ
︑
遊
女
ニ
御
召
仕
被
下
候
︒
尤
一
々
我
等
方
へ
御
届
不
及
其
許
殿
御
勝
手
ニ
御
取
計
被
下
候
︒
此
儀
最
初
よ

り
得
心
之
上
ハ
其
節
一
言
之
違
変
申
分
無
御
座
候
︒
猶
又
同
人
実
縁
之
義
被
尋
御
尤
ニ
存
候
︒
右
は
つ
両
親
之
者
先
年
被
相
果
候
儀
相
違
無
之
候
︒
其

70 ( 70 )



上
貰
親
之
ま
つ
殿
義
も
︑
幷
ニ
兄
亀
吉
殿
も
死
去
被
致
候
上
ハ
︑
外
ニ
身
寄
無
之
候
︒
則
親
代
は
る
方
よ
り
も
得
心
一
札
取
之
︑
差
入
置
候
上
ハ
何
事

之
故
障
等
決
而
無
之
候
得
共
︑
自
然
は
つ
義
身
分
ニ
付
︑
実
縁
身
寄
抔
与
申
年
限
中
奉
公
妨
ケ
申
出
候
者
有
之
候
ハ
ゝ
︑
早
速
我
々
共
何
方
迄
茂
罷
出

引
請
埒
明
︑
其
許
殿
江
少
茂
御
損
難
迷
惑
相
掛
ヶ
申
間
敷
候
︒
為
後
日
之
別
段
差
入
置
引
請
一
札
仍
而
如
件
︒

︵
年
月
日
・
宛
先
・
差
出
省
略
︶

こ
ち
ら
は
二
四
番
の
事
例
で
︑
安
政
五
年
︵
一
八
五
八
︶
に
︑
養
父
伏
見
屋
政
次
郎
が
養
子
娘
は
つ
を
︑
遊
女
屋
三
枡
屋
勇
蔵
に
芸
者
奉
公

に
だ
し
た
際
の
一
札
で
あ
る
︒
年
季
給
金
が
具
体
的
に
書
か
れ
て
お
ら
ず
︑
こ
の
証
文
と
は
別
に
本
紙
証
文
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
は
つ
は
︑

こ
れ
に
先
立
つ
安
政
三
年
︵
一
八
五
六
︶
に
伏
見
屋
の
も
と
に
一
生
不
通
養
子
に
入
っ
て
お
り
︵
	
園
町
一
六
号
︶
︑
養
子
先
か
ら
芸
者
奉
公
に
だ

さ
れ
て
い
る
︒
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
︑﹁
は
つ
義
此
後
ニ
至
り
芸
道
届
兼
渡
世
向
ニ
間
ニ
合
不
申
候
ハ
ゝ
︑
遊
女
ニ
御
召
仕
被
下
候
﹂
と

い
う
一
文
で
あ
る
︒﹁
芸
道
﹂
が
一
定
の
水
準
に
達
し
な
い
場
合
︑
遊
女
に
す
る
こ
と
を
認
め
る
文
言
が
は
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒﹁
芸
道
﹂

と
あ
る
が
︑
は
つ
が
芸
者
奉
公
の
た
め
に
ど
の
よ
う
な
修
行
を
し
た
の
か
は
判
明
し
な
い
︒
文
化
期
に
は
︑
東
山
の
楼
館
な
ど
で
	
園
芸
者
た

ち
が
歌
や
舞
の
芸
を
競
う
歌
会
や
舞
会
が
行
わ
れ
て
お
り
︑
ま
た
大
坂
や
名
古
屋
で
も
︑
化
政
年
間
に
し
ば
し
ば
	
園
か
ら
来
た
芸
者
た
ち
に

よ
る
風
流
舞
所
作
・
今
様
舞
お
ど
り
・
今
当
流
げ
い
事
・
吾
妻
風
三
味
線
・
二
丁
鼓
三
味
線
・
長
唄
三
味
線
の
興
行
が
行
わ
れ
て
い
た④
︒
当
然
︑

こ
れ
ら
の
芸
能
を
演
じ
る
に
は
一
定
の
修
行
期
間
が
必
要
と
な
り
︑
師
匠
の
も
と
で
稽
古
が
行
わ
れ
た
は
ず
で
あ
る
︒
先
の
契
約
は
︑
そ
の
よ

う
な
﹁
芸
道
﹂
が
上
達
せ
ず
に
︑
芸
者
と
し
て
店
に
だ
す
ま
で
に
至
ら
な
い
場
合
は
︑
遊
女
に
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
︒
八
番
の
あ
い
の

事
例
で
も
︑﹁
差
入
申
別
紙
一
札
之
事
﹂
の
な
か
に
︑﹁
芸
道
行
届
不
申
儀
抔
有
之
候
ハ
ヽ
我
々
共
え
御
相
談
之
上
遊
女
ニ
成
共
致
候
﹂
と
い
う

一
文
が
あ
り⑤
︑
ま
た
二
六
番
た
み
の
事
例
で
も
︑﹁
差
入
申
別
紙
一
札
之
事
﹂
に
︑
ほ
ぼ
同
じ
条
文
が
書
か
れ
て
い
る⑥
︒

小
林
雅
子
氏
は
こ
の
文
書
を
紹
介
し
た
上
で
︑﹁
表
向
き
は
芸
妓
と
い
っ
て
も
遊
女
同
様
の
稼
業
を
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た⑦
﹂
と
指
摘

す
る
が
︑
こ
の
契
約
に
お
い
て
遊
女
と
芸
者
と
は
明
ら
か
に
区
別
さ
れ
て
お
り
︑
こ
の
認
識
は
間
違
っ
て
い
る
︒
曽
根
ひ
ろ
み
氏
が
︑﹁
芸
者

江戸時代後期の	園と一生不通養子娘（鍛治）
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は
売
っ
て
金
に
な
る
一
定
の
遊
芸
を
身
に
つ
け
て
い
た
が
ゆ
え
に
︑
不
断
に
か
ら
だ
を
売
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
る
状
況
を
免
れ
え
た
の
だ
と
も

言
え
る⑧
﹂
と
指
摘
す
る
よ
う
に
︑﹁
芸
者
﹂
は
専
門
技
能
を
要
し
た
職
業
と
し
て
社
会
的
に
認
知
さ
れ
て
お
り
︑
芸
を
売
る
﹁
芸
者
﹂
と
︑
体

を
売
る
﹁
遊
女
﹂
と
は
︑
職
業
と
し
て
明
確
に
区
別
さ
れ
て
お
り
︑
そ
の
認
識
は
こ
の
契
約
に
も
通
底
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
は
つ
の
立
場
に

た
て
ば
︑
芸
の
道
が
上
達
し
な
い
場
合
︑
つ
ま
り
︑
奉
公
先
の
主
人
の
判
断
次
第
で
︑
遊
女
に
な
る
可
能
性
が
あ
っ
た
︒
彼
女
た
ち
が
芸
者
奉

公
に
で
る
店
が
︑
遊
女
屋
と
よ
ば
れ
て
お
り
︑
芸
者
細
見
と
遊
女
細
見
に
は
︑
同
じ
遊
女
屋
が
並
ん
で
い
る
こ
と
は
表
一
を
み
れ
ば
一
目
瞭
然

で
あ
る
︒
遊
女
屋
若
松
屋
の
名
簿
も
﹁
遊
女
芸
者
取
扱
名
前
控
﹂
で
あ
り
︑
両
者
を
一
緒
に
管
理
し
て
い
た
︒
芸
者
と
遊
女
︑
両
者
の
境
界
線

は
︑
芸
道
が
渡
世
向
き
か
ど
う
か
と
い
う
非
常
に
曖
昧
な
も
の
で
︑
そ
の
境
界
線
は
︑
芸
者
も
遊
女
も
同
時
に
抱
え
て
い
る
雇
用
主
の
判
断
で

決
ま
っ
た
︒
江
戸
時
代
の
	
園
に
お
い
て
︑
遊
女
と
し
て
体
を
売
っ
て
生
計
を
立
て
る
こ
と
と
︑
芸
者
と
し
て
芸
の
道
を
生
き
る
こ
と
と
は
表

裏
一
体
で
あ
っ
た
と
い
え
る
︒
一
二
歳
で
芸
者
奉
公
に
で
て
い
た
は
つ
で
あ
っ
た
が
︑
一
八
歳
の
時
︑
文
久
四
年
︵
一
八
六
四
︶
に
は
︑
芸
者

奉
公
を
辞
め
て
︑
	
園
町
北
側
の
近
江
屋
長
七
の
も
と
に
養
子
に
だ
さ
れ
て
お
り
︵
	
園
町
一
六
二
号
︶
︑
芸
者
か
ら
遊
女
に
附
け
替
え
に
な
っ

た
も
の
と
類
推
さ
れ
る
︒
若
松
屋
の
抱
え
る
芸
者
で
も
︑
	
園
町
北
側
鼠
屋
ふ
さ
娘
の
浪
花
が
︑﹁
巳
︵
安
政
四
年
︶
八
月
に
遊
女
江
付
替
﹂︑

西
新
屋
敷
中
之
町
輪
違
屋
与
兵
衛
内
抱
の
松
之
栄
が
﹁
巳
︵
安
政
四
年
︶
十
月
ニ
遊
女
江
附
替
﹂
と
注
記
が
あ
り
︑
芸
者
か
ら
遊
女
へ
の
附
け

替
え
が
行
わ
れ
て
い
る
︒

一
方
で
︑
芸
者
で
あ
っ
て
も
男
性
に
体
を
売
る
こ
と
が
常
態
化
し
て
い
る
と
い
う
現
実
も
あ
っ
た
︒
文
政
五
年
︵
一
八
二
二
︶
の
洒
落
本

﹃
箱
ま
く
ら
﹄
で
は
︑
さ
ま
ざ
ま
な
状
況
下
で
︑
客
が
芸
者
を
買
い
︑
芸
者
も
色
を
売
ろ
う
と
し
て
い
る
様
子
を
描
い
て
い
る⑨
︒
京
都
町
奉
行

浅
野
長
祚
も
︑
京
都
で
の
遊
所
行
政
を
京
都
所
司
代
脇
坂
安
宅
と
検
討
す
る
に
あ
た
り
︑
次
の
指
摘
を
し
て
い
る⑩
︒

祗
園
新
地
ニ
限
り
芸
者
与
申
名
目
之
者
ハ
︑
則
遊
女
之
替
名
同
様
之
事
ニ
而
︑
技
芸
の
み
を
以
て
渡
世
致
候
者
者
別
に
舞
子
与
申
少
女
御
座
候
︵
中
略
︶

︵
芸
者
の
︶
売
方
者
遊
女
与
違
︑
花
代
も
嵩
之
働
き
捌
方
も
宜
候
故
︑
専
ら
土
地
之
潤
助
ニ
相
成
︑
且
身
柄
も
実
娘
又
者
養
女
等
︑
遊
女
如
く
勝
手
次
第
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ニ
身
任
致
候
訳
ニ
も
無
之
︑
先
者
壱
両
人
を
目
当
ニ
身
任
せ
致
居
︑
其
内
ニ
者
囲
妾
之
如
き
も
の
茂
有
之
︑
何
分
遊
女
同
様
之
取
扱
ニ
も
相
成
申
間
敷

︵
後
略
︶

こ
れ
は
︑
芸
者
を
な
く
し
て
︑
遊
女
に
一
括
す
る
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
な
か
で
の
発
言
で
あ
る
︒
身
を
売
ら
な
い
芸
者
は
ほ
と
ん
ど
お
ら

ず
︑
体
を
売
る
と
い
う
点
で
は
遊
女
同
前
で
あ
る
が
︑
遊
女
の
よ
う
に
勝
手
次
第
に
体
を
売
る
わ
け
で
は
な
く
収
入
も
上
で
あ
る
︑
と
い
う
認

識
を
浅
野
が
示
し
て
い
る
︒
	
園
に
お
け
る
圧
倒
的
な
芸
者
の
数
か
ら
も
︑
芸
者
を
志
向
す
る
傾
向
が
強
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
︑
そ
の
一

方
で
︑
上
述
し
た
よ
う
に
そ
の
立
場
の
強
い
は
ず
の
芸
者
の
奉
公
契
約
は
︑
ほ
ぼ
遊
女
の
奉
公
契
約
と
変
わ
ら
な
い
内
容
で
あ
り
︑
遊
女
に
転

身
し
て
い
る
女
性
も
存
在
し
た
︒
町
奉
行
が
把
握
し
た
現
実
と
は
︑
ま
た
異
な
る
現
実
が
あ
っ
た
こ
と
も
確
か
で
あ
ろ
う
︒

こ
こ
ま
で
遊
女
奉
公
︑
芸
者
奉
公
に
つ
い
て
み
て
き
た
が
︑
さ
ら
に
少
女
た
ち
の
養
子
後
の
人
生
に
つ
い
て
確
認
し
た
い
︒
八
番
あ
い
は
︑

先
述
し
た
よ
う
に
︑
天
保
五
年
︵
一
八
三
四
︶
に
一
六
歳
で
芸
者
奉
公
に
で
て
い
る
が
︑
そ
の
三
年
後
に
﹁
難
病
差
出
︑
芸
者
難
勤
﹂
と
い
う

こ
と
で
︑
年
季
途
中
で
暇
を
も
ら
っ
て
い
る⑪
︒
高
木
博
志
氏
は
︑
大
正
期
の
	
園
の
衛
生
環
境
に
つ
い
て
︑
	
園
乙
部
の
娼
妓
二
五
七
名
の
一

年
間
の
入
院
患
者
数
が
二
五
四
名
と
い
う
実
態
を
示
し
︑
性
病
の
蔓
延
状
態
を
指
摘
し
て
い
る⑫
︒
江
戸
時
代
の
	
園
の
衛
生
・
医
療
環
境
が
︑

大
正
期
よ
り
優
れ
た
環
境
に
あ
っ
た
と
は
想
定
し
が
た
い
︒
実
際
︑
幕
末
期
の
遊
女
屋
尾
上
屋
の
抱
え
遊
女
の
一
覧
で
も
︑
	
園
新
地
清
本
町

の
嶋
屋
卯
吉
抱
え
の
遊
女
二
二
歳
の
梅
︵
実
名
む
め
︶
の
欄
に
は
﹁
病
死
致
﹂
と
い
う
書
き
込
み
が
な
さ
れ
て
お
り⑬
︑
命
を
落
と
し
た
も
の
や

遊
女
や
芸
者
を
続
け
ら
れ
な
い
も
の
も
少
な
か
ら
ず
い
た
と
思
わ
れ
る
が
詳
細
な
実
態
は
わ
か
ら
な
い
︒

以
下
︑
遊
所
で
生
き
抜
い
た
少
女
た
ち
の
そ
の
後
を
紹
介
す
る
︒
表
二
は
︑
少
女
た
ち
が
	
園
に
来
た
時
に
交
わ
さ
れ
る
一
生
不
通
養
子
娘

証
文
を
中
心
と
し
た
史
料
群
か
ら
作
っ
て
お
り
︑
五
番
と
く
と
︑
三
二
番
は
る
の
二
三
歳
が
最
高
齢
と
な
り
︑
そ
の
後
の
人
生
は
こ
の
表
か
ら

は
な
か
な
か
判
明
し
に
く
い
︒
先
述
し
た
よ
う
に
五
〇
代
の
	
園
の
芸
者
も
お
り
︑
	
園
で
芸
者
と
し
て
生
き
る
と
い
う
道
も
存
在
し
て
い
た

が
︑
女
性
た
ち
の
な
か
に
は
︑
	
園
を
離
れ
て
地
方
の
遊
所
に
行
く
女
性
た
ち
も
い
た
︒
丹
後
宮
津
の
遊
所
東
新
地
を
分
析
し
た
曽
根
ひ
ろ
み
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表
三

�
園
遊
女
・
芸
者
身
受
け
事
例

年

月

職
業

名
前

取

持

遊
女
屋

相

手

身
受
金

安
政
六
年
七
月

芸
者

小
勇

大
和
大
路
弁
才
天
町
井
筒
屋
ら
く

	
園
新
地
富
永
町
玉
屋
彦
太
郎

江
州
中
郡
金
堂
村
外
村
与
右
衛
門

三
五
〇
両

安
政
六
年
八
月

芸
者

き
み

	
園
町
北
側
松
屋
ち
う

	
園
町
北
側
井
筒
屋
安
之
助

四
条
東
洞
院
西
入
丁
美
濃
屋
儀
兵
衛
弟
庄
七

三
〇
両

安
政
六
年
八
月

芸
者

八
重
路

	
園
新
地
富
永
町
菊
屋
清
介

	
園
新
地
富
永
町
井
筒
屋
常
次
郎

肥
前
長
崎
村
瀬
彦
兵
衛

一
五
〇
両

安
政
六
年
一
〇
月

遊
女

小
竹

宮
川
筋
一
丁
目
丹
波
屋
清
兵
衛

	
園
町
南
側
八
百
屋
善
吉

肥
前
長
崎
内
田
紋
十
郎

一
四
両

安
政
六
年
一
一
月

芸
者

鶴
路

	
園
新
地
富
永
町
柳
屋
き
く

	
園
新
地
末
吉
町
京
屋
梅
次
郎

室
町
四
条
上
ル
丁
伊
勢
屋
源
介

一
八
〇
両

安
政
六
年
一
一
月

芸
者

鶴
勇

︱

	
園
新
地
富
永
町
井
筒
屋
常
次
郎

室
町
御
池
上
ル
町
紅
花
渡
世
西
村
屋
清
九
郎

三
〇
〇
両

安
政
六
年
一
二
月

芸
者

光
葉

︱

	
園
新
地
末
吉
町
井
上
屋
友
三
郎

四
条
御
幸
町
西
入
丁
呉
服
渡
世
岩
井
屋
市
太
郎

三
〇
〇
両

安
政
六
年

遊
女

松
山

︱

	
園
新
地
富
永
町
若
松
屋
源
之
介

南
山
城
小
倉
池
垣
甚
七
郎

五
〇
両

安
政
七
年
二
月

芸
者

勇
鶴

	
園
新
地
元
吉
町
茶
屋
八
百
屋
と
ら

	
園
新
地
富
永
町
若
松
屋
源
之
介

新
町
三
条
上
ル
町
莞
筵
問
屋
大
坂
屋
九
兵
衛

二
〇
〇
両

氏
は
︑
酌
取
女
︵
芸
者
︶
四
六
人
の
う
ち
四
一
人
が
京
都
出
身
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る⑭
︒
そ
の
な
か
に
は
	
園
町
南
側
や
	
園
新
地
元
吉
町

な
ど
	
園
在
住
者
の
娘
も
数
多
く
み
う
け
ら
れ
る
︒
ま
た
近
江
国
の
今
津
宿
の
茶
屋
で
働
く
女
性
に
つ
い
て
も
︑
そ
の
大
半
が
	
園
や
八
坂
出

身
で
あ
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る⑮
︒
	
園
の
茶
屋
に
養
子
に
来
た
少
女
た
ち
が
︑
他
地
域
で
芸
者
奉
公
を
す
る
際
の
選
択
を
お
こ
な
う
主
体
や
仲

介
役
の
実
態
な
ど
は
判
然
と
し
な
い
が
︑
現
実
と
し
て
他
地
域
に
行
っ
た
事
例
が
み
い
だ
せ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
︒

ま
た
商
家
な
ど
に
身
受
け
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
︒
表
三
は
︑
井
伊
家
の
調
査
に
載
る
	
園
の
遊
女
・
芸
者
の
身
受
け
の
記
録
を
ま
と
め
た

も
の
で
あ
る⑯
︒
京
都
の
み
な
ら
ず
︑
長
崎
や
近
江
の
商
人
も
身
受
け
を
し
て
い
る
︒
身
受
け
金
は
︑
一
四
両
か
ら
三
五
〇
両
ま
で
で
︑
個
人
に

よ
っ
て
料
金
は
大
き
く
異
な
る
︒
他
に
も
﹃
仁
風
集
覧
﹄
に
居
所
	
園
町
南
側
と
し
て
名
前
が
載
る
井
筒
屋
ま
つ
の
娘
ゆ
う
が
近
江
商
人
の
家

に
妾
奉
公
に
で
て
い
る
事
例
も
あ
り⑰
︑
商
家
の
妾
に
な
る
と
い
う
選
択
肢
も
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

最
後
に
九
八
番
の
事
例
を
紹
介
し
た
い
︒
こ
の
事
例
は
︑
明
治
三
年
︵
一
八
七
〇
︶
に
︑
八
歳
の
少
女
す
ゑ
が
︑
八
百
屋
し
な
の
所
に
一
生
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不
通
養
子
娘
に
だ
さ
れ
て
い
る
事
例
で
あ
り
︑
本
紙
証
文
と
別
紙
一
札
︑
宗
旨
送
り
状
が
残
さ
れ
て
い
る
︒
宗
旨
送
り
状
か
ら
養
子
親
八
百
屋

し
な
の
居
所
は
	
園
新
地
橋
本
町
で
あ
り
︑
そ
の
旦
那
寺
が
下
寺
町
の
長
講
寺
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︵
	
園
町
二
一
二
号
︶
︒
実
は
︑
二
章
冒

頭
で
み
た
嘉
永
六
年
︵
一
八
五
三
︶
に
九
歳
で
八
百
屋
虎
の
も
と
に
一
生
不
通
養
子
娘
で
や
っ
て
き
た
し
な
の
新
し
い
旦
那
寺
も
長
講
寺
で
あ

っ
た
︒
八
百
屋
虎
の
住
所
は
川
端
四
条
上
ル
で
あ
り
異
な
っ
て
い
る
が
︑
茶
屋
の
住
所
が
移
動
す
る
事
例
は
他
に
も
よ
く
み
ら
れ
る
︒
昭
和
初

期
の
	
園
茶
屋
の
調
査
を
行
っ
た
中
野
卓
氏
は
︑
茶
屋
本
家
の
継
承
は
女
系
で
な
さ
れ
︑
ま
た
娘
の
分
家
も
多
く
み
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る⑱
︒

例
え
ば
︑
慶
応
三
年
︵
一
八
六
七
︶
	
園
町
南
側
の
近
江
屋
き
の
が
屋
敷
一
ヶ
所
を
娘
と
ら
へ
︑
さ
ら
に
そ
の
近
江
屋
と
ら
が
屋
敷
一
ヶ
所
を

妹
つ
る
へ
譲
り
渡
す
旨
の
届
け
書
が
	
園
社
社
代
に
提
出
さ
れ
て
い
る⑲
︒
こ
の
近
江
屋
が
茶
屋
で
あ
る
確
証
は
な
い
が
︑
娘
や
妹
へ
の
屋
敷
委

譲
と
い
う
事
例
が
	
園
町
南
側
で
発
生
し
て
い
る
点
を
考
慮
す
れ
ば
︑
茶
屋
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
︒
し
な
も
こ
の
よ
う
な
形
で
︑

養
子
先
の
八
百
屋
を
継
い
だ
可
能
性
が
あ
る
︒
も
し
こ
の
八
百
屋
し
な
が
︑
嘉
永
六
年
に
	
園
に
や
っ
て
き
た
し
な
な
ら
ば
︑
明
治
三
年
に
は

二
六
歳
で
あ
る
︒
養
子
と
し
て
は
い
っ
た
茶
屋
を
継
ぎ
︑
も
し
く
は
︑
分
家
を
た
て
て
︑
実
親
に
﹁
傾
城
遊
女
ハ
不
及
申
ニ
︑
如
何
躰
之
賤
敷

給
金
先
借
之
奉
公
﹂︵
	
園
町
一
一
七
号
︶
に
遣
わ
し
て
も
構
わ
な
い
と
約
束
さ
せ
て
︑
一
七
年
前
の
自
ら
と
同
じ
契
約
条
件
で
八
歳
の
養
子
娘

を
迎
え
る
女
主
人
と
な
っ
た
こ
と
も
十
分
想
定
可
能
で
あ
る
︒
過
酷
な
労
働
環
境
の
も
と
︑
	
園
で
生
き
抜
い
た
女
性
の
な
か
に
は
︑
こ
の
よ

う
な
選
択
を
し
た
女
性
も
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒

①

﹃
都
の
花
競
﹄︽
大
阪
大
学
附
属
図
書
館
小
野
文
庫
所
蔵
︵
九
一
八
．
五
-
Ｏ
Ｎ

Ｏ
-
二
八
二
︶
：
国
文
学
研
究
資
料
館
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
﹁
近
代
書
誌
・
近
代
画
像

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
﹂
参
照
︾︒

②

﹁
遊
女
奉
公
人
請
状
之
事
﹂︽
東
北
大
学
附
属
図
書
館
︵
七
五
-
六
︶︾︒

③

前
掲
二
章
注
㉒
﹁
遊
女
芸
者
取
扱
名
前
控
﹂︒

④

岡
田
万
里
子
﹁
井
上
流
と
花
街
の
芸
能
﹂︵
前
掲
は
じ
め
に
注
⑰
岡
田
著
書

初

出
︑
一
九
九
八
～
二
〇
〇
〇
年
︶
二
五
四
～
二
五
八
頁
︒

⑤

前
掲
二
章
注
⑨
石
井
﹁
遊
女
︑
飯
盛
等
奉
公
請
状
﹂
四
八
二
頁
︒

⑥

前
掲
二
章
注
⑨
成
瀬
﹁
近
世
・
明
治
初
期
家
族
法
関
連
史
料
︵
五
︶﹂
一
八
頁
︒

⑦

前
掲
は
じ
め
に
注
⑳
小
林
論
文
一
五
五
頁
︒

⑧

前
掲
二
章
注
⑲
曽
根
論
文
一
三
二
頁
︒

⑨

前
掲
一
章
注
⑪
﹃
箱
ま
く
ら
﹄︒

⑩

前
掲
一
章
注
㉕
﹁
脇
坂
安
宅
宛
浅
野
長
祚
返
答
書
﹂
三
八
四
～
三
八
五
頁
︒

⑪

前
掲
二
章
注
⑨
石
井
﹁
遊
女
︑
飯
盛
等
奉
公
請
状
﹂
四
八
四
頁
︒

⑫

前
掲
は
じ
め
に
注
⑯
高
木
﹁
金
光
教
と
遊
廓
・
花
街
﹂
七
九
頁
︒

⑬

前
掲
二
章
注
⑬
﹁
遊
女
芸
者
名
前
控
﹂︒
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⑭

前
掲
二
章
注
⑲
曽
根
論
文
一
〇
〇
頁
︒

⑮

北
野
裕
子
﹁
明
治
初
頭
の
茶
屋
と
女
奉
公
人
た
ち
﹂︵﹃
近
江
地
方
史
研
究
﹄
第

三
二
号
︑
近
江
地
方
史
研
究
会
︑
一
九
九
六
年
︶
七
～
八
頁
︒

⑯

前
掲
一
章
注
㉙
﹃
井
伊
家
史
料
﹄
第
二
四
巻
九
二
・
一
〇
四
号
︒﹃
大
日
本
維

新
史
料

類
纂
之
部

井
伊
家
史
料
﹄
第
二
五
巻
︑
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
︑
二
〇

〇
七
年

一
〇
三
号
︒

⑰

﹁
妾
奉
公
人
一
札
之
事
﹂︿
嘉
永
元
年
︵
一
八
四
八
︶﹀︽
近
江
日
野
商
人
館
所
蔵

文
書
︾︒

⑱

中
野
卓
﹁
	
園
町
万
亭
一
力
と
そ
の
先
祖
祀
り
﹂︵
喜
多
野
清
一
編
﹃
家
族
・

親
族
・
村
落
﹄
早
稲
田
大
学
出
版
部
︑
一
九
八
三
年
︶
七
〇
頁
︒

⑲

﹁
乍
憚
口
上
覚
﹂︵﹃
新
編
八
坂
神
社
文
書
﹄
第
一
部
︑
臨
川
書
店
︑
二
〇
一
四

年
︶
六
一
二
～
六
一
三
頁
︒

お

わ

り

に

以
上
︑
本
稿
で
は
︑
	
園
の
遊
所
と
し
て
の
歴
史
を
概
観
し
た
上
で
︑
一
生
不
通
養
子
娘
と
し
て
	
園
に
や
っ
て
き
た
少
女
達
の
契
約
の
実

態
︑
ま
た
少
女
達
の
そ
の
後
を
み
て
き
た
︒
改
め
て
本
稿
の
成
果
を
確
認
す
る
︒

ま
ず
	
園
研
究
が
こ
れ
ま
で
十
分
深
め
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
要
因
で
あ
る
史
料
に
つ
い
て
︑
一
生
不
通
養
子
の
契
約
書
︑
町
奉
行
の
調
査
意

見
書
︑
遊
女
屋
の
内
部
史
料
な
ど
を
発
掘
し
た
こ
と
が
第
一
の
成
果
と
な
る
︒
そ
し
て
︑
こ
れ
ら
の
新
出
史
料
を
用
い
て
︑
	
園
の
遊
所
と
し

て
の
歴
史
的
展
開
を
︑
町
奉
行
所
や
幕
府
の
政
策
も
ふ
ま
え
な
が
ら
明
ら
か
に
し
て
︑
	
園
に
や
っ
て
き
た
少
女
た
ち
が
︑
一
生
不
通
と
は
名

ば
か
り
に
︑
実
親
と
の
関
係
も
継
続
し
な
が
ら
労
働
に
従
事
し
て
い
た
実
態
を
指
摘
し
た
︒
少
女
た
ち
の
多
く
は
洛
中
洛
外
の
借
家
層
か
ら
一

〇
歳
未
満
で
遊
所
	
園
の
茶
屋
に
養
子
と
し
て
や
っ
て
き
て
︑
そ
の
後
︑
遊
女
屋
に
所
属
す
る
形
で
芸
者
奉
公
︑
遊
女
奉
公
に
従
事
す
る
な
か

で
︑
奉
公
中
で
の
病
没
や
欠
落
・
逃
亡
と
い
う
選
択
肢
も
含
み
な
が
ら
︑
	
園
で
芸
者
と
し
て
五
〇
代
ま
で
働
く
事
例
︑
地
方
遊
廓
の
芸
者
と

な
る
事
例
︑
商
家
の
妾
と
な
る
事
例
︑
さ
ら
に
は
	
園
の
茶
屋
の
女
主
人
と
な
る
事
例
な
ど
の
ラ
イ
フ
コ
ー
ス
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
描
き

出
し
た
︒
そ
の
な
か
で
芸
を
売
り
物
と
す
る
芸
者
と
い
う
職
業
に
つ
い
て
︑
性
を
売
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
遊
女
と
は
一
線
を
画
し
な
が
ら
も
︑

雇
用
主
の
判
断
次
第
で
容
易
に
遊
女
に
転
身
し
う
る
表
裏
一
体
な
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
も
指
摘
し
た
︒

二
章
で
紹
介
し
た
幕
末
期
の
救
恤
者
一
覧
﹃
仁
風
集
覧
﹄
の
事
例
で
は
︑
他
地
域
に
比
べ
て
圧
倒
的
に
女
性
名
が
多
い
の
が
	
園
地
域
で
あ
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り
︑
そ
の
女
性
た
ち
の
多
く
は
茶
屋
の
女
主
人
で
あ
っ
た
︒
こ
の
女
性
た
ち
は
娘
を
遊
所
に
売
り
と
ば
す
よ
う
な
貧
窮
家
庭
︑
つ
ま
り
救
恤
を

う
け
る
側
の
環
境
で
生
ま
れ
な
が
ら
︑
逆
に
救
恤
を
行
う
と
い
う
社
会
的
な
行
動
を
主
体
的
に
行
う
側
に
転
身
し
た
江
戸
時
代
の
社
会
で
は
稀

少
な
存
在
で
あ
り
︑
一
方
で
︑
幼
少
時
の
自
分
と
同
じ
過
酷
な
条
件
で
︑
幼
い
養
子
娘
を
受
け
入
れ
る
と
い
う
選
択
を
し
た
女
性
た
ち
で
も
あ

っ
た
︒

本
稿
は
︑
	
園
の
分
析
に
終
始
し
た
た
め
︑
横
山
百
合
子
氏
が
紹
介
し
た
﹁
か
し
く
﹂
や
﹁
豊
平
﹂
た
ち
が
生
き
抜
い
た
吉
原
や
︑
そ
れ
以

外
の
地
域
の
遊
廓
・
遊
所
で
働
く
女
性
た
ち
が
︑
本
稿
で
描
い
た
よ
う
な
ラ
イ
フ
コ
ー
ス
を
取
り
得
た
の
か
検
討
で
き
て
い
な
い
︒
ま
た
今
回

使
用
し
た
史
料
︑
た
と
え
ば
一
生
不
通
養
子
娘
証
文
に
は
︑
ほ
と
ん
ど
同
じ
内
容
の
定
型
文
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
如
実
に
表
れ
て
い
る
よ

う
に
︑
契
約
と
い
う
建
前
の
世
界
で
作
成
さ
れ
た
も
の
も
多
く
︑
当
事
者
の
生
の
声
を
掬
い
取
る
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
︒
十
分
︑
検
討
を

深
め
ら
れ
て
い
な
い
史
料
も
あ
る
の
で
︑
今
後
さ
ら
な
る
探
究
を
進
め
た
い①
︒
ま
た
芸
者
や
遊
女
と
し
て
の
労
働
内
容
︑
客
と
の
交
流
の
実
態

も
︑
本
稿
で
用
い
た
よ
う
な
歴
史
史
料
か
ら
は
み
え
に
く
い
︒
	
園
を
舞
台
に
し
た
洒
落
本
や
詩
歌
な
ど
︑
さ
ま
ざ
ま
な
史
料
を
活
用
し
て
複

合
的
に
描
い
て
い
く
必
要
が
あ
る
︒
後
稿
を
期
し
た
い
︒

①

筆
者
架
蔵
の
安
政
六
年
︵
一
八
五
九
︶
の
冊
子
細
見
﹃
全
盛
糸
の
音
色
﹄
の
翻

刻
紹
介
は
後
日
︑
公
開
予
定
で
あ
る
︒

﹇
附
記
﹈
本
稿
の
内
容
は
︑
京
都
先
端
科
学
大
学
︵
旧
京
都
学
園
大
学
︶
の
講
義
﹁
日
本
史
概
説
﹂
に
て
紹
介
し
て
き
た
︒
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら
有
益
な

コ
メ
ン
ト
を
寄
せ
て
く
れ
た
受
講
生
に
感
謝
し
た
い
︒

︵
京
都
先
端
科
学
大
学
教
授
︶

江戸時代後期の	園と一生不通養子娘（鍛治）
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product of female labor.

The width of tanfu and danfu was stipulated at approximately 71

centimeters across the board according to the demand for clothing from the

central government, but we can assume on the basis of examples of the

various widths of woven cloth produced by people in Asia, widths would

actually depend on the skill of the weaver. In fact, the width of cloth

employed in an ordinary household was generally 50-60 centimeters judging

from the cloth bag from Shinano province preserved in the Shōsōin and the

sword shuttle excavated from the early-8th century Kami-Tabe Site 上田部遺

跡 in Osaka.

The fact that weaving of cloth from hemp or ramie thread was maintained

by the women of the community and that it was a learned skill that

sustained their livelihoods and moreover, that there was a class of women

leaders who commanded womenʼs labor can be seen in the composition of

the group of haniwa from the Kabutozuka Kofun. Furthermore, the

earthenware spindle engraved with the word Ōtoji 大 刀 自 that was

excavated from the Kamiya Site 神屋遺跡 in Ibaragi prefecture, which is a

settlement dating to the first half of the 9th century, can be understood as an

important in indicating the continued linkage between the technology for

producing hemp or ramie thread and cloth with faith in deified female

chieftains.

Key Words ; The period of the Ritsuryō state, cloth, women, back-strap loom,

gender

A Study of Gion and the Adopted Daughters who were Separated

from Their Parents for Life in the Late Edo Period

by

KAJI Kosuke

This study focusing on girls who came to Gion in Kyoto during the late

Edo period under a lifelong adoption contract (isshōfutsū yōshi 一生不通養子)

reveals the lives of these women and the brothels they lived in Gion. After

pointing out the inadequacy of historical records in the study of Gion, the

first section provides an overview of the historical development of Gionʼs

( 283 )



brothels. With regard to the administrative response to Gion, studies of

which have previously focused only on the aspect of controlling public

morals, I clarified the measures that focused on the economic policy of urban

development. In the second section, I employed the Gion-chō documents in

the Kyoto University Museum, as well as written testimonies, published lists

of prostitutes and geisha, and other documents related to the Gion area to

reveal the reality of the lifelong adoption contract. Furthermore, in the third

section, I examined the geisha apprenticeship certificate (geisha bōkō shōmon

芸者奉公証文) and the prostitute apprenticeship certificate (yūjo bōkō

shōmon 遊女奉公証文) in order to explore what became of the girls who had

come to Gion. I then illustrated the diverse routes of these girls lives,

revealing the cases of women who continued to live in Gion by continuing to

work as geisha or by taking over a teahouse, as well as women who went to

rural brothels.

Key Words ; Gion, adopted daughters who were separated from their parents for life,

geisha, prostitute, Gion-chō documents

Knowledge Translation, Production, and Body Politics:

Focusing on Chinaʼs First Western Obstetrics and

Gynecology Treatise Fuying Xinshuo

by

YAO Yi

This article focuses on Fuying Xinshuo, one of British missionary doctor

Hobsonʼs “Five Kinds of Western Medicine Books”, and the first book on

Western obstetrics and gynecology published in Chinese. The article

examines, from a gender perspective, what knowledge was included, how

that body of knowledge was constructed, and how it was accepted in China

at that time. In recent years there have been many studies on the

transmission and acceptance of Western medicine in China. Those studies

have considered questions including the impact of traditional Western

medicine and the response of Chinese intellectuals, the process in which

knowledge was translated and produced, and the social world that shaped
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